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会 議 概 要 

会議の名称 令和５年度第１回つくば市情報公開・個人情報保護審査会 

開催日時 令和５年７月 20日（木）９時 00分から 11 時 30分まで 

開催場所 つくば市役所 ２階 201会議室 

事務局（担当課） 総務部総務課 

 

出 

席 

者 

 

委員 磯山委員、川島委員、古德委員、中田委員、野中委員、 

藤田委員、堀委員 

事務局 山田次長、沼尻課長、高野課長補佐、稲毛田係長、宮本主任、

伊藤主任 

その他 飯野副市長 

(審査庁） 

法務課：渡邉課長、坂本課長補佐 

(処分庁） 

公有地利活用推進課：岡野課長、石濱課長補佐、中村係長 

(つくば市の情報公開制度全般担当) 

総務課：糸賀主査、田中主任、安部主事 

(プロポーザル方式の契約に関する担当） 

契約検査課：石田課長、坂入課長補佐、塚本係長 

公開・非公開の別 □公開 ■非公開 □一部公開 傍聴者数    ─ 

非公開の場合はそ

の理由 

つくば市情報公開・個人情報保護審査会条例第 14 条に規

定する審査請求に係る事項について審査会の行う調査審議

の手続のため。 

議題 令和５年（2023年）６月19日付け５法第39号諮問案件に関す

る調査審議 

会 １ 任命書の交付 
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議

次

第 

２ 開会 

３ 会長の選出 

４ 座長の選出 

５ 審議案件 

  令和５年（2023年）６月19日付け５法第39号諮問案件に関する調査審議 

６ 今後の予定 

７ 閉会 

 



 

- 1 - 

 

会 議 概 要 

会議の名称 令和５年度第２回つくば市情報公開・個人情報保護審査会 

開催日時 令和５年８月７日（月）13時 30分から 16時 00分まで 

開催場所 つくば市役所 ２階 202 会議室 

事務局（担当課） 総務部総務課 

 

出 

席 

者 

 

委員 磯山会長、川島委員、古德委員、野中委員、藤田委員、 

堀委員 

事務局 沼尻課長、高野課長補佐、稲毛田係長、宮本主任 

その他 (処分庁） 

公有地利活用推進課：岡野課長、石濱課長補佐、中村係長 

(つくば市の情報公開制度全般担当) 

総務課：田中主任、安部主事 

（口頭意見陳述） 

審査請求人、補佐人 

公開・非公開の別 □公開 ■非公開 □一部公開 傍聴者数    ― 

非公開の場合はそ

の理由 

つくば市情報公開・個人情報保護審査会条例第 14 条に規

定する審査請求に係る事項について審査会の行う調査審議

の手続のため。 

議題 令和５年（2023年）６月19日付け５法第39号諮問案件に関す

る調査審議 

会

議

次

第 

１ 開会 

２ 座長の選出 

３ 審議案件 

令和５年（2023年）６月19日付け５法第39号諮問案件に関する調査審議 

４ 今後の予定 

５ 閉会 
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会 議 録 

会議の名称 令和５年度第３回つくば市情報公開・個人情報保護審査会 

開催日時 令和５年(2023 年)９月 27 日(水) 開会 10:00 閉会 12:00 

開催場所 つくば市役所 ２階 201 会議室 

事務局（担当課） 総務部総務課 

 

出 

席 

者 

 

委員 磯山会長、川島委員、中田委員、野中委員、堀委員 

事務局 沼尻課長、高野課長補佐、稲毛田係長 

その他 (特定個人情報保護評価の制度全般担当) 

総務課：高橋係長、糸賀主査、田中主任 

(評価書作成担当) 

市民税課：髙野課長、横田課長補佐、今井係長 

(情報セキュリティ関連担当) 

情報政策課：三輪係長、杉田主査 

公開・非公開の別 □公開 □非公開 ■一部公開  傍聴者数   ０名 

非公開の場合はそ

の理由 

 

議題 （１）令和５年（2023年）６月19日付け５法第39号諮問案件

に関する答申案審議 

（２）個人住民税の賦課に関する事務における特定個人情報

保護評価書の記載事項についての調査審議 

会

議

次

第 

１ 開会  

２ 座長の選出 

３ 答申案審議 

令和５年(2023年)６月19日付け５法第39号諮問案件に関する答申案審議 

４ 特定個人情報保護評価書に関する第三者点検 
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５ 今後の予定 

６ 閉会 

〈審議内容〉 

（１）令和５年（2023 年）６月 19 日付け５法第 39 号諮問案件に関する答申案

審議 

つくば市情報公開・個人情報保護審査会条例第 14 条に規定する審査請求に係

る事項について審査会の行う調査審議の手続のため非公開。 

 

（２）個人住民税の賦課に関する事務における特定個人情報保護評価書の記載

事項についての調査審議 

〇座長 

続いて後半の次第の４、特定個人情報保護評価書に関する第三者点検に移り

ます。 

また、これ以降は、つくば市附属機関の会議及び懇談会等の公開に関する条

例第４条に規定する、非公開とすることができる会議に該当しないため、配付

資料及び会議録も含め、公開として進めて参ります。 

具体的な点検に入る前に、新任の委員もいますので、改めて特定個人情報保

護評価制度の概要について、総務課より御説明をお願いいたします。 

〇事務局 

まず初めに、第三者点検をいただくに当たりまして、評価書の内容等につい

ての御説明、質疑応答のために出席している職員がおりますので、紹介させて

いただきます。 

（職員紹介） 

〇総務課 

それでは、特定個人情報保護評価の制度についての説明を総務課の田中から
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させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

初めに、特定個人情報保護評価とは、国の行政機関や地方公共団体等が、特

定個人情報ファイルを取り扱う事務における、その取扱いについての漏えいや、

その他のリスクを分析して、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を

講ずることを宣言するものとなります。こちらについての詳細は、特定個人情

報保護評価に関する規則及び特定個人情報保護評価指針にて定められておりま

す。対象人数の総数が 1,000 人以上の事務について評価書を作成し、その公開

を行っております。 

特定個人情報ファイルとは、個人番号をその内容に含む個人情報ファイル等、

単に個人番号が含まれているテーブルのみを意味するのではなく、個人番号に

アクセスできるものが、個人番号と紐づけてアクセスできる情報ということを

意味しており、これが特定個人情報ファイルとして扱われます。したがって個

人番号利用事務において、システムを利用して業務を行っている場合は、特定

個人情報ファイルを保有していることになります。 

しかし、特定個人情報ファイルを取り扱う事務のうち、以下のものにつきま

しては、その実施が義務づけられないものとなっております。一つ目は、職員

または職員であった者等の人事給与、福利厚生に関する事項、これらを記録し

た特定個人情報ファイルのみを取り扱う事務。また、紙ファイル等の手作業処

理用ファイルのみを取り扱う事務。そして、対象人数が 1,000 人未満の事務。

これらにつきましては、実施が義務づけられないものとなっております。 

市で作成しました特定個人情報保護評価書につきましては、見直しと再実施

が義務づけられておりまして、見直しにつきましては少なくとも年に１回、ま

た、５年経過毎に再実施として、一旦すべて作り直しということになっており

ます。 

特定個人情報保護評価には３段階ございまして、対象人数によってこのよう

に、基礎項目評価書、重点項目評価書、全項目評価書と、区分が分かれており、
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それぞれの条件に応じて作るものとされております。作成されました特定個人

情報保護評価書につきましては、国のホームページにて公開され、誰でも検索

できるようになります。 

つくば市における第三者点検のフローは以下となっております。今回につき

ましては、全項目評価書の作成となりますので、左側のフローに応じて作成さ

せていただいております。 

今回、審査していただきます評価書につきましては、全項目評価書となって

おりまして、保有するマイナンバーの対象人数が 30 万人を超えたため、以前ま

で作っておりました重点項目評価書ではなく、新たに全項目評価書の作成が必

要となりました。また、全項目評価書を作成することになったことで、マイナ

ンバーの取り扱いについて、より詳細な記載が追加されております。具体的な

追加部分はこのようになっております。左側のⅠからⅤの項目につきましては、

今回付けさせていただいている全項目評価書の中の記載項目と一致しておりま

す。それぞれ基本情報の４番、特定個人情報ファイルの概要の３番、４番、６

番。また、リスク対策の項目は、２番、４番、５番に新しい情報が追記されてお

ります。 

以前まで重点項目評価書の作成がありましたので、基本的には重点項目評価

書と同じような記載となっておりますが、このような追加部分や、担当課独自

のシステムを中心に点検をしていただければと思っております。 

説明は以上になります。 

○座長 

ありがとうございました。 

続いて事務局から、後半の進め方と点検の方法について説明をお願いいたし

ます。 

○事務局 

後半の進め方について御説明いたします。 
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この後、評価書の担当部署から点検対象である評価書の内容説明がございま

す。その際にはお手元の資料７の概要資料と、資料５の点検報告書を御準備く

ださい。この資料７の概要資料につきましては、資料６の評価書に書かれてい

る内容についてより分かりやすく記載しているものでございます。 

第三者点検の対象は、概要資料ではなく評価書自体の内容ですが、委員の皆

様に評価書の内容をより御理解いただくために、担当課からの説明は概要資料

によって行いますので、説明は資料７の概要資料を見ながらお聞きいただき、

資料６の評価書自体は、必要に応じて御覧いただければと思います。 

この資料６評価書の２頁に項目一覧とありますが、上から順にⅠは 10 頁ま

で。別添１は 11 頁。Ⅱは 12 頁から 30 頁。別添２は 31 頁から 33 頁。Ⅲは 34

頁から 44 頁。Ⅳは 45 頁。Ⅴは 46 頁。Ⅵは 47 頁となっております。 

個人住民税の賦課に関する事務の評価書については、新規で全項目評価書を

作成したものであり、従前のものからの変更点も多いため、担当部署からの説

明は全体について行いますが、説明の量が多くなってしまいますので、通しで

一気に説明するのではなく、点検のイメージがしやすいよう、資料５の点検報

告書上の項目立てに沿う順番で、一項目ずつ説明することとし、途中で委員の

皆様からの御意見、御質問を伺いながら進めていきたいと思います。 

なお、リスクの対策に関する部分については、これまでに点検していただい

た他の評価書と重複する部分が多いため、変更項目のみを説明させていただき

ますが、分かりにくい点、疑問点等ありましたら質問等いただき、それに答え

る方式で御審議いただければと思います。 

リスク対策についての変更箇所は、資料５で言いますと、４リスク対策につ

いての目的外の入手が行われるリスク、裏面にいきまして、委託先による特定

個人情報の取扱いに関するリスク、不正な提供・移転が行われるリスクです。 

後半の審査会の進め方については以上です。 

続きまして、点検の方法について御説明いたします。資料４の特定個人情報
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保護評価の第三者点検における審査の観点を御覧ください。 

こちらに適合性と妥当性という大きく分けて二つの観点が記載されていま

す。この二つの観点は、国の個人情報保護委員会における審査の観点として、

国が指針上で定めているものです。地方公共団体における第三者点検において

も、これらの観点を参考に審査することが想定されていますので、当審査会に

おいてもこれらの観点を基に審査を行っていただければと思います。 

ただし適合性については、審査会前に総務課において審査をした上で審査会

に臨んでおりますので、この審査会では主に妥当性について、事務の内容の記

載や、リスク対策の点検・審議をお願いいたします。なお、その妥当性について

は、資料５の点検報告書を基に点検を行っていただければと思います。 

点検報告書の記載方法は、評価欄に○、△、×を、御意見がある場合には、右

側の意見欄に御記載ください。 

資料の最後に別紙として、以前のものですが、今回と同様の全項目評価書の

答申及び点検報告書を添付しましたので、審議、記入の際の参考にしていただ

ければと思います。 

なお、この点検報告書については、本日提出いただくものではなく、評価及

び御意見を記入いただいたものを、２週間後までに提出いただくこととしてお

ります。会議終了後に改めて様式をメールで送付させていただきますので、お

配りしているものには会議中にメモ等を自由に記載していただいても構いませ

ん。提出方法等については、会議の最後にまた御説明いたします。最終的には、

皆様からいただいた点検報告書を基に、事務局において会長と御相談しながら

答申案を作成いたします。 

点検方法についての説明は以上です。 

〇座長 

ありがとうございました。ここまでで何か御質問ありますか。 

〇川島委員 
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30 万人ということは、どのように解釈すればいいのですか。人口を上回って

いる部分は何かあるのですか。 

〇総務課 

今回の個人住民税の賦課に関しましては、市外の除票の人もまだ情報として

含まれていますので、つくば市の人口以上のものとなります。 

〇川島委員 

所在地がつくば市外でも、個人住民税課税対象としての要件があるのですね。 

○総務課 

あくまで市で保有している情報が対象人数となりますので、市の人口を超え

た人数が対象となります。 

〇川島委員 

分かりました。住民票とは違う台帳があるということですね。 

〇座長 

他にありますか。よろしいですか。 

それでは、評価書の点検に進みたいと思います。 

まず、個人住民税の賦課に関する事務の全項目評価書について、市民税課か

ら御説明をお願いいたします。 

〇市民税課 

市民税課の今井と申します。着座にて失礼いたします。 

個人住民税の賦課に関する事務の全項目評価について、資料５の点検報告書、

資料７の概要資料に沿って説明いたします。 

まず、点検報告書中の２、評価対象事務の記載内容の上段、評価書Ⅰ１②の

部分、当該事務の内容やシステムについて御説明いたします。資料の３頁目に

なります。市税業務全体の流れですが、課税、収納、徴収の３段階に分かれてい

ます。 

まず、課税です。課税でそれぞれの税目について、相手方の提出した資料や
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市が収集した資料を基に、市が税額を計算して賦課決定をしたり、納税義務者

が自ら計算した申告を受け付けたりすることで、納税すべき税額を決定します。 

次に、収納です。課税された税額を納税義務者が自主的に納付した場合、税

金を受領し、納税状況についての管理をします。 

そして、徴収です。本来税金は自主的に納付するものですが、納付をしない

者に対して、納付を促し、また差押え等の行政処分を行うことで、滞納をなく

します。 

市民税課では、この中の課税の業務を行っています。課税を行っている課は、

市民税課、資産税課、国民健康保険課の三課になります。市民税課では、個人住

民税、軽自動車税、入湯税といった税目を取り扱っていますが、今回の全項目

評価書の対象は、この中の個人住民税の課税業務についてとなります。 

本業務の目的は、地域に住む住民等が広く共同して負担し合う地域社会の会

費といった性質を持つ個人住民税を、一定額以上の収入のある住民に対して課

税することです。そのため、根拠となる法律、地方税法やその他の関係法令、行

政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、つく

ば市税条例等に基づいて、住民から提出された住民税申告書や国税庁から情報

提供を受けた確定申告書、給与支払者や年金支払者から提出された支払報告書

といった資料を収集し、個人住民税額を計算、納税義務者に通知し、賦課決定

を行います。その後も、適正な課税が行われているか調査を行い、必要に応じ

て賦課決定をしたり、税額を変更したりします。 

また、住民からの要請に応じ、個人住民税の賦課情報を基にした課税証明書

や所得証明書を発行します。 

今お話した事務の中で、情報のやりとりが行われている部分については、こ

ちらの概要図のとおりとなります。上部の緑色は住民を、左部のピンク色の部

分は関係者、中央の青色は市内部のこととなります。また黄色の矢印は、マイ

ナンバーを含む個人情報の流れを、点線の矢印は、手作業を含む個人情報の流
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れを示しており、①、②、③といった数字は、事務処理の順番を示しています。

当該事務の内容やシステムについての説明は以上となります。 

〇座長 

ありがとうございました。何か質問はございますか、これまでの点について、

よろしいですか。 

では、次の部分の説明をお願いします。もし可能であれば時間もないので、

できるだけまとめて説明していただければと思います。 

〇市民税課 

承知いたしました。続いて、点検報告書の２、評価対象事務の記載内容の下

段について、個人情報をどう取り扱うかという点について御説明いたします。 

まず、誰の個人情報を取り扱うのかについてですが、１月１日つくば市在住

の住民全員となります。ただし、つくば市に住民登録がない方についても、住

登外課税ということで、生活実態がつくば市にある場合には課税を行うことに

なっていますので、住民登録がなくても個人情報を扱う場合があります。また、

現年度課税分を含めて、８年間の賦課更正を行う可能性があるため、最長で８

年間の個人情報を保管する必要があります。 

どんな個人情報を取り扱うのかにつきましては、個人番号や住民税の賦課情

報、所得や控除の情報、また１月１日の世帯情報や生年月日、氏名といった情

報を取り扱っています。すべての記録項目につきましては、別添２の評価書の

31 頁から 33 頁に記載をしております。 

次に、個人情報をどう取り扱うかについてです。個人住民税の賦課について

は、住民税申告書、確定申告書、給与支払報告書といった各種資料を用います。

この資料は受け取ったらまず住民基本台帳で個人を特定し、個人ごとに名寄せ

を行います。もし、つくば市の住民基本台帳にいない方の資料があった場合に

は、住民登録地を確認し、その市区町村と調整を行います。名寄せをした資料

を基に、給与や年金額の計算、また控除額の計算を行い、それぞれの税額を計
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算いたします。また生活保護の情報等から減免対象者等を把握して適用いたし

ます。これらの情報から個人住民税の税額を決定し、納税通知書を作成して交

付、賦課決定をいたします。その後、適用した控除に誤りがないか等を調査し、

不適切であれば税額の更正を行います。 

次に、給与所得者の異動、納付方法の変更に関することです。給与所得者は、

原則、個人住民税を給与からの天引きで行うこととなっていますが、転勤をし

た時や就退職をした時など、雇用主から届をいただくことによって、納付方法

を変更し、給与天引きを継続したり、もしくは本人に納税通知書を送付したり

といった処理を行っています。誰の個人情報を、何のために、どのように取り

扱うかについての説明は以上になります。 

〇座長 

質問ありますか。 

それでは、次の部分をお願いします。 

〇市民税課 

続いて、点検報告書中３、委託に関しての記載は具体的かの部分について御

説明いたします。 

委託内容ですが、主に三つに大別されます。まず、例月処理ですが、個人住民

税システムやその他システムの管理やバックアップ、名寄せした資料の合算処

理等を行っています。委託先は株式会社茨城計算センターで、再委託は行いま

せん。 

次に、封入封緘業務ですが、こちらは５月に通知する特別徴収税額通知書を、

それぞれの会社ごとに封筒に封入し封緘する業務になります。こちらも株式会

社茨城計算センターへの委託となり、再委託は行いません。 

最後に申告関連ですが、紙で提出された資料の文字起こしや、システムで見

るためのスキャニング等を行っています。委託先は株式会社茨城計算センター

で、再委託を行っています。その他全項目の詳細は評価書の 31 頁から記載をし
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ています。委託に関しての記載は以上になります。 

〇座長 

何か質問ありますか。よろしいですか。 

では、次の御説明をお願いします。 

〇市民税課 

続いて、点検報告書中の４、リスク対策についてのうち、変更部分について

御説明いたします。 

まず、目的外の入手が行われるリスクについてです。目的外の入手リスクと

は、利用目的範囲外の特定個人情報を入手してしまうと、本来不必要な特定個

人情報であるため、不正利用に繋がる恐れがあるという項目になります。この

項目の確認事項は、業務に不必要な情報を入手できるようになっていないか。

主な対策としては、不必要な情報を入手しないような様式を定めることになり

ます。不必要な特定個人情報を入手するリスクの対策として、まず各種申告書

についてですが、こちらは本人が申告した内容について税務署から提供を受け

るため、市側が対象外者の情報を積極的に入手することはありません。 

次に、給与支払報告書等の事業所から提出されるものにつきましては、地方

税法の規定に基づき全国的に利用されている様式が用いられているため、不必

要な情報を記載してくることは考えにくいです。住民から直接受け取る申告書

についても、同じく地方税法で必要な情報のみを記載する様式が規定されてい

るため、不必要な情報の記載は難しく、また記載要領を提示して不必要な情報

を記載しないよう周知しています。 

最後に、職員による扶養控除の確認についてですが、こちらは本市で課税し

ている扶養者と調査対象者である被扶養者の情報や続柄を明示しないと回答を

受け付けられないため、不必要、無関係なものの情報を入手することはできま

せん。 

入手の際に不必要な特定個人情報が漏えい・紛失するリスクにつきましては、
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窓口に設置している端末に覗き見防止フィルターを使用して、外部の者から窃

視されないようにしています。また、紙媒体の各種資料は事務処理の段階ごと

にパスワードを入力しないと立ち入れない書庫に保管していますので、漏えい

・紛失を防止しています。説明は以上になります。 

〇座長 

何か質問ございますか。よろしいですか。 

時間になりそうですが、後どのくらいかかりそうですか。皆さんお時間的に。 

〇市民税課 

では、変更点の項目だけお伝えをさせていただきます。 

変更点は、20 頁の、委託先の不正対策についての項目になります。 

もう一つ、23 頁の不正な提供・移転が行われるリスクについてが、今回の変

更点になります。 

〇座長 

それ以外のところは、従前と同じ形でよろしいですか。 

〇市民税課 

その通りです。 

〇座長 

御質問ありますか。 

〇川島委員 

変更点だけは少なくとも、どこを評価したとか、どこを付加したとか、ポイ

ントだけで結構です。 

〇座長 

御説明をお願いします。 

〇総務課 

資料６の評価書の 37 頁を御覧ください。こちらの中にございます、特定個人

情報の提供ルールという部分が、今回新しい項目になっておりますので、こち
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らに記載を追加させていただいております。これが 37 頁の変更点になっており

ます。 

次に 38 頁ですが、こちらのリスクにつきましては、それぞれのリスクが新し

い項目になっておりますので、既存の記載をこの中で細かく分け、他の市町村

等の記載を参考にしながら、全体的にこの項目につきましては追記をさせてい

ただいております。変更点は以上となります。 

〇座長 

ありがとうございます。何か確認できますか。 

〇川島委員 

６頁の概要図の右下に赤い部分がありますが、これを読むと厚生労働大臣や

健康保険組合、都道府県知事、市町村長となっており、連携する可能性がある

ので、ここに矢印が入っていないのが変な気がしました。生活保護等、一定の

情報のやりとりがこの課税に関連して発生しないですか。 

〇市民税課 

生活保護の件につきましては、つくば市の社会福祉課から情報提供をいただ

いているので、青色の枠の中で処理しております。 

〇川島委員 

いずれしても右下の赤い部分が孤立していて、書く意味がないのなら書く意

味がないですし、書く必要があるなら矢印がないとそもそも意味がないので、

これは何かと思いました。 

〇市民税課 

こちらにつきましては、提供を受ける機関ということで記載をしただけにな

ります。 

〇川島委員 

個人情報には関わりのない提供を受ける機関ですか。 

〇市民税課 
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 赤色はピンク色に該当する機関となっております。 

〇川島委員 

それであれば、赤い部分を書く意味があるのかどうか分かりませんでした。

余分な情報を書いても意味がないと思いました。 

もう一点は、説明資料の 35 頁、この種のことは結局、外部の人が変なことし

ないかとか、内部の人が変なことしないかとか、住民との間において何か漏れ

がないかとか、それに尽きると思います。従業員に対する教育・啓発の、つくば

市における措置のところで二つありますが、職員全体に対する啓発や研修、そ

れから情報担当者です。ここについて、職員全体に対するというところの必要

性が、周知しているとしか書いていませんが、やはり具体的にどういった内容

のものを、どれぐらいの頻度で、誰に対してやっていると書かないと、これを

見た人は安心しないと思います。周知していることは、どこだって周知してい

ます。つくば市は具体的に、誰に対して、どういう内容を、どういう頻度で、や

っているはずですので、そういうことを書かない限り、評価成果としての記述

としては具体性が欠けると思います。 

〇座長 

他に御意見ありますか。 

検討時間が少ないので、次回の予定はないですか。 

〇事務局 

11 月の中旬から下旬頃の開催は予定をしています。 

〇座長 

それは何をやる予定になっていますか。 

〇事務局 

今回の PIA の答申案です。 

次回もう一回同じように説明し、またその次に答申を決めるという、一回会

議を挟む形なりますがいかがですか。 
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〇座長 

もう一回開催が増える形になりますが、どうしますか。このままもう少しや

るか、もう一回別日に設定するか。 

〇川島委員 

今日はもうそろそろ戻らないといけません。 

〇座長 

やはり、次の方がよろしいですかね。時間ない中でやっても、十分説明しき

れないところもあると思います。 

〇事務局 

ではそのような形で、次回もう一度お願いしたいと思います。 

〇座長 

その方向で進めたいと思います。 

では、評価書についての審議は終了しますので、進行を事務局にお返ししま

す。 

〇事務局 

それでは、前半で審議しました答申案につきましては、内容についてまとめ

一度会長と調整させていただき、その内容を各委員の皆様にメールでお送りさ

せていただいて、確認を取らせていただければと思っております。 

また、後半で審議しました PIA につきましては、再度、11 月の中旬から下旬

頃に開催をしたいと思っています。日程の調整は、またこちらでさせていただ

きます。 

事務局からは以上です。 

〇座長 

これをもちまして、全ての議事を終了いたします。この後の進行は、事務局

にお返しいたします。 

〇事務局 
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本日は長時間にわたりまして御審議いただき、ありがとうございました。 

今後も、情報公開・個人情報保護審査会の適正な運用に、御理解と御協力を

賜りますようお願い申し上げます。 

これをもちまして、令和５年度第３回つくば市情報公開・個人情報保護審査

会を閉会いたします。 

 

 



令和５年度第３回つくば市情報公開・個人情報保護審査会次第 

 

           日時 令和５年(2023 年)９月 27 日（水）10 時 

           場所  つくば市役所２階 201 会議室 

 

１ 開会 

 

２ 座長の選出 

 

３ 答申案審議 

  令和５年(2023 年)６月 19 日付け５法第 39 号諮問に関する調査審議 

  ※第１回、第２回審査会からの継続審議 

 

４ 特定個人情報保護評価書に関する第三者点検 

  個人住民税の賦課に関する事務 

 

５ 今後の予定 

 

６ 閉会 

 

【配布資料】 

 ・資料１ 答申案 

 ・資料２ 第１回会議録 

 ・資料３ 第２回会議録 

 ・資料４ 特定個人情報保護評価の第三者点検における審査の観点 

 ・資料５ 点検報告書 

 ・資料６ 評価書 

 ・資料７ 概要資料 

 ・別紙  前回全項目評価答申及び点検報告書（参考資料） 

 



特定個人情報保護評価の第三者点検における審査の観点について 

 

 特定個人情報保護評価指針(以下「指針」という。)第 10(２)により、特定個人情

報保護委員会（以下「委員会」という。）は全項目評価書の承認に際し、適合性及び

妥当性の２点から審査を行うこととしている。 

 この審査の観点を参考とし、第三者点検の対象となる特定個人情報保護評価書に

ついて、つくば市情報公開・個人情報保護審査会において点検を行うものとする。 

 

(1) 適合性 

   指針に定める実施手続等に適合した特定個人情報保護評価を実施しているか。 

・しきい値判断に誤りはないか。 

・適切な実施主体が実施しているか。 

・公表しない部分は適切な範囲か。 

・適切な時期に実施しているか。 

・適切な方法で広く国民の意見を求め、得られた意見を十分考慮した上で必要な

見直しを行っているか。（全項目評価書のみ） 

・特定個人情報保護評価の対象となる事務の実態に基づき、特定個人情報保護評

価書様式で求められる全ての項目について検討し、記載しているか。 等 

 

(2) 妥当性 

   内容が、指針上の特定個人情報保護評価の目的等に照らし妥当と認めるか。 

・記載された特定個人情報保護評価の実施を担当する部署は、特定個人情報保護

評価の対象となる事務を担当し、リスクを軽減させるための措置の実施に責任

を負うことができるか。 

・特定個人情報保護評価の対象となる事務の内容の記載は具体的か。当該事務に

おける特定個人情報の流れを併せて記載しているか。 

・特定個人情報ファイルを取り扱うプロセスにおいて特定個人情報の漏えいその

他の事態を発生させるリスクを、特定個人情報保護評価の対象となる事務の実

態に基づき、特定しているか。 

・特定されたリスクを軽減するために講ずべき措置についての記載は具体的か。 

・記載されたリスクを軽減させるための措置は、個人のプライバシー等の権利利

益の侵害の未然防止、国民・住民の信頼の確保という特定個人情報保護評価の

目的に照らし、妥当なものか。 

・個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言は、国民・住民の信頼の確保と

いう特定個人情報保護評価の目的に照らし、妥当なものか。 等 

 

※妥当性については、第三者点検報告書（資料５）を基に点検を行う。 

資料４ 



第三者点検報告書（個人住民税の賦課に関する事務） 資料５

１．第三者点検　対象評価書

評価書番号/評価書名 2/個人住民税の賦課に関する事務

評価書の種類 全項目評価書

評価実施の理由 新規作成

主管課（評価実施機関名/担当課名） つくば市長/市民税課

委員　氏名

評価書 記載部分 点検内容 評価 意　　　　見

２.評価対象事務の記載内容（特定個人情報保護評価の対象となる事務の内容の記載は具体的か。当該事務における特定個人情報の流れを併せて記載しているか。）

評価書Ⅰ１②
特定個人情報ファイルを取り扱う事務や、その事務
において使用するシステムについて、基本情報を具
体的に分かりやすく記載しているか。

評価書Ⅱ２③④３⑧
特定個人情報を取り扱う事務において、誰の個人
情報を何のために、どのように取り扱うか、具体的
に分かりやすく記載しているか。

３.委託に関しての記載は具体的か。

評価書Ⅱ４
何をどこに委託するのかが、分かりやすく記載され
ているか。また、再委託の有無が分かりやすく記載
されているか。

４.リスク対策について

どのようなリスクが想定されるか、分かりやすく記載
されているか。

リスクを軽減するために講じている対策を具体的に記載し
ているか。（システムや人的作業ごとにおけるリスク対策
が記載されているか。）また、その対策は個人の権利利益
の侵害の未然防止、住民の信頼の確保という目的に照ら
し妥当なものか。

どのようなリスクが想定されるか、分かりやすく記載
されているか。

リスクを軽減するために講じている対策を具体的に記載し
ているか。（システムや人的作業ごとにおけるリスク対策
が記載されているか。）また、その対策は個人の権利利益
の侵害の未然防止、住民の信頼の確保という目的に照ら
し妥当なものか。

どのようなリスクが想定されるか、分かりやすく記載
されているか。

リスクを軽減するために講じている対策を具体的に記載し
ているか。（システムや人的作業ごとにおけるリスク対策
が記載されているか。）また、その対策は個人の権利利益
の侵害の未然防止、住民の信頼の確保という目的に照ら
し妥当なものか。

権限のないもの（元職員，
アクセス権限のない職員
等）によって不正に使用さ
れるリスク

評価書Ⅲ３
リスク２

目的外の入手が行われる
リスク

評価書Ⅲ2
リスク１

目的を超えた紐付け，事務
に必要のない情報との紐
付けが行われるリスク

評価書Ⅲ３
リスク１

1/2



第三者点検報告書（個人住民税の賦課に関する事務） 資料５

評価書 記載部分 点検内容 評価 意　　　　見

４.リスク対策について

どのようなリスクが想定されるか、分かりやすく記載
されているか。

リスクを軽減するために講じている対策を具体的に
記載しているか。また、その対策は個人の権利利益
の侵害の未然防止、住民の信頼の確保という目的
に照らし妥当なものか。

どのようなリスクが想定されるか、分かりやすく記載
されているか。

リスクを軽減するために講じている対策を具体的に記載し
ているか。（システムや人的作業ごとにおけるリスク対策
が記載されているか。）また、その対策は個人の権利利益
の侵害の未然防止、住民の信頼の確保という目的に照ら
し妥当なものか。

どのようなリスクが想定されるか、分かりやすく記載
されているか。

リスクを軽減するために講じている対策を具体的に
記載しているか。また、その対策は個人の権利利益
の侵害の未然防止、住民の信頼の確保という目的
に照らし妥当なものか。

特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスク

評価書Ⅲ７
リスク１

リスクを軽減するために講じている対策を具体的に
記載しているか。

特定個人情報が古いまま
保管され続けるリスク

評価書Ⅲ７
リスク２

リスクを軽減するために講じている対策を具体的に
記載しているか。

５.従業者に対する教育・啓発

研修 評価書Ⅳ２ リスクを軽減するために講じている対策を具体的に
記載しているか。

６.特定個人情報関する開示請求等・特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せについて

評価書Ⅴ 特定個人情報に関する開示請求・問合せについて
適切な問合せ先が記載されているか。

７.特記事項

その他特筆すべき事項がある場合

委託先による特定個人情
報の取扱いに関するリスク 評価書Ⅲ４

不正な提供・移転が行わ
れるリスク

評価書Ⅲ５
リスク１

情報提供ネットワークによ
る不正提供に対するリスク 評価書Ⅲ６
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特定個人情報保護評価書（全項目評価書）

 公表日

つくば市長

 個人情報保護委員会　承認日　【行政機関等のみ】

特記事項

・市民、市民外の方の所得額情報を取り扱う責任を理解し、所得額・税額等に間違いがないよう、課
税の際は所得額・控除額等の読み合せを行い、ダブルチェックを徹底している。
・みだりに所得額情報を閲覧・提供することがないよう、所得額情報を閲覧できる者は、業務上必要
とする職員のみに厳格に限定している。また、地方税についての情報等は、徴税吏員としての強力
な調査権限により収集された個人のプライバシーに関する情報であることを認識し、各機関からの照
会や個人からの相談についても地方税法第22条によって定められた守秘義務を徹底し、つくば市役
所以外に所得額情報を提供することを制限している。

[平成30年５月　様式４]

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

 評価書名

個人住民税の賦課に関する事務　全項目評価書

評価書番号

2

つくば市は、市民、そして市民以外の方の個人番号（マイナンバー）を取り扱
う責任を十分に理解し、本評価書に記載の措置を始めとする対策を厳重に
講じることで、個人のプライバシーその他の権利利益の保護に取り組んでい
ます。

 評価実施機関名

1



項目一覧

Ⅰ　基本情報

　（別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要

Ⅲ　特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策

　（別添３）　変更箇所

Ⅵ　評価実施手続

Ⅴ　開示請求、問合せ

Ⅳ　その他のリスク対策

　（別添１） 事務の内容
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○

[ ○ ] 宛名システム等 [ ○

[ ○ ] その他 （ 中間サーバー、コンビニ交付システム

] 庁内連携システム

）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

＜選択肢＞
1) 1,000人未満
3) 1万人以上10万人未満
5) 30万人以上

2) 1,000人以上1万人未満
4) 10万人以上30万人未満]

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

Ⅰ　基本情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 個人住民税の賦課に関する事務

 ②事務の内容　※

目的：個人住民税*1は、地域に住む住民などが広く共同して負担し合うもの（地域社会の会費）であり、
一定額以上の収入のある市民に対して課税しています。

概要：住民から提出を受けた申告書*2や、企業・年金支払者から提出を受けた支払報告書を基に、これ
らの内容に不適切な点がないかを本市で確認し*3、本市が個人住民税額を計算・決定して、住民や雇
用主に対して課税額を通知します。
　また，住民からの申請により、これらの情報を証明する各種証明書を発行します。

*1：個人県民税及び個人市民税を合わせて，個人住民税と呼び，市が一括して課税しています。
*2：住民税申告書及び税務署から情報提供される確定申告書があります。
*3：主に申告漏れや扶養控除の確認を行います。税額決定後に確認し更正するものもあります。

 ①システムの名称 個人住民税システム

 ②システムの機能

１．課税内容照会機能
　課税台帳から個人の年度ごとの所得内容・控除内容・税額等を照会する。
２．１月１日世帯照会機能
　賦課期日時点での世帯状況を照会する。
３．特別徴収事業所照会機能
　事業所の情報を照会する。
４．各種証明書発行機能
　課税証明書等を発行する。
５．通知書発行機能
　納税通知書，税額変更通知書、特徴税額通知書等を発行する。
６．課税台帳登録機能
　申告書や給与支払報告書の内容に基づき、徴収方法及び課税の決定をする。
　修正申告，法定調書，減免審査決定等により、税額の変更をする。
７．異動処理機能
　特別徴収義務者からの異動届出書を基に、徴収方法の変更をする。
８．年金特徴処理
　年金特別徴収義務者からの対象者情報に基づき、年金特別徴収税額の決定をする。
　介護保険の停止情報により、年金特別徴収の停止を依頼する。
　年金特別徴収の徴収結果により、年金特別徴収の停止を依頼する。

 ③対象人数 [ 30万人以上

 ２．特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム

 システム1

3



）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

○ ] 宛名システム等 [ ○

[ ] その他 （

[

] 庁内連携システム

 システム3

 ①システムの名称 収納管理システム

 ②システムの機能

１．賦課データ管理機能
　個人住民税の課税を管理する。
２．納付データ管理機能
　納付された個人住民税の収納を管理する。
３．督促・催告・還付・充当機能
　課税データ、納付データにより未過納の抽出及び未納者への督促、過納者への還付・充当を管理す
る。
４．納付書及び納税証明発行機能
　紛失者などへの再発行納付書を作成する。
　また，申請により納税証明書等証明書を発行する。

○

[ ○ ] その他 （ 中間サーバー ）

] 税務システム

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ○

[

] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

 システム2～5

 システム2

 ①システムの名称 宛名管理システム

 ②システムの機能

１．宛名管理機能
　住民記録システムより情報移転を行い４情報（氏名、性別、生年月日、住所）、その他住民票関係情報
を記録する。住登外者の宛名項目（氏名及び名称、性別、生年月日、住所など）の作成・管理をする。
２．個人番号の保護機能
　個人番号の保護を行うため認証の制御や暗号化をする。
３．宛名連携機能
　同一人の宛名番号を紐付する機能を有し，宛名番号の関連付けしたデータを作成・管理する。中間
サーバーとの連携時には，紐付した宛名番号から団体内宛名番号を取得する。
４．団体内宛名統合機能
　提供を行うため税務システム等から提供するデータを受け、中間サーバーへ送信する。情報の照会を
行うため税務システム等からの要求情報を受け、中間サーバーへ送信し結果を受信をする。符号付番
の際に符号と紐付ける団体内統合宛名番号を中間サーバーへ送信する。団体内宛名番号と４情報（氏
名、性別、生年月日、住所）を管理し、中間サーバーからの要求に対応する。
５．中間サーバー連携機能
　中間サーバーとの連携によりデータの送信・受信を行う。データの送信・受信を行った結果の情報を取
得・管理する。

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ○
 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ○

[ ] 宛名システム等
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）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム
 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ○ ] 宛名システム等 [ ○

[ ] その他 （

] 情報提供ネットワークシステム [

[ ○ ] 宛名システム等 [

] 庁内連携システム

 システム5

 ①システムの名称 ｅＬＴＡＸシステム

 ②システムの機能

１．利用届出の審査機能
　eLTAXを利用するに当たって、利用者から届出があった情報を審査、管理する。
２．申告データの審査機能
　納税者から申告されたデータを審査、管理する。
３．申告データの連携機能
　申告データをＣＳＶファイルとして出力し、課税資料データとして連携する。
４．特別徴収税額通知データの送信機能
　特徴徴収義務者に特別徴収税額通知データを送信する。
５．年金特徴徴収サービス機能
　審査サーバで受信した団体回付データをファイル出力し、基幹システムで作成した団体回付データを
審査サーバへ引き渡しする。

○

[ ] その他 （ ）

] 税務システム

] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

 システム4

 ①システムの名称 申告受付システム

 ②システムの機能

１．申告受付支援機能
　住民からの申告内容を登録することで、確定申告書、住民税申告書を作成する。
２．給報（年金）登録機能
　給与支払報告書、公的年金等支払報告書の登録と訂正をする。
３．国税連携データの訂正機能
　国税連携システムからダウンロードしたデータを取り込み、補完、訂正入力をする。
４．作表機能
　申告書データや給与支払報告書データについて、抽出条件を指定して一覧表を作成する。

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [
 ③他のシステムとの接続

[
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] 情報提供ネットワークシステム [

[ ○ ] 宛名システム等 [ ○

[ ] その他 （ ）

] 税務システム

）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

 システム7

 ①システムの名称 データ連携システム

 ②システムの機能

１．年金特徴に関する機能
　eLTAXシステムより出力した団体回付データの取込みと団体回付データの作成を行う。
２．eLTAX申告データに関する機能
　eLTAXシステムより出力した申告データの取込処理、帳票印刷、申告受付システムデータへの変換を
行う。
３．国税連携データに関する機能
　国税連携システムより出力した国税連携データの取込処理，帳票印刷、画像ファイル作成、申告受付
システムデータへの変換を行う。
４．給与支払報告書データ（光ディスク等）に関する機能
　企業等から送付された給与支払報告書データ（光ディスク等）の取込処理、帳票印刷、画像ファイル作
成、申告受付システムデータへの変換を行う。

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [
 ③他のシステムとの接続

[

] 宛名システム等 [ ○

[ ] その他 （

] 庁内連携システム

 システム6～10

 システム6

 ①システムの名称 国税連携システム

 ②システムの機能

１．国税連携データの管理機能
　国税連携データの検索、詳細表示、帳票印刷、ダウンロードを行う。
２．法定調書データの管理機能
　法定調書データの検索、詳細表示、帳票印刷、ダウンロードを行う。
３．団体間回送機能
　団体間回送受信／送信状況の確認及び団体間回送ファイルの登録を行う。
４．扶養是正情報等のデータ送信機能
　扶養是正情報等データを国税庁へ送信する。

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[
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○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ○ ] 宛名システム等 [

[ ] その他 （ ）

] 税務システム

）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

 システム9

 ①システムの名称 中間サーバー

 ②システムの機能

１．符号管理機能
　符号管理機能は、情報照会、情報提供に用いる個人の識別子である「符号」と、情報保有機関内で個
人を特定するために利用する「団体内統合宛名番号」とを紐付け、その情報を保管・管理する。
２．情報照会機能
　情報照会機能は、情報提供ネットワークシステムを介して、特定個人情報（連携対象）の情報照会及び
情報提供受領（照会した情報の受領）を行う。
３．情報提供機能
　情報提供機能は、情報提供ネットワークシステムを介して、情報照会要求の受領及び当該特定個人情
報（連携対象）の提供を行う。
４．既存システム接続機能
　中間サーバーと既存システム、宛名システム及び住民記録システムとの間で情報照会内容、情報提
供内容、特定個人情報（連携対象）、符号取得のための情報等について連携する。
５．情報提供等記録管理機能
　特定個人情報（連携対象）の照会、又は提供があった旨の情報提供等記録を生成し、管理する。
６．情報提供データベース管理機能
　特定個人情報（連携対象）を副本として、保持･管理する。
７．データ送受信機能
　中間サーバーと情報提供ネットワークシステム（インターフェイスシステム）との間で情報照会、情報提
供、符号取得のための情報等について連携する。
８．セキュリティ管理機能
　特定個人情報(連携対象)の暗号化及び復号や、電文への署名付与、電文及び提供許可証に付与され
ている署名の検証、それらに伴う鍵管理を行う。また、情報提供ネットワークシステム(インターフェイスシ
ステム)から受信した情報提供ネットワークシステム配信マスター情報を管理する。
９．職員認証・権限管理機能
　中間サーバーを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人情報
（連携対象）へのアクセス制御を行う。
１０．システム管理機能
　バッチ処理の状況管理、業務統計情報の集計、稼動状態の通知、保管切れ情報の削除を行う。

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [
 ③他のシステムとの接続

[

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [ ○

[ ] その他 （

] 庁内連携システム

 システム8

 ①システムの名称 イメージ検索システム

 ②システムの機能

１．イメージ照会機能
　申告書等の課税資料の画像ファイルの表示及び印刷をする。
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）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

] 宛名システム等 [

[ ] その他 （

）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

 システム11～15

 システム11

 ①システムの名称 住民基本台帳ネットワークシステム

 ②システムの機能

１．本人確認情報の更新
　既存の住民基本台帳ネットワークシステムにおいて、住民票の記載事項の変更又は新規作成が発生
した場合に、当該情報を基に市町村コミュニケーションサーバ（以下、「市町村CS」という。）の本人確認
情報を更新し、都道府県サーバへ更新情報を送信する。
２．本人確認
　個人番号カード等を利用して転入届をした場合や地市町村の住民票の写しの交付（広域交付）を行う
際、窓口における本人確認のため提示された個人番号カード等を基に、住民基本台帳ネットワークシス
テムが保有する本人確認情報に照会を行い、確認結果を画面上に表示する。
３．個人番号カード等を利用した転入（特例転入）
　転入届を受け付けた際に併せて個人番号カード等が提示された場合、当該個人番号カード等を用いて
転入の処理を行う。
４．本人確認情報検索
　統合端末において入力された４情報（氏名、住所、性別、生年月日）の組合せをキーに本人確認情報
の検索を行い、検索条件に該当する本人確認情報の一覧を画面上に表示する。
５．機構への情報照会
　全国サーバに対して住民票コード、個人番号又は４情報の組合せをキーとした本人確認情報照会を行
い、該当する個人の本人確認情報を受領する。
６．本人確認情報整合
　本人確認情報ファイルの内容を都道府県知事が都道府県サーバにおいて保有している都道府県知事
保存本人確認情報ファイル及び機構が全国サーバにおいて保有している機構保存本人確認情報ファイ
ルと整合することを確認するため、都道府県サーバ及び全国サーバに対し、整合性確認用の本人確認
情報を提供する。
７．送付先情報通知
　個人番号の通知にかかる事務の委任先である機構において、住民に対して番号通知書類（通知カー
ド、個人番号カード交付申請書（以下、「交付申請書」という。）等）を送付するため、既存住民基本台帳
ネットワークシステムから当該市町村の住民基本台帳に記載されている者の送付先情報を抽出し、当該
情報を機構が設置する個人番号カード管理システムに通知する。
８．個人番号カード管理システムとの情報連携
　機構が設置、管理する個人番号カード管理システムに対し、個人番号カードの交付、廃止、回収又は
一時停止解除に係る情報や個人番号カードの返却情報等を連携する。

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [ ○

[ ] その他 （

] 庁内連携システム

 システム10

 ①システムの名称 バックアップシステム

 ②システムの機能

１．データ保管機能
　住民情報系システム（住民記録，住民税，資産税，軽自税，収納，口座，共通宛名システムなど）デー
タをリアルタイムに保管し，夜間にデータの正誤性確認を実施し監視している。
２．障害に備えた代替機能
　機器障害などの事態において，課税内容照会や証明書発行を行い，住民税窓口業務への即時対応
ができる。
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 システム16～20

）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム
 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [

[ ] その他 （

] 情報提供ネットワークシステム [ ○

[ ○ ] 宛名システム等 [

] 庁内連携システム

 システム13

 ①システムの名称 AI-OCR（LGWAN-ASP型）

 ②システムの機能

申請書等の紙帳票上の文字を、クラウド上のAIエンジンを用いて認識し、テキストデータに変換するも
の。
予め庁内でスキャニング又は他機関等から送信を受けた画像データを、LGWAN回線（地方自治体間で
用いられるセキュリティ上安全が確保されている回線）を通じてサービス提供事業者の画像処理用アプ
リケーションサーバ（APサーバ）に送信すると、文字認識サーバで解析され、画像データとテキストデータ
がデータベースサーバ（DBサーバ）に格納される。職員はこれをブラウザを通じて確認・修正をしたの
ち、CSVファイル等でダウンロードすることができる。
なお、これらのサーバ群はすべてサービス事業者のデータセンター内に存在する。

[ ] その他 （ ）

] 税務システム

] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

 システム12

 ①システムの名称 住民記録システム（既存住基システム）

 ②システムの機能

１．異動処理機能
　　住民基本台帳法に基づき、住民票の記載、消除又は修正の処理を行い、それらの住民情報を管理
する。
２．発行・統計機能
　　住民票等の発行や統計資料作成に係る集計を行う。
３．連携機能
　・国民健康保険、介護保険、国民年金、後期高齢者医療等の住民票記載項目について、庁内の業務
システムと連携して画面表示や帳票への出力を行う。
　・庁内事務で使用する住民宛名項目及び個人番号を、宛名管理システムと連携する。
　・住民基本台帳ネットワークシステムと、定められた電文レイアウトに基づきデータ授受を行う。
　・在留カード等発行システムと、定められた電文レイアウトに基づきデータ授受を行う。

[ ○ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [
 ③他のシステムとの接続

[
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 ８．他の評価実施機関

なし

 ②法令上の根拠

番号法第19条第８号（特定個人情報の提供の制限）及び別表第二
（別表第二における情報提供の根拠）：（第１，２，３，４，６，８，９，１１，１６，１８，２０，２３，２６，２７，２
８，２９，３０，３１，３４，３５，３７，３８，３９，４０，４２，４８，５３，５４，５７，５８，５９，６１，６２，６３，６４，６
５，６６，６７，７０，７１，７４，８０，８４，８５の２，８７，９１，９２，９４，９７，１０１，１０２，１０３，１０６，１０７，
１０８，１１３，１１４，１１５，１１６，１１7，１２０、１２１項）

 ７．評価実施機関における担当部署

 ①部署 財務部市民税課

 ②所属長の役職名 市民税課長

 ５．個人番号の利用　※

 法令上の根拠

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下、「番号法」とい
う。）第９条第１項　別表第一の16の項
・番号法第９条第３項
・つくば市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例第５条

 ６．情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ※

 ①実施の有無 [ 実施する

 ３．特定個人情報ファイル名

住民税賦課情報ファイル

 ４．特定個人情報ファイルを取り扱う理由

 ①事務実施上の必要性 住民税の賦課決定において，住民の所得情報・控除情報を正確に把握する必要がある。

 ②実現が期待されるメリット 正確な所得・控除情報を把握することにより，賦課が正しく行われる。

]

＜選択肢＞
1) 実施する
2) 実施しない
3) 未定
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 （別添1） 事務の内容

（備考）
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] 健康・医療関係情報] 地方税関係情報

] 年金関係情報

] 児童福祉・子育て関係情報

○ [ ○

＜選択肢＞
1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）]

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

]

 ⑥事務担当部署 財務部市民税課

 その妥当性

◎識別情報　対象者を特定するために記録
◎連絡先等情報
・情報　対象者の特定・納税通知等の通知のために記録
・連絡先　課税情報に疑義がある等、本人に連絡をする必要があるために記録
・その他住民票関連情報　扶養控除の要件の確認等のために記録
◎業務関係情報
　・国税関係情報　対象者の所得税に係る情報に基づき、住民税の賦課を行うために記録
　・地方税関係情報　算出した住民税額に基づき，情報を管理し、税額通知・証明書等の帳票印刷のた
めに記録
　・生活保護・社会福祉関係情報　生活保護関連の給付情報に基づき、非課税の判定を行うために記録
　・年金関係情報　対象者の年金特徴税額の計算及び年金情報を帳票出力するために記録

 全ての記録項目 別添２を参照。

 ⑤保有開始日 平成28年１月１日

[ ] その他 （

[

[

[ ] 雇用・労働関係情報 [

] 災害関係情報

] 学校・教育関係情報

 ②対象となる本人の数 [ 10万人以上100万人未満

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

住民税賦課情報ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※ [ システム用ファイル

] 個人番号対応符号 [ ○

・連絡先等情報

 主な記録項目　※

・識別情報

[ ○ [ ○

[ ○ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [

[ ○

・業務関係情報

[

[

 ③対象となる本人の範囲　※
当市在住の市民全員（住民登録のある方（他市で住登外課税が行われている人を除く。）、住登外課税
対象者）、過去の対象者（最長8年）

 その必要性 住民税の適正な賦課を行うに当たり，特定個人情報が必要

 ④記録される項目 [ 100項目以上

[ ○

[

[ ] 医療保険関係情報 [

）

3） 50項目以上100項目未満
1） 10項目未満

4） 100項目以上
2） 10項目以上50項目未満

＜選択肢＞

]

] 個人番号 ] その他識別情報（内部番号）

] 連絡先（電話番号等）

] その他住民票関係情報

] 国税関係情報

] 介護・高齢者福祉関係情報

] 障害者福祉関係情報

[ ○] 4情報（氏名、性別、生年月日、住所）
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）

[ ○ ] 行政機関・独立行政法人等 （ 国税庁・年金保険者 ）

）

] 本人又は本人の代理人

3） 50人以上100人未満
1） 10人未満
＜選択肢＞

2） 10人以上50人未満
4） 100人以上500人未満
6） 1,000人以上5） 500人以上1,000人未満

]

 ②入手方法

[ ○ ] 紙 [ ○

[ ○ ] その他 （

 ⑦使用の主体

 使用部署
※

財務部市民税課、市民窓口課、各窓口センター

 使用者数 [ 100人以上500人未満

 ⑤本人への明示
住民税の賦課に必要な各種情報については，地方税法第317条の2の条文，番号法の別表第二の第27
号に規定されている。

 ⑥使用目的　※
各種申告書の受付、住民税額の算出、個人又は法人に対する税額通知の作成・送付、各種証明書の発
行

 変更の妥当性

 ③入手の時期・頻度

○当初賦課時に入手
・申告情報（確定申告・年金支払報告書・給与支払報告書）について， 1月～4月にかけて複数回入手
・生活保護について，3月に入手
・公的年金支払報告書について１月末に入手・住民税申告書について2月～3月にかけて毎日入手
・１月１日世帯情報ファイルについて，1月にバッチ処理で作成して入手
・年金特別徴収情報ファイルについて，5月に年金保険者から入手・宛名情報ファイルについて，住民基
本台帳が更新される都度，随時入手

○個別的な対応に際して入手
・当初期以降，新規申告及び税額更正に関する申告時に，随時，各種申告書情報を入手
・年金特別徴収情報ファイルについて，6月～4月に毎月入手

○他自治体からの（国税連携システム（eLTAXによる入手）
他自治体が作成した住民登録外課税通知，寄附金税額控除に係る申告特例通知データ等を地方税
ポータルセンタ（eLTAX)を通じて受領している。
・住民登録外課税情報は提出があれば1年を通じて受領している。
・寄附金税額控除に係る申告特例通知情報は１月に受領する。

 ④入手に係る妥当性
・申告情報（確定申告書・住民税申告書・年金支払報告書・給与支払報告書）については，制度上定めら
れた時期・頻度・方法にて，住民・国税庁・年金保険者・企業・他自治体からの情報提供を受けている。

eLTAX，住民基本台帳ネットワーク

] 情報提供ネットワークシステム

] 庁内連携システム

（ 他の自治体 ）

[ ○

[ ○

[

[ ] 電子メール [ ○

] フラッシュメモリ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

 ３．特定個人情報の入手・使用

 ①入手元　※

[ ○

[ ○ ] 評価実施機関内の他部署

[ ] その他 （ ）

[ ○ ] 民間事業者 （ 給与等を支払う企業 ）

[ ○ ] 地方公共団体・地方独立行政法人

（ 市民窓口課
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所得額，各種控除額に基づき，住民税額を決定・更正する。

 ⑨使用開始日 平成28年1月1日

 ⑧使用方法　※

1. 個人住民税の課税に関すること
・ 申告書等を受け取ったら、全ての資料を個人ごとに名寄せし、氏名・生年月日等をキーに住民基本台
帳上の情報と結び付ける。市の住民基本台帳上にいない方については、該当市区町村とどちらの自治
体で課税をするかについて調整をする。
・ 名寄せした課税資料を合算し、申告の控除等の計算間違いがないか、申告漏れがないかを確認す
る。
・ 医療保険関係情報、障害者福祉関係情報、生活保護・社会福祉関係情報、介護・高齢者福祉関係情
報から、控除に誤りがないかや生活保護等による非課税に該当しないかなどを把握する。
・ これらの情報に基づき、住民等に対する個人住民税の税額を決定し、納税通知書を作成して送付し、
通知を行う。
・ 各市町村が決定したのち、扶養されている人の住民税関係情報を参照し、所得や扶養の重複などを
確認し、不適切な扶養控除については是正する。

2. 給与所得者の異動に関すること
　個人住民税を給与から天引きしている方が、退職・休職・転職等の事情で、給与から天引きができなく
なった場合に、この対象者を雇用している方から提出される給与所得者異動届出書に基づき、給与天引
きの中止、転勤先への引継ぎ又は本人への納税通知書の発送を行う。

 情報の突合　※

申告情報等の税務関係情報と、住基４情報で住基情報と突合し、住基情報をキーに下記の突合を行う。
（１) 障害者福祉関係情報の手帳交付の有無・交付年月日・障害の程度、生活保護・社会福祉関係情報
の生活保護受給状況を突合して、非課税者を確認する。【上記1】
（２）介護・高齢者福祉関係情報を突合して、所得額，控除額を確認する。【上記1】
（３）税額通知に係るデータを作成する。【上記2】

 情報の統計分析
※

課税状況の分析等のため，「市町村課税状況等の調」に供する集計等の各種統計処理を行っている
が，特定の個人を判別するような情報の統計や分析は行っていない。

 権利利益に影響を
与え得る決定　※
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]

（ ）　件

＜選択肢＞
2） 委託しない1） 委託する

2） 1万人以上10万人未満
1） 1万人未満
＜選択肢＞

3） 50人以上100人未満
1） 10人未満
＜選択肢＞

2） 10人以上50人未満
4） 100人以上500人未満
6） 1,000人以上5） 500人以上1,000人未満

]

] 紙

] 専用線

）

 対象となる本人の
範囲　※

特定個人情報ファイルの範囲と同様

 その妥当性

・多量の印刷が短時間で行える機器，裁断機器，封入封緘機器を有し，セキュリティ基準が達成できて
いる設備で作業ができること。・納税通知書印刷に必要な対応（郵便カスタマバーコード，コンビニ用
バーコードなど）ができること。・税務システムの安定した稼働及び専門的な知識を有する民間事業者に
委託する。以上のことから専門業者である必要があり，また，限られた期間内での作業に対応ができる
ため，必要である。

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

[ 特定個人情報ファイルの全体

 対象となる本人の
数

[ 10万人以上100万人未満

5） 1,000万人以上
4） 100万人以上1,000万人未満
3） 10万人以上100万人未満
2） 1万人以上10万人未満
1） 1万人未満
＜選択肢＞

2） 特定個人情報ファイルの一部
1） 特定個人情報ファイルの全体
＜選択肢＞

]

]

 委託事項2

 ①委託内容
・納税通知書等印字プログラム改修・用紙の作成
・税務システムにて行う各種処理
・バッチ一括処理の実行，帳票等の印刷，帳票等の裁断，封入封緘作業

 ⑧再委託の許諾方法
再委託の必要がある場合は，事前に委託先と書面による協議を行い，再委託の必要性や業務内容，再
委託先のセキュリティ管理体制を確認した上で許諾している。

 ⑨再委託事項 住民税申告書や紙媒体の給与支払報告書のスキャニング及びデータエントリー

 委託事項2～5

 ⑤委託先名の確認方法 問合せがあれば対応する。

 ⑥委託先名 （株）茨城計算センター

 ⑦再委託の有無　※ [ 再委託する

再
委
託

納税通知書等印字プログラム，税務システムのオペレーション業務

2） 再委託しない1） 再委託する]

＜選択肢＞

 ③委託先における取扱者数 [ 10人以上50人未満

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ [

 対象となる本人の
数

[ 10万人以上100万人未満

 対象となる本人の
範囲　※

申告者全員

 その妥当性

・電算処理のため効率かつ正確なデータ化であること。
・データで投入されたものを含めて全てに対し画像ファイルを作成する。
・税務システムの安定した稼働及び専門的な知識を有する民間事業者に委託する。以上のことから専門
業者である必要があり，また，問合せ又は修正申告時に迅速に対応できるため，必要である。

[ ] その他 （

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

 ①委託内容 住民税申告書や給与支払報告書のエントリー及び画像ファイルの作成

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

[ 特定個人情報ファイルの全体

7

 委託事項1 課税情報のエントリー及び画像ファイルの作成

2） 特定個人情報ファイルの一部
1） 特定個人情報ファイルの全体
＜選択肢＞

]

]

5） 1,000万人以上
4） 100万人以上1,000万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 委託の有無　※
[ 委託する

[
] フラッシュメモ
リ

[ ○
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] 紙

] 専用線

）

] 2） 再委託しない1） 再委託する
＜選択肢＞

] 専用線

）

2） 再委託しない1） 再委託する
＜選択肢＞

]

＜選択肢＞
1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

4） 100人以上500人未満
2） 10人以上50人未満

3） 50人以上100人未満
1） 10人未満

6） 1,000人以上5） 500人以上1,000人未満

＜選択肢＞

]

（

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[

 ⑦再委託の有無　※ [ 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑨再委託事項

 ⑤委託先名の確認方法 問合せがあれば対応する。

 ⑥委託先名 （株）茨城計算センター

再
委
託

 ③委託先における取扱者数 [ 10人以上50人未満

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

[ 特定個人情報ファイルの全体

 対象となる本人の
数

[ 10万人以上100万人未満

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[
] フラッシュメモ
リ

[
 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ○ [

[ ] その他

 委託事項3

 ①委託内容
・税制改正に対応し，システムの改修を委託
・磁気ディスクによる税務システム情報の保全のために，特定個人情報ファイルの管理を委託
・システム障害に備えた代替システムの管理と委託

 ⑨再委託事項
・納税通知書等印字プログラム改修
・バッチ一括処理の実行，帳票等の印刷，帳票等の裁断，封入封緘作業

 ⑤委託先名の確認方法 問合せがあれば対応する。

 対象となる本人の
範囲　※

特定個人情報ファイルの範囲と同様

 その妥当性
・法制度改正に伴うシステム改修等を行った場合，本番稼働前に正しく動作することを確認するため
・システムの安定した稼働及び専門的な知識を有する民間事業者に委託する。以上のことから専門業者
である必要があり，また，システムの安定稼働が可能であるため，必要である。

 ⑥委託先名 （株）茨城計算センター

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※ [ 再委託する

 ⑧再委託の許諾方法
再委託の必要がある場合は，事前に委託先と書面による協議を行い，再委託の必要性や業務内容，再
委託先のセキュリティ管理体制を確認した上で許諾している。

税務システムの改修事業及びシステムの保全管理

5） 1,000万人以上
4） 100万人以上1,000万人未満
3） 10万人以上100万人未満
2） 1万人以上10万人未満
1） 1万人未満
＜選択肢＞

]

]

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ○ [

[ ] その他 （

 ③委託先における取扱者数 [ 10人以上50人未満

] フラッシュメモ
リ

[

3） 50人以上100人未満
1） 10人未満
＜選択肢＞

4） 100人以上500人未満
2） 10人以上50人未満

6） 1,000人以上5） 500人以上1,000人未満

]

] 紙
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3） 50人以上100人未満
1） 10人未満
＜選択肢＞

]

）

] 紙

] 専用線

5） 1,000万人以上
4） 100万人以上1,000万人未満
3） 10万人以上100万人未満
2） 1万人以上10万人未満
1） 1万人未満
＜選択肢＞

]

2） 特定個人情報ファイルの一部
1） 特定個人情報ファイルの全体
＜選択肢＞

]

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[
] フラッシュメモ
リ

[

 ⑤委託先名の確認方法 問合せがあれば対応する。

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[
] フラッシュメモ
リ

[
 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ○ [

[ ] その他 （

 対象となる本人の
範囲　※

公的年金等受給者，確定申告者，ｅＬＴＡＸ利用事業所の申告者。

 その妥当性

・ｅＬＴＡＸシステム及び国税連携システムの運用・保守・バージョンアップへの対応が必要であり，専門的
な知識を有することが求められる。
・システムの安定した稼働をするため，専門的な知識を有する民間事業者に委託する。以上のことから
専門業者である必要があり，また，システムの安定稼働にもつながるため，必要である。

 ③委託先における取扱者数 [ 10人未満

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

[ 特定個人情報ファイルの一部

 対象となる本人の
数

[ 10万人以上100万人未満

5） 1,000万人以上
4） 100万人以上1,000万人未満
3） 10万人以上100万人未満
2） 1万人以上10万人未満
1） 1万人未満
＜選択肢＞

]

2） 特定個人情報ファイルの一部
1） 特定個人情報ファイルの全体
＜選択肢＞

]

2） 10人以上50人未満
4） 100人以上500人未満
6） 1,000人以上5） 500人以上1,000人未満

 委託事項5

 ①委託内容 eLTAXシステム及び国税連携システムの運用管理に関する委託

 ⑦再委託の有無　※ [ 再委託する

 ⑧再委託の許諾方法
再委託の必要がある場合は，事前に委託先と書面による協議を行い，再委託の必要性や業務内容，再
委託先のセキュリティ管理体制を確認した上で許諾している。

 ⑨再委託事項 バックアップデータの管理

 ⑤委託先名の確認方法 問合せがあれば対応する。

 ⑥委託先名 （株）茨城計算センター

再
委
託

地方税電子申告支援サービス運用の管理

2） 再委託しない1） 再委託する
＜選択肢＞

]

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ○ [

[ ] その他 （

] 紙

] 専用線

）

 対象となる本人の
範囲　※

特定個人情報ファイルの範囲と同様

 その妥当性
・災害，その他事故でのデータ喪失時の回復が可能であること。
・システムの安定した稼働をするため，復元作業などの専門的な知識を有する民間事業者に委託する。
以上のことから専門業者である必要があり，また，システムの安定稼働にもつながるため，必要である。

 ③委託先における取扱者数 [ 10人未満 ]

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

[ 特定個人情報ファイルの全体

 対象となる本人の
数

[ 10万人以上100万人未満

＜選択肢＞

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上
4） 100人以上500人未満
2） 10人以上50人未満

3） 50人以上100人未満
1） 10人未満

 委託事項4

 ①委託内容 特定個人情報データの滅失等に備えたバックアップデータの保管委託

遠隔地でのデータ保管
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 委託事項6～10

 委託事項6

 ①委託内容 申告相談事務支援業務委託

 ⑦再委託の有無　※

] 専用線

] 紙

）

5） 500人以上1,000人未満
3） 50人以上100人未満
1） 10人未満

6） 1,000人以上
4） 100人以上500人未満
2） 10人以上50人未満

＜選択肢＞

]

（

] 2） 再委託しない1） 再委託する
＜選択肢＞

2） 再委託しない1） 再委託する
＜選択肢＞

][ 再委託しない

 ⑦再委託の有無　※ [ 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑨再委託事項

 ⑤委託先名の確認方法 問合せがあれば対応する。

 ⑥委託先名 （株）茨城計算センター

再
委
託

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[
] フラッシュメモ
リ

[
 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ○ [

[ ] その他

 対象となる本人の
範囲　※

確定申告者及び市民税・県民税申告者

 その妥当性

マイナンバー対応に改修した申告受付システムを使用し申告受付を行うことから，システムに不具合が
生じた場合などへの迅速な措置対応やシステムの使用方法の指導，運営，管理体制を万全とすること，
また受付システム及び申告受付に使用するその他税システムに精通し，かつ申告受付業務にも精通す
る人材の配置が必要なことから，システムの開発業者である相手方を選定したものである。

 ③委託先における取扱者数 [ 10人以上50人未満

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

[ 特定個人情報ファイルの全体

 対象となる本人の
数

[ 10万人以上100万人未満

5） 1,000万人以上
4） 100万人以上1,000万人未満
3） 10万人以上100万人未満
2） 1万人以上10万人未満
1） 1万人未満
＜選択肢＞

]

] 2） 特定個人情報ファイルの一部
1） 特定個人情報ファイルの全体
＜選択肢＞

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑨再委託事項

 ⑥委託先名 （株）茨城計算センター

再
委
託

申告相談事務支援業務
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[
] フラッシュメモ
リ

[ ○

 委託事項16～20

 委託事項11～15

4） 100万人以上1,000万人未満
3） 10万人以上100万人未満
2） 1万人以上10万人未満]

1） 1万人未満
＜選択肢＞

5） 1,000万人以上

] 2） 特定個人情報ファイルの一部
1） 特定個人情報ファイルの全体
＜選択肢＞

問合せがあれば対応する。

 ⑥委託先名 （株）茨城計算センター

再
委
託

] 2） 再委託しない1） 再委託する
＜選択肢＞

 対象となる本人の
範囲　※

給与所得者

 その妥当性
・入力対象となる異動届及び切替届の件数が大量にあり，限られた期間内に速やかに適正に処理して
いく必要があること。・税務システムの安定した運用及び専門的な知識を有する処理が必要であること。
以上のことから，限られた期間内での作業に対応ができる専門業者への委託が必要である。

 ③委託先における取扱者数 [ 10人以上50人未満

 ⑦再委託の有無　※ [ 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑨再委託事項

 ⑤委託先名の確認方法

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

[ 特定個人情報ファイルの全体

 対象となる本人の
数

[ 10万人以上100万人未満

] 専用線

] 紙

）

5） 500人以上1,000人未満
3） 50人以上100人未満
1） 10人未満

6） 1,000人以上
4） 100人以上500人未満
2） 10人以上50人未満

＜選択肢＞

]

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ [

 委託事項7

 ①委託内容 個人住民税特別徴収に係る転勤・退職・切替等入力業務委託

個人住民税特別徴収に係る転勤・退職・切替等入力業務

] その他 （
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 提供先2

 提供先3

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 紙

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

][

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 行っていない

[

]

5） 1,000万人以上
4） 100万人以上1,000万人未満
3） 10万人以上100万人未満
2） 1万人以上10万人未満

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ②提供先における用途 健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

健康保険組合

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表第二（第３項）

）

10万人以上100万人未満

] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] その他 （

 ②提供先における用途 健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

[

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

 提供先2～5

全国健康保険協会

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表第二（第２項）

[ ] その他 （ ）

] 紙

][

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

] 電子メール [

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

10万人以上100万人未満

厚生労働大臣

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表第二（第１項）

 ②提供先における用途
健康保険法第五条第二項の規定により厚生労働大臣が行うこととされた健康保険に関する事務であっ
て務省令で定めるもの

[ ] フラッシュメモリ [

1） 1万人未満
＜選択肢＞

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

 提供先1

] 移転を行っている （ 27 ） 件

[

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

 提供・移転の有無
[ ○ ] 提供を行っている （ 65 ） 件 [
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 提供先4

 提供先5

2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

[ ] その他 （ ）

] 紙

全国健康保険協会

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表第二（第６項）

[ ] その他 （ ）

10万人以上100万人未満

] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

＜選択肢＞
1） 1万人未満

] 紙

][

] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

 ②提供先における用途
船員保険法による保険給付又は平成十九年法律第三十号附則第三十九条の規定によりなお従前の例
によるものとされた平成十九年法律第三十号第四条の規定による改正前の船員保険法による保険給付
の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

 ②提供先における用途
船員保険法第四条第二項の規定により厚生労働大臣が行うこととされた船員保険に関する事務であっ
て務省令で定めるもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

厚生労働大臣

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表第二（第４項）

[ ] その他 （ ）

10万人以上100万人未満 ][

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[

] 紙

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [
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 提供先6

 提供先7

] 専用線

] 紙

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] その他 （ ）

] 紙

[ ] フラッシュメモリ

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

[ ] その他 （ ）

[

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[

 ②提供先における用途 児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

10万人以上100万人未満

] 電子メール [

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

都道府県知事

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表第二（第９項）

][

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[

] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

 ②提供先における用途
児童福祉法による里親の認定、養育里親の登録又は障害児入所給付費、高額障害児入所給付費若し
くは特定入所障害児食費等給付費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 電子メール [

 提供先6～10

都道府県知事

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表第二（第８項）

10万人以上100万人未満[ ]

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

22



 ②提供先における用途

 ③提供する情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

 ②提供先における用途

 提供先8

[ ] その他 （ ）

[ ]

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費，高額障害児通所給付費、障害児相談
支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

住民税関係情報

10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[

] 紙

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

児童福祉法による負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

都道府県知事又は市町村長

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表第二（第１６項）

[ ] その他 （ ）

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

[ ]

 提供先9

] 紙

市町村長

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表第二（第１１項）

] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線
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 提供先10

 提供先11

 ⑦時期・頻度

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑦時期・頻度

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [

[

照会を受けたら都度

] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [

] その他 （

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[

] 紙

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

 ②提供先における用途
身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に
関する事務であって主務省令で定めるもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

10万人以上100万人未満

）

照会を受けたら都度

 提供先11～15

市長村長

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表第二（第２０項）

[ ] その他 （ ）

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

][

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[

 ②提供先における用途 予防接種法による給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

10万人以上100万人未満

市町村長

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表第二（第１８項）

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

[ ]

] 紙

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線
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 提供先12

 提供先13

 ②提供先における用途

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

 ②提供先における用途

 ③提供する情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

] 電子メール [

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による入院措置又は費用の徴収に関する事務であって主
務省令で定めるもの

住民税関係情報

10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

[ ] その他 （ ）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるも
の

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

10万人以上100万人未満

] 紙

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

都道府県知事等

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表第二（第２６項）

[ ] その他 （ ）

[ ]

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 電子メール [

 ⑥提供方法

都道府県知事

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表第二（第２３項）

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

][

] 紙[ ] フラッシュメモリ [
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 提供先14

 提供先15

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

 ②提供先における用途

 ③提供する情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

 ③提供する情報

住民税関係情報

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

[ ] その他 （ ）

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

都道府県知事

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表第二（第２８項）

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

[ ]

] 紙

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

[

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関
する事務であって主務省令で定めるもの

] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

] 専用線

[ ] その他 （ ）

住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

10万人以上100万人未満

市町村長

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表第二（第２７項）

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

[ ]

 ②提供先における用途
地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関
する事務であって主務省令で定めるもの
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 提供先16

 提供先17

 ②提供先における用途

] 専用線

] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [

[ ] その他 （ ）

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

[ ] その他 （ ）

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[

 ②提供先における用途
社会福祉法による生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業の実施に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

社会福祉協議会

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表第二（第３０項）

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

[ ]

] 紙

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[

] 紙

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関
する事務であって主務省令で定めるもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

10万人以上100万人未満

 提供先16～20

厚生労働大臣又は共済組合等

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表第二（第２９項）

[ ]

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上
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[ ] その他 （

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [

）

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[

] 紙

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

 ②提供先における用途
私立学校教職員共済法による短期給付又は年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で
定めるもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

日本私立学校振興・共済事業団

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表第二（第３４項）

[ ] その他 （ ）

5） 1,000万人以上

 提供先19

[ ]

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

 ②提供先における用途 公営住宅法による公営住宅の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

10万人以上100万人未満

] 紙

] 電子メール [

公営住宅法第二条第十六号に規定する事業主体である都道府県知事又は市町村長

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表第二（第３１項）

[ ]

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 提供先18
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][

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 紙

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [

] その他 （ ）

 移転先16～20

 移転先11～15

 移転先6～10

つくば市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（番号法第９条第２項に基づく条例）

] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [

10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 当初賦課決定及び更正決定時

 移転先2～5

[ ] その他 （ ）

○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[

 ②提供先における用途
厚生年金保険法による年金である保険給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定め
るもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

10万人以上100万人未満

[

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

個人住民税対象者とその被扶養者等

 ⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [

[

 ②移転先における用途 番号法別表第一の右欄に掲げる事務（移転先１から27は別紙２を参照）

 ③移転する情報 住民税関係情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

 移転先1 番号法別表第1の左欄に掲げる者（移転先１から27は別紙２を参照）

 ①法令上の根拠

厚生労働大臣又は共済組合等

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表第二（第３５項）

[ ]

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 紙

 提供先20

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[
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 ③消去方法

・保存期間を過ぎた申請書・帳票等，紙媒体の特定個人情報については，外部業者による溶解処理を行
い廃棄する。・特定個人情報等の重要な情報資産については，物理的破壊又はデータ消去ソフトの使用
により，情報資産を復元できないように消去を行うことをルール化している。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
①特定個人情報の消去は地方公共団体からの操作によって実施されるため，通常，中間サーバー・プ
ラットフォームの保守・運用を行う事業者が特定個人情報を消去することはない。
②ディスク交換やハード更改等の際は，中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者にお
いて，保存された情報が読み出しできないよう，物理的破壊又は専用ソフト等を利用して完全に消去す
る。

＜選択肢＞

10） 定められていない

]

 ７．備考

 ６．特定個人情報の保管・消去

 ①保管場所　※

＜課内における措置＞
紙媒体による課税資料は，事務処理の段階ごとに，パスワードを入力しないと立ち入ることのできない書
庫に保管場所を定めており，漏えい・紛失を防止している。

＜住民税システムにおける措置＞
セキュリティカードで入退室管理を行っている部屋に設置したサーバ内に保管され、サーバへのアクセス
はID／パスワードによる認証が必要となる。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
①中間サーバー・プラットフォームはデータセンターに設置しており、データセンターへの入館及びサー
バー室への入室を厳重に管理する。
②特定個人情報は、サーバー室に設置された中間サーバーのデータベース内に保存され、バックアップ
もデータベース上に保存される。

 ②保管期間

 期間 [ 6年以上10年未満
9） 20年以上
6） 5年
3） 2年

8） 10年以上20年未満
5） 4年
2） 1年

7） 6年以上10年未満
4） 3年
1） 1年未満

 その妥当性 地方税法上，最長の更正期限が法定納期限の翌日から７年間であるため
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 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

（１）住民税賦課情報ファイル
１．課税年度，２．宛名番号，３．履歴連番，４．課税番号，５．調定年度，６．指定整理番号，７．通知書番号（現年），８．普徴事業所番
号，９．徴収区分，１０．差額徴収，１１．バッチ処理済サイン，１２．削除サイン，１３．一般給与収入，１４．内特徴給与収入，１５．特定支
出合計額，１６．給与所得，１７．年金収入，１８．公的年金控除額，１９．公的年金控除後の額，２０．雑その他所得　有無サイン，２１．雑
その他所得，２２．雑所得　有無サイン，２３．雑所得，２４．営業等所得　有無サイン，２５．営業等所得，２６．農業所得　有無サイン，２
７．農業所得，２８．不動産所得　有無サイン，２９．不動産所得，３０．上場株式等の配当所得　有無サイン，３１．上場株式等の配当所
得，３２．利子所得　有無サイン，３３．利子所得，３４．配当所得（株式）　有無サイン，３５．配当所得（株式），３６．配当所得（投資信託）
有無サイン，３７．配当所得（投資信託），３８．配当所得（外貨建）　有無サイン，３９．配当所得（外貨建），４０．配当所得（その他）　有無
サイン，４１．配当所得（その他），４２．総合譲渡・一時　有無サイン，４３．総合譲渡・一時，４４．総合譲渡（短期）　有無サイン，４５．総
合譲渡（短期），４６．総合譲渡（長期）　有無サイン，４７．総合譲渡（長期），４８．一時所得　有無サイン，４９．一時所得，５０．土地等
有無，５１．土地等（Ｋ），５２．土地等　超短期　有無，５３．土地等　超短期（Ｊ），５４．分離短期譲渡（一般）　有無サイン，５５．分離短期
譲渡（一般），５６．分離短期譲渡（軽減）　有無サイン，５７．分離短期譲渡（軽減），５８．分離長期譲渡（一般）　有無サイン，５９．分離長
期譲渡（一般），６０．分離長期譲渡（特定）　有無サイン，６１．分離長期譲渡（特定），６２．分離長期譲渡（軽減）　有無サイン，６３．分離
長期譲渡（軽減），６４．分離長期譲渡（軽課）　有無サイン，６５．分離長期譲渡（軽課），６６．山林所得 有無サイン，６７．山林所得，６
８．退職所得 有無サイン，６９．退職所得，７０．株式等譲渡所得（未公開分）　有無サイン，７１．株式等譲渡所得（未公開分），７２．株式
等譲渡所得（上場分）　有無サイン，７３．株式等譲渡所得（上場分），７４．先物取引所得　有無サイン，７５．先物取引所得，７６．免税所
得　有無サイン，７７．免税所得，７８．非課税所得　有無サイン，７９．非課税所得，８０．肉用牛の売却による所得（牛全体），８１．肉用
牛の特例適用サイン（所得税），８２．肉用牛の特例適用サイン（住民税），８３．免税対象外肉用牛の売却価額，８４．繰越損失・純，８
５．繰越損失・雑，８６．繰越損失・株式等譲渡，８７．繰越損失・先物取引，８８．繰越損失・居住用，８９．損益通算可能額，９０．分離短
期譲渡（一般）特別控除前　有無サイン，９１．分離短期譲渡（一般）特別控除前，９２．分離短期譲渡（軽減）特別控除前　有無サイン，９
３．分離短期譲渡（軽減）特別控除前，９４．分離長期譲渡（一般）特別控除前　有無サイン，９５．分離長期譲渡（一般）特別控除前，９
６．分離長期譲渡（特定）特別控除前　有無サイン，９７．分離長期譲渡（特定）特別控除前，９８．分離長期譲渡（軽減）特別控除前　有
無サイン，９９．分離長期譲渡（軽減）特別控除前，１００．分離長期譲渡（軽課）特別控除前　有無サイン，１０１．分離長期譲渡（軽課）特
別控除前，１０２．受給者番号，１０３．総所得金額，１０４．合計所得金額（特控後・繰控後），１０５．合計所得金額（特控前・繰控前），１
０６．雑損控除，１０７．医療費控除，１０８．社会保険料控除，１０９．小規模共済掛金控除，１１０．生命保険，１１１．損害保険／地震保
険控除，１１２．寄付金控除，１１３．妻・夫ありサイン，１１４．控除対象配偶者サイン，１１５．配偶者特別控除額，１１６．配偶者特別控除
サイン，１１７．老人+A3扶養人数，１１８．老人扶養内同居人数，１１９．特定扶養人数，１２０．一般扶養人数，１２１．年少扶養人数，１２
２．障害特別人数，１２３．障害特別内同居人数，１２４．障害普通人数，１２５．本人障害者サイン，１２６．本人未成年サイン，１２７．本
人老年者サイン，１２８．本人寡婦・夫サイン，１２９．本人勤労学生サイン，１３０．基礎控除，１３１．所得控除額合計（住民税），１３２．総
所得　課税標準額，１３３．総所得　所得割　市，１３４．総所得　所得割　県，１３５．免税外肉用牛の売却価額　課税標準額，１３６．免税
外肉用牛　所得割　市，１３７．免税外肉用牛　所得割　県，１３８．土地等　課税標準額，１３９．土地等　所得割　市，１４０．土地等　所
得割　県，１４１．土地等　超短期　課税標準額，１４２．土地等　超短期　所得割　市，１４３．土地等　超短期　所得割　県，１４４．分離短
期　一般　課税標準額，１４５．分離短期　一般　所得割　市，１４６．分離短期　一般　所得割　県，１４７．分離短期　軽減　課税標準額，
１４８．分離短期　軽減　所得割　市，１４９．分離短期　軽減　所得割　県，１５０．分離長期　一般　課税標準額，１５１．分離長期　一般
所得割　市，１５２．分離長期　一般　所得割　県，１５３．分離長期　特定　課税標準額，１５４．分離長期　特定　所得割　市，１５５．分離
長期　特定　所得割　県，１５６．分離長期　軽減　課税標準額，１５７．分離長期　軽減　所得割　市，１５８．分離長期　軽減　所得割
県，１５９．分離長期　軽課　課税標準額，１６０．分離長期　軽課　所得割　市，１６１．分離長期　軽課　所得割　県，１６２．山林　課税標
準額，１６３．山林　所得割　市，１６４．山林　所得割　県，１６５．退職　課税標準額，１６６．退職　所得割　市，１６７．退職　所得割
県，１６８．株式譲渡　未公開分　課税標準額，１６９．株式譲渡　未公開分　所得割　市，１７０．株式譲渡　未公開分　所得割　県，１７
１．株式譲渡　上場分　課税標準額，１７２．株式譲渡　上場分　所得割　市，１７３．株式譲渡　上場分　所得割　県，１７４．先物取引　課
税標準額，１７５．先物取引　所得割　市，１７６．先物取引　所得割　県，１７７．税額控除前所得割計　市，１７８．税額控除前所得割計
県，１７９．人的控除差額合計，１８０．人的控除の調整控除額　市，１８１．人的控除の調整控除額　県，１８２．人的控除の調整控除後
所得割　市，１８３．人的控除の調整控除後所得割　県，１８４．税額控除　市，１８５．税額控除　県，１８６．税額控除後所得割計　端処
前　市，１８７．税額控除後所得割計　端処前　県，１８８．税額控除後所得割計　端処後　市，１８９．税額控除後所得割計　端処後　県，
１９０．配当控除後所得割　市，１９１．配当控除後所得割　県，１９２．住宅借入金等特別税額控除　市，１９３．住宅借入金等特別税額
控除　県，１９４．住借控除後所得割　市，１９５．住借控除後所得割　県，１９６．外国税額控除後所得割　市，１９７．外国税額控除後所
得割　県，１９８．特別減税額　市，１９９．特別減税額　県，２００．特減後所得割計　端処前　市，２０１．特減後所得割計　端処前　県，２
０２．６５歳以上控除額　市，２０３．６５歳以上控除額　県，２０４．６５歳以上減額サイン，２０５．６５歳控除後所得割計　端処前　市，２０
６．６５歳控除後所得割計　端処前　県，２０７．減額申告サイン，２０８．減額該当サイン，２０９．減額すべき額　市，２１０．減額すべき額
県，２１１．減額後所得割　市，２１２．減額後所得割　県，２１３．配当割・譲渡割合計額　市，２１４．配当割・譲渡割合計額　県，２１５．
配割・譲割控除後所得割計　端処前　市，２１６．配割・譲割控除後所得割計　端処前　県，２１７．所得割計　市，２１８．所得割計　県，２
１９．控除不足額　市，２２０．控除不足額　県，２２１．控除不足額，２２２．均等割　市，２２３．均等割　県，２２４．計算年税額，２２５．減
免額，２２６．所得割減免額　市，２２７．所得割減免額　県，２２８．均等割減免額　市，２２９．均等割減免額　県，２３０．特別徴収税額
（充当前），２３１．特別徴収税額（充当額），２３２．特別徴収税額（充当後），２３３．普通徴収税額（充当前），２３４．普通徴収税額（充当
額），２３５．普通徴収税額（充当後），２３６．年税額，２３７．還付充当該当サイン，２３８．還付充当額，２３９．税額６月（充当前），２４０．
税額７月（充当前），２４１．税額８月（充当前），２４２．税額９月（充当前），２４３．税額10月（充当前），２４４．税額11月（充当前），２４５．
税額12月（充当前），２４６．税額１月（充当前），２４７．税額２月（充当前），２４８．税額３月（充当前），２４９．税額４月（充当前），２５０．
税額５月（充当前），２５１．充当額６月，２５２．充当額７月，２５３．充当額８月，２５４．充当額９月，２５５．充当額10月，２５６．充当額11
月，２５７．充当額12月，２５８．充当額１月，２５９．充当額２月，２６０．充当額３月，２６１．充当額４月，２６２．充当額５月，２６３．税額６
月（充当後），２６４．税額７月（充当後），２６５．税額８月（充当後），２６６．税額９月（充当後），２６７．税額10月（充当後），２６８．税額11
月（充当後），２６９．税額12月（充当後），２７０．税額１月（充当後），２７１．税額２月（充当後），２７２．税額３月（充当後），２７３．税額４
月（充当後），２７４．税額５月（充当後），２７５．税額１期（充当前），２７６．税額２期（充当前），２７７．税額３期（充当前），２７８．税額４期
（充当前），２７９．税額５期（充当前），２８０．税額６期（充当前），２８１．税額７期（充当前），２８２．税額８期（充当前），２８３．税額９期
（充当前），２８４．税額10期（充当前），２８５．税額11期（充当前），２８６．税額12期（充当前），２８７．税額現随（充当前），２８８．充当額
１期，２８９．充当額２期，２９０．充当額３期，２９１．充当額４期，２９２．充当額５期，２９３．充当額６期，２９４．充当額７期，２９５．充当額
８期，２９６．充当額９期，２９７．充当額10期，２９８．充当額11期，２９９．充当額12期，３００．充当額現随，
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 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

３０１．税額１期（充当後），３０２．税額２期（充当後），３０３．税額３期（充当後），３０４．税額４期（充当後），３０５．税額５期（充当後），３
０６．税額６期（充当後），３０７．税額７期（充当後），３０８．税額８期（充当後），３０９．税額９期（充当後），３１０．税額10期（充当後），３
１１．税額11期（充当後），３１２．税額12期（充当後），３１３．税額現随（充当後），３１４．指定番号６月，３１５．整理番号６月，３１６．指定
番号７月，３１７．整理番号７月，３１８．指定番号８月，３１９．整理番号８月，３２０．指定番号９月，３２１．整理番号９月，３２２．指定番号
10月，３２３．整理番号10月，３２４．指定番号11月，３２５．整理番号11月，３２６．指定番号12月，３２７．整理番号12月，３２８．指定番号
１月，３２９．整理番号１月，３３０．指定番号２月，３３１．整理番号２月，３３２．指定番号３月，３３３．整理番号３月，３３４．指定番号４
月，３３５．整理番号４月，３３６．指定番号５月，３３７．整理番号５月，３３８．現随納期限，３３９．過随調定年度①，３４０．過随通知書番
号①，３４１．過随税額①（充当前），３４２．過随充当額①，３４３．過随税額①（充当後），３４４．過随納期限①，３４５．過随調定年度
②，３４６．過随通知書番号②，３４７．過随税額②（充当前），３４８．過随充当額②，３４９．過随税額②（充当後），３５０．過随納期限
②，３５１．過随調定年度③，３５２．過随通知書番号③，３５３．過随税額③（充当前），３５４．過随充当額③，３５５．過随税額③（充当
後），３５６．過随納期限③，３５７．過随調定年度④，３５８．過随通知書番号④，３５９．過随税額④（充当前），３６０．過随充当額④，３
６１．過随税額④（充当後），３６２．過随納期限④，３６３．過随調定年度⑤，３６４．過随通知書番号⑤，３６５．過随税額⑤（充当前），３
６６．過随充当額⑤，３６７．過随税額⑤（充当後），３６８．過随納期限⑤，３６９．過随調定年度⑥，３７０．過随通知書番号⑥，３７１．過
随税額⑥（充当前），３７２．過随充当額⑥，３７３．過随税額⑥（充当後），３７４．過随納期限⑥，３７５．過随調定年度⑦，３７６．過随通
知書番号⑦，３７７．過随税額⑦（充当前），３７８．過随充当額⑦，３７９．過随税額⑦（充当後），３８０．過随納期限⑦，３８１．徴収済
額，３８２．未徴収額，３８３．徴収月，３８４．徴収済月１，３８５．徴収済月２，３８６．徴収期，３８７．徴収済期，３８８．転勤末徴収月，３８
９．一括徴収月，３９０．退職事由，３９１．退職徴収方法，３９２．転勤事由，３９３．異動事由，３９４．更正事由，３９５．更正年月日，３９
６．更正決定年月日，３９７．配偶者特別控除（所得税）有無サイン，３９８．配偶者特別控除額（所得税），３９９．配偶者所得有無サイ
ン，４００．配偶者所得合計，４０１．個人年金支払額有無サイン，４０２．個人年金支払額，４０３．生命保険料控除（所得税）有無サイ
ン，４０４．生命保険料控除（所得税），４０５．長期損保支払額有無サイン，４０６．長期損保支払額，４０７．短期損保支払額有無サイ
ン，４０８．短期損保支払額，４０９．地震保険料控除（所得税）有無サイン，４１０．地震保険料控除（所得税），４１１．専従者区分，４１
２．専従者数，４１３．専従者控除額計，４１４．専従者給与収入，４１５．専従主個人番号，４１６．配偶者控除額，４１７．扶養控除額，４１
８．老人扶養控除額，４１９．内同居老人控除額，４２０．一般扶養控除額，４２１．特定扶養控除額，４２２．障害者特別控除額，４２３．障
害者内同居控除額，４２４．障害者普通控除額，４２５．本人障害特別控除額，４２６．本人障害普通控除額，４２７．本人老年者控除額，
４２８．寡婦一般控除額，４２９．寡婦特別控除額，４３０．寡夫控除額，４３１．勤労学生控除額，４３２．税額控除調整額サイン，４３３．税
額控除調整額　市，４３４．税額控除調整額　県，４３５．配当控除　株式　市，４３６．配当控除　株式　県，４３７．配当控除　証券　市，４
３８．配当控除　証券　県，４３９．配当控除　外貨建　市，４４０．配当控除　外貨建　県，４４１．外国税額控除サイン，４４２．外国税額控
除　市，４４３．外国税額控除　県，４４４．配当割控除額，４４５．株等譲渡所得割控除額，４４６．配当割・譲渡割合計額，４４７．総合譲
渡（短期）特別控除後　有無サイン，４４８．総合譲渡（短期）特別控除後　有無サイン，４４９．総合譲渡（長期）特別控除後１／２前　有
無サイン，４５０．総合譲渡（長期）特別控除後１／２前，４５１．一時所得　特別控除後１／２前　有無サイン，４５２．一時所得　特別控除
後１／２前，４５３．新生命保険料支払額，４５４．旧生命保険料支払額，４５５．介護医療支払額，４５６．新個人年金支払額，４５７．特徴
リスト用合計所得，４５８．内特 特減前所得割　市，４５９．内特 特減前所得割　県，４６０．内特 特別減税　市，４６１．内特 特別減税
県，４６２．内特 特減後所得割　市，４６３．内特 特減後所得割　県，４６４．内特 均等割　市，４６５．内特 均等割　県，４６６．給報合算
サイン，４６７．強制均等割サイン，４６８．強制非課税サイン，４６９．申告別サイン，４７０．確定申告サイン，４７１．給報・申告書サイン，
４７２．６５歳以上サイン，４７３．計算非課税サイン，４７４．配偶者否認サイン，４７５．均等割り自動セットサイン，４７６．更正サイン，４７
７．Ｂ表種類サイン１，４７８．Ｂ表種類サイン２，４７９．Ａ表Ｂ表サイン，４８０．他市町村者課税サイン，４８１．課税保留（賦課未決定）サ
イン，４８２．生活保護サイン，４８３．旧指定番号，４８４．旧整理番号，４８５．旧市町村区分，４８６．294条サイン，４８７．株給サイン，４
８８．決議書不要サイン，４８９．納付書不要サイン，４９０．合算サイン，４９１．専従者個番１，４９２．専従者控除１，４９３．専従サイン
１，４９４．専従者個番２，４９５．専従者控除２，４９６．専従サイン２，４９７．専従者個番３，４９８．専従者控除３，４９９．専従サイン３，５
００．専従者個番４，５０１．専従者控除４，５０２．専従サイン４，５０３．専従者個番５，５０４．専従者控除５，５０５．専従サイン５，５０６．
専従者個番６，５０７．専従者控除６，５０８．専従サイン６，５０９．前年度通知済仮徴収４月，５１０．前年度通知済仮徴収６月，５１１．前
年度通知済仮徴収８月，５１２．現随２納期限，５１３．専従主個番２，５１４．臨時・変動サイン，５１５．臨時　有無サイン，５１６．臨時所
得，５１７．変動所得　前年　有無サイン，５１８．変動所得　前年，５１９．変動所得　前々年　有無サイン，５２０．変動所得　前々年，５２
１．変動所得　前々々年　有無サイン，５２２．変動所得　前々々年，５２３．平均課税対象金額，５２４．調整所得金額，５２５．調整所得
（市），５２６．調整所得（県），５２７．平均税率（市），５２８．平均税率（県），５２９．特別所得金額，５３０．特別所得（市），５３１．特別所得
（県），５３２．調整＋特別課税総所得（市），５３３．調整＋特別課税総所得（県），５３４．専従主１収入，５３５．専従主２収入，５３６．ＮＰ
Ｏ条例指定寄附金（市），５３７．ＮＰＯ条例指定寄附金（県），５３８．住宅取得控除（所得税），５３９．住宅申告書区分，５４０．居住開始
年月日，５４１．住宅控除可能額，５４２．所得割非課税判定用総所得金額等，５４３．決議書投入サイン，５４４．住民税寄附金①都道府
県・市区町村，５４５．住民税寄附金②共同募金会・日赤支部，５４６．住民税寄附金③条例指定（都道府県），５４７．住民税寄附金④条
例指定（市区町村），５４８．寄附金特例控除適用割合（％），５４９．寄附金税額控除（市・特例分），５５０．寄附金税額控除（県・特例
分），５５１．寄附金税額控除（市），５５２．寄附金税額控除（県），５５３．寄附金税額控除後所得割額（市），５５４．寄附金税額控除後所
得割額（県），５５５．年金特徴該当者サイン，５５６．年金特徴対象者サイン，５５７．年金特徴除外者サイン，５５８．年金特徴強制非該
当サイン，５５９．年金特徴中止サイン，５６０．年金特別徴収義務者コード，５６１．年金種類コード，５６２．年金保険者用整理番号１，５
６３．年金保険者用整理番号２，５６４．年金特徴各種金額１（10月分），５６５．年金特徴各種金額２（12月分～），５６６．年金特徴各種金
額３（年金額），５６７．年金特徴税額，５６８．年金特徴分所得割額（市），５６９．年金特徴分所得割額（県），５７０．年金特徴分均等割額
（市），５７１．年金特徴分均等割額（県），５７２．年金特徴仮徴収額（４月），５７３．年金特徴仮徴収額（６月），５７４．年金特徴仮徴収額
（８月），５７５．年金特徴本徴収額（10月），５７６．年金特徴本徴収額（12月），５７７．年金特徴本徴収額（２月），５７８．年金特徴翌年度
仮徴収額（４月），５７９．年金特徴翌年度仮徴収額（６月），５８０．年金特徴翌年度仮徴収額（８月），５８１．年金特徴中止事由，５８２．
年金特徴中止年月，５８３．年金特徴中止異動年月日，５８４．前年度年金特徴該当者サイン，５８５．前年度年金特徴対象者サイン，５
８６．前年度年金特徴除外者サイン，５８７．前年度年金特徴強制非該当サイン，５８８．前年度年金特徴中止サイン，５８９．前年度年金
特別徴収義務者コード，５９０．前年度年金種類コード，５９１．前年度年金保険者用整理番号１，５９２．前年度年金保険者用整理番号
２，５９３．前年度年金特徴中止事由，５９４．前年度年金特徴中止年月，５９５．前年度年金特徴中止異動年月日，５９６．減免割合，５９
７．震災減免サイン，５９８．国税連携）ファイル種別，５９９．投入差普サイン，６００．税額１期（内年金特徴），
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６０１．税額２期（内年金特徴），６０２．住借用所得税課標（総合・山林・退職），６０３．住借用算出所得税額，６０４．住借控除前所得税，
６０５．住借控除見込額，６０６．投資・リース額，６０７．上場株式の配当　課標(ム)，６０８．上場株式の配当　所得割・市(ム)，６０９．上場
株式の配当　所得割・県(ム)，６１０．配当繰越損失額（ビ），６１１．年金差普サイン，６１２．決議書不要サイン，６１３．年金特徴中止処
理済サイン，６１４．年特中止サイン（介護要因），６１５．年金特徴新規サイン，６１６．住借合算注意サイン，６１７．退職所得有無サイ
ン，６１８．個人番号，６１９．寄附金申告特例サイン，６２０．寄附金申告特例割合，６２１．寄附金申告特例控除（市），６２２．寄附金申
告特例控除（県），６２３．一般分株式等譲渡所得　有無サイン，６２４．一般分株式等譲渡所得，６２５．一般分株式等譲渡所得　課税標
準額，６２６．一般分株式等譲渡所得　所得割　市，６２７．一般分株式等譲渡所得　所得割　県，６２８．医療費特例サイン，６２９．上場
株式の国税と異なる申告サイン，６３０．雑業務有無サイン，６３１．雑業務所得，６３２．所得金額調整控除適用サイン，６３３．所得金額
調整控除額（子ども等），６３４．所得金額調整控除額（年金等），６３５．所得金額調整控除額（合計），６３６．所得金額調整控除算出用
給与収入，６３７．調整扶養人数，６３８．生計を一にする子サイン，６３９．公的年金等を除いた合計所得
（２）１月１日世帯情報ファイル
１．処理番号，２．世帯番号，３．宛名番号，４．区分，５．検索用カナ，６．氏名カナ，７．氏名漢字，８．通称名漢字，９．住所コード，１０．
住所カナ，１１．番地カナ，１２．方書カナ，１３．住所漢字，１４．番地漢字，１５．方書漢字，１６．生年月日，１７．性別，１８．１／１現在年
齢，１９．世帯主サイン，２０．世帯主個人番号，２１．続柄，２２．員番

（３）年金特別徴収情報ファイル
１．年金保険者用整理番号1，２．年金区分，３．特徴義務者コード，４．年金種類，５．年金額，６．所得税源泉徴収税額，７．介護特徴
依頼額，８．国保特徴依頼額，９．後期特徴依頼額，１０．年金特徴依頼額１，１１．年金特徴依頼額２，１２．特徴依頼日，１３．特徴通知
日，１４．未送付サイン，１５．中止異動日，１６．中止事由，１７．中止月，１８．中止依頼日，１９．中止通知日，２０．介護中止異動日，２
１．介護中止事由，２２．介護中止月，２３．介護中止依頼日，２４．介護中止通知日，２５．４月仮徴収額，２６．６月仮徴収額，２７．８月
仮徴収額，２８．仮徴収額変更日，２９．仮徴収額依頼日，３０．仮徴収額変更区分，３１．仮徴収額変更後，３２．仮徴収額変更前，３３．
捕捉月，３４．捕捉異動日，３５．捕捉特徴開始月，３６．捕捉依頼額１，３７．捕捉依頼日，３８．捕捉開始通知日，３９．年金特徴判定サ
イン，４０．確認済，４１．基礎年金番号，４２．資料番号，４３．判定結果５月，４４．判定結果７月，４５．市町村JISコード，４６．通知内容
コード，４７．各種区分，４８．処理結果，４９．年金保険用整理番号2

（４）宛名情報ファイル
１．個人番号，２．宛名番号，３．宛先区分，４．宛先名カナ，５．宛先名漢字，６．性別，７．生年月日，８．続柄コード
９．郵便番号，１０．住所コード，１１．住所カナ，１２．番地カナ，１３．方書カナ，１４．様方カナ，１５．住所漢字
１６．番地漢字，１７．方書漢字，１８．様方漢字，１９．世帯処理番号，２０．行政区，２１．住定日，２２．住定事由
２３．住民となった日，２４．住民となった事由，２５．消除日，２６．消除事由，２７．転出予定日，２８．転出確定日
２９．異動日，３０．送付先宛先名，３１．送付先住所，３２．電話番号
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 その他の措置の内容

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

 リスク３：　入手した特定個人情報が不正確であるリスク

 入手の際の本人確認の措置
の内容

・住民からの申告情報の入手については、本人の個人番号カード又は通知カード，身分証明書等の提
示（郵送の場合は写しの添付）や窓口での聞き取りにより，本人確認を行う。

 個人番号の真正性確認の措
置の内容

・住民からの申告情報の入手については、本人の個人番号カード又は通知カード，身分証明書の提示
や窓口での聞き取りに基づき，宛名管理システム等と照合することにより個人番号の真正性確認を行っ
ている。
・他団体からの申告情報の入手については，1件ごとに基本4情報に基づいてつくば市の課税対象者と
合致するかを確認している。

 特定個人情報の正確性確保
の措置の内容

・入手した情報については、窓口での聞き取りや添付書類との照合等を通じて確認することで正確性を
確保している。
・職員にて収集した情報に基づいて、間違いがあれば職権で適宜修正することで正確性を確保してい
る。

 リスク２：　不適切な方法で入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容
・企業及び年金保険者からの支払報告書の情報は，専用線を経由して入手するとともに，外部媒体の使
用を必要最低限に制限し，詐取・奪取が行われないようにしている。
・住民から申告書を入手する際には，賦課の資料となる旨を説明する。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

 必要な情報以外を入手するこ
とを防止するための措置の内
容

・他団体からの申告情報の入手については，あらかじめ定められた項目に基づいて情報を取得するた
め，必要な情報以外を入手することはない。
・住民からの申告情報の入手については，必要な情報のみを記載する様式とし，必要な情報以外は記
載しないようにしている

 その他の措置の内容

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

Ⅲ　特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 ※（７．リスク１⑨を除く。）

 ２．特定個人情報の入手 （情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

 リスク１：　目的外の入手が行われるリスク

 対象者以外の情報の入手を
防止するための措置の内容

・各種申告については、本人又は本人が申告した内容に基づき税務署が送付・回送してくるものであっ
て、市はこれを受付するものであるから、市側が対象外者の情報を積極的に入手することはない。

・給与支払報告書等の事業所から提出されるものついては、全国的に利用されている様式を用いてお
り、事業所が不要な情報を記載してくることは考えにくい。

・住民からの申告情報の入手については、必要な情報のみを記載する様式が地方税法で規定されてお
り、記載要領を提示して、住民が不必要な情報を記載しないようにしている。

・職員による扶養控除の確認については、本市が課税する扶養者の情報と，調査対象者である被扶養
者の情報や扶養者との関係性を明らかにした上で、調査対象市町村に照会をかけなければ回答が得ら
れないため、職員が無関係な対象外者の情報を入手することはできない。

 １．特定個人情報ファイル名

住民税賦課情報ファイル

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]
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 特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

 ３．特定個人情報の使用

 リスク１：　目的を超えた紐付け、事務に必要のない情報との紐付けが行われるリスク

 リスク４：　入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク

 リスクに対する措置の内容

・外部機関からのネットワークを通じた入手（住民基本台帳ネットワーク及びｅＬＴＡＸシステムからの入
手）については、専用線を利用し、インターネットに接続できないようにした上で端末を限定し、特定の通
信しかできないように制限している。
・窓口に設置している端末にはのぞき見防止フィルターを使用し、のぞき見による情報漏えいを防止して
いる。
・紙媒体による課税資料は，事務処理の段階ごとにパスワードを入力しないと立ち入ることのできない書
庫に保管場所を定めており，漏えい・紛失を防止している。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 具体的な管理方法
・共有IDは発行せずに個人に対して発行している。
・アクセス権限を失効した場合は、速やかに管理者がアクセス権限を削除する。

 具体的な管理方法

アクセス権限の発効・失効の管理（情報主管課により随時実施）
・業務システムの利用に当たっては、所属の長から情報主管課の長に申請があった職員にのみアクセ
ス権限を付与している。臨時職員の場合は、雇用通知書の写しを確認し、雇用期間内で申請のあった期
間に限りアクセスできるように権限を付与している。
・権限を有している職員の異動・休職・退職等の情報を人事部門からの通知及び情報提供等により確認
し、発生した場合には該当する職員のアクセス権限を即日失効する。
・年度切り替え時には、全職員のアクセス権限を失効させた上で、再度、新しい所属の長から情報主管
課の長に申請があった職員にのみアクセス権限を付与している。

 アクセス権限の管理 [ 行っている

 具体的な管理方法

特定個人情報を扱う端末に、静脈による生体認証を導入している。生体情報は個人ごとのユーザＩＤに
紐付けて管理しており、その上で、「端末を起動するとき」及び「業務システムを起動するときに生体認証
を行っている。このため、生体情報を登録したユーザのみが許可された権限範囲のシステムにアクセス
できる。また、端末は５分間操作を行わないと画面ロックがかかるように設定しており、解除にも生体認
証を行うことでなりすましを防止している。

 アクセス権限の発効・失効の
管理

[ 行っている ＜選択肢＞
1） 行っている 2） 行っていない

＜選択肢＞
1） 行っている 2） 行っていない]

]

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 リスク２：　権限のない者（元職員、アクセス権限のない職員等）によって不正に使用されるリスク

 ユーザ認証の管理 [ 行っている

 宛名システム等における措置
の内容

＜宛名管理システム及び各業務システム共通の措置＞（情報主管課により随時実施）
・宛名管理システム及び各業務システムにおける権限設定に「特定個人情報アクセス権限」を追加し、
権限を持つ者のみが対象のシステムにおける特定個人情報にアクセスすることができる。
・担当業務ごとに必要なシステムを切り分け、必要最低限の権限を付与している。
・個人番号は暗号化して保存しており、画面に表示する際は、ログインしているユーザが「特定個人情報
アクセス権限」を有していることを確認後、復号化して表示している。
・検索、照会、登録等の特定個人情報へのアクセスについては、サーバーログとして「いつ」、「誰が」、
「何の目的で」行ったかデータ上で記録し、４年間保存している。
・庁内連携による他の業務システムとの連携については、法令等に基づくものに制限している。

 事務で使用するその他のシ
ステムにおける措置の内容

・住民税システムから他のシステムへの特定個人情報の連携は，情報照会に必要となる情報のみに制
限する。

 その他の措置の内容

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

1） 行っている 2） 行っていない
＜選択肢＞]

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

＜選択肢＞]
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3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

＜選択肢＞]

]

 リスク４：　特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスク

 リスクに対する措置の内容

・バックアップファイルの取得は入退室管理をしているデータセンタでの作業に限定されている。
・委託先には，規定する契約の目的以外に使用すること，及び市が承認していないデータ等を複写し，
又は複製することを禁止している。
・特定個人情報を取り扱う端末はＵＳＢによる外部接続ができず，その他すべての外部媒体も使用させ
ないことにより，漏えいを防止している。
・正当な理由が無く第三者へ提供した場合の罰則を定めており，研修等により周知・指導することでリス
クを抑制している。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 特定個人情報の使用におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

・個人番号の使用権限がない職員が当該ファイルにアクセスしても，個人番号は表示しない。
・住民情報系システム端末は限定し，未使用時にはスクリーンセイバーなどを利用して，使用できないようにする。また，スクリーンセイ
バーなどを解除する際は生体認証を行うようにしている。
・特定個人情報が表示された画面のハードコピーの取得は事務処理に必要となる範囲とする。

 リスクに対する措置の内容

・職員へのセキュリティ研修にて、以下の事項を周知・指導し、不正な利用を抑止している。
　　業務システムの操作履歴を記録していること。
　　不正使用は処罰・刑罰（※１）の対象になること。
・他自治体で発生した個人情報の漏えいや紛失などのセキュリティ事故があった場合、つくば市の運用
で類似の懸案事項がないか整理し、必要に応じてグループウェアで職員への周知を図るとともに、セ
キュリティ対策の実施を求めることで、同様の事故の発生を抑止している。

（※１）　番号法第９章罰則（第48条～57条）に基づく処罰がなされる。具体的には【正当な理由なく、業
務で取り扱う個人の秘密が記録された特定個人情報ファイルを提供】は４年以下の懲役、又は200万円
以下の罰金、【業務に関して知り得たマイナンバーを自己や第三者の不正な利益を図る目的で提供し、
又は盗用】は３年以下の懲役、又は150万円以下の罰金など。

<AI-OCR>
文字解析についてはクラウドサービスを用いるため、解析に際し、送受信・確認及び解析中に情報漏え
いのリスクがある。
この点について、以下２点の対策を行っている。
(1) 庁内の送受信及び確認に用いる端末は、庁内に閉じたネットワーク内にある基幹系端末または
LGWAN接続系端末を取り扱う内容によって選定する。
(2) APサーバ、DBサーバと文字認識サーバのすべてが閉域網内に設置されているLGWAN-ASPサービ
スを利用する。また、サービス提供者は当該サーバ群を管理する区域を明確にし、物理的な安全管理措
置を講ずるなど、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（事業者編）」に沿った安全管理
措置を講じており、解析中の情報漏えいを防止している。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 その他の措置の内容

 リスクへの対策は十分か [ 十分である 2） 十分である1） 特に力を入れている
3） 課題が残されている

＜選択肢＞]

 リスク３：　従業者が事務外で使用するリスク

 特定個人情報の使用の記録

 具体的な方法
特定個人情報の使用の記録（情報主管課及び委託事業者により実施）
・端末における生体認証履歴を記録しており、操作者を特定している。
・各業務システムにおける操作履歴及び証明書等発行履歴を記録している。

記録を残している[ 2) 記録を残していない1） 記録を残している
＜選択肢＞]
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 具体的な方法
以下の２点を契約書に明記している。
・再委託する場合は、あらかじめ書面による本市の承認を得なければならない。
・再委託先についても、委託者と同様の義務を負う。

 その他の措置の内容

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

＜選択肢＞]

 規定の内容

特定個人情報の取扱いに係る委託契約を行う場合、委託事業者との間で次の情報セキュリティ要件を
明記した契約を締結する。
・法令等の遵守
・秘密保持義務の遵守
・目的外使用・第三者への提供の禁止
・安全な情報管理の整備、報告
・つくば市の調査権の明記
・情報の返還、廃棄、消去
・情報の複製の禁止
・委託作業場所の特定
・委託先における特定個人情報の取扱者への監督・教育
・事故の報告義務
・再委託の制限

 再委託先による特定個人情
報ファイルの適切な取扱いの
確保

[ 十分に行っている

 ルールの内容及び
ルール遵守の確認方
法

・委託先は，当該委託契約により行う業務の終了後，発注者と協議の上，個人情報が記録された媒体を
直ちに発注者に返却し，又は社会通念上確実な方法による廃棄もしくは消去をしなければならない旨を
契約書に明記している。
・上記は契約事項となるため，遵守の確認については，業務完了報告書等にて行う。

 委託契約書中の特定個人情
報ファイルの取扱いに関する
規定

定めている[

3） 十分に行っていない
1） 特に力を入れて行っている] 4） 再委託していない

2） 十分に行っている
＜選択肢＞

]

1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞]

1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞

 委託先から他者への
提供に関するルールの
内容及びルール遵守
の確認方法

・他者（再委託先）への特定個人情報の提供の際には、再委託の必要性、選定基準、再委託先での管
理方法、再委託先のセキュリティ管理体制等の報告を受け、問題がない場合に限り、承認している。
・また、委託先による再委託先の管理がルールどおりに実施されていることの報告を受けている。

 委託元と委託先間の
提供に関するルールの
内容及びルール遵守
の確認方法

・委託先へ特定個人情報を提供する際には、暗号化した上で提供している。
・委託先へのデータ搬送においては、施錠可能なケースに電子媒体を格納した上で実施することを義務
付けている。
・漏えい防止や媒体搬送の安全確保等は契約事項であるため，遵守の確認については，業務完了報告
書等にて行う。

 特定個人情報の消去ルール [ 定めている

 具体的な制限方法 ・アクセス権限を付与する従業員を必要最低限に制限し、アクセス権者の報告を求めている。

 特定個人情報ファイルの取扱
いの記録

[ 記録を残している

] 1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞

2） 記録を残していない1） 記録を残している
＜選択肢＞]

 具体的な方法
・委託業者がその日に行った作業について毎日報告を求めている。
・業務の進捗状況を把握するため、１か月に１度、会議を開催し、業務システム及び機器等の運用状況
や課題などについて報告を求めるとともに、業務履行にあたり必要な調整を行っている。

 特定個人情報の提供ルール [ 定めている

 委託先による特定個人情報の不正入手・不正な使用に関するリスク
 委託先による特定個人情報の不正な提供に関するリスク
 委託先による特定個人情報の保管・消去に関するリスク
 委託契約終了後の不正な使用等のリスク
 再委託に関するリスク

 情報保護管理体制の確認

 特定個人情報ファイルの閲覧
者・更新者の制限

] 委託しない

[ 制限している

・データの漏えい・滅失・毀損を防止することを目的とした、データの保護・管理に関する覚書を委託業者
と取り交わしている。また、本覚書においては、データ記録媒体を破棄する際は、つくば市の支持または
許可を受け、実施するものとしている。

[ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

2） 制限していない1） 制限している
＜選択肢＞]
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 具体的な方法

・ｅＬＴＡＸシステム，国税連携システムとのデータ連携システムにおいて，操作した動作記録（ユーザＩＤ，
日時，該当者，動作目的など）を残している。
・共用データベースシステムを使用して，データ連携している場合は操作した動作記録（ユーザＩＤ，日
時，該当者，動作目的など）を残している。
・記録した情報は，特定個人情報の保管期間の定めのとおり管理・保管する。

 特定個人情報ファイルの取扱いの委託におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

・委託先において情報流出等の事故が発生した場合、損害賠償等について法令等に基づき厳正に対処する。
・委託業者の作業場所について職員による実地調査を行い、サーバ室の入退室及び鍵管理や記憶媒体の管理など、セキュリティが確
保されているか確認している。
・全部の業務を一括して再委託することを禁止し、一部の業務について再委託を行う理由が合理的であること、委託先と同程度のセ
キュリティが確保されていることを条件としている。

] 提供・移転しない

記録を残している[

[

 リスク１：　不正な提供・移転が行われるリスク

 特定個人情報の提供・移転
の記録

 ５．特定個人情報の提供・移転 （委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

1） 記録を残している 2） 記録を残していない
＜選択肢＞]

 リスク３：　誤った情報を提供・移転してしまうリスク、誤った相手に提供・移転してしまうリスク

 リスクに対する措置の内容

・国税庁（国税連携システム），一般社団法人地方税電子化協議会（ｅＬＴＡＸシステム）の連携について
は，限定された環境で行い，また情報の提供・収受についても，あらかじめ定められた方法で行っている
ために誤った情報，誤った相手とやり取りすることがない。
・共用データベースシステムを使用するデータは，予め定めた仕様に基づきデータ提供・収受をしている
ため，誤った情報，誤った相手とやり取りすることがない。
・情報連携する相手先は法令で定められた機関又は市が認めた機関に限定している。また，相手先との
通信では相互認証を行い，認証できない相手先との連携は認めない

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 リスク２：　不適切な方法で提供・移転が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

・不正なアクセスに対してアクセスを許可していない。
・指定した端末，アクセスルートでのみ提供できる制御を行っている。
・「提供」については，番号法等関係法令で定められたものに該当するか確認の上，提供を行う。
・「移転」については，情報政策担当課に届出のあった事項・方法についてのみ行えるよう制御を行う。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

 その他の措置の内容

外部デバイスの制限
・端末への外部媒体の接続はシステムで原則禁止しており、やむを得ない場合については情報主管課
の長の許可を得た媒体のみ接続を許可している。また、情報主管課により、媒体の接続履歴として、「誰
が」「どのような」操作をしたかをり随時記録している。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 特定個人情報の提供・移転
に関するルール

 ルールの内容及び
ルール遵守の確認方
法

特定個人情報の提供・移転を行う場合は、データ利用課の長がデータ主管課の長に対してその目的、
法的根拠等を明示して申請を行い、データ主管課の長が必要かつ適当であると認めた場合に限り許可
している。承認後、承認したことを通知する文書をデータ主管課の長から情報主管課の長に送付するこ
ととし、情報主管課においても承認内容を確認している。

定めている[ ] 1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞
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 リスク２：　安全が保たれない方法によって入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

<中間サーバー・ソフトウェアにおける措置>
・中間サーバーは，特定個人情報保護委員会との協議を経て，総務大臣が設置・管理する情報提供
ネットワークシステムを使用した特定個人情報の入手のみ実施できるように設計されるため，安全性が
担保されている。
<中間サーバー・プラットフォームにおける措置>
・中間サーバーと既存システム，情報提供ネットワークシステムとの間は，高度なセキュリティを維持した
行政専用ネットワーク（総合行政ネットワーク等）を利用することにより，安全性を確保している。
・中間サーバーと団体についてはＶＰＮ等の技術を利用し，団体ごとに通信回線を分離するとともに，通
信を暗号化することで安全性を確保している。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

 リスク１：　目的外の入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

中間サーバー等についての説明は以下のとおり。
【中間サーバー】
情報提供ネットワークシステムと地方公共団体の業務システムとの間に設置し、情報連携の対象となる
個人情報の副本を保存・管理し、情報の授受の仲介をするサーバー
【中間サーバー・ソフトウェア】
中間サーバーの機能を実現するために、総務省において一括開発しているソフトウェア
【中間サーバー・プラットフォーム】
地方公共団体情報システム機構が全国２か所に用意し、全国の地方公共団体が共同で利用する中間
サーバーの拠点

＜つくば市における措置＞（情報主管課において実施）
・権限設定により、情報提供ネットワークシステムを通じた入手ができる者を制限している。また、端末は
静脈による生体認証によって操作者を特定している。

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
・中間サーバーの情報照会機能（※２）により、番号法上情報連携が認められた特定個人情報の照会以
外の照会を受け付けない。これにより、法律上認められた照会以外の入手を防止している。
・中間サーバーの職員認証・権限管理機能（※３）では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログア
ウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切な
オンライン連携を抑止する仕組みになっている。
（※２）情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の照会及び照会した情報の受領を行う機
能
（※３）中間サーバーを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人
情報へのアクセス制御を行う機能

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対
する措置

○不適切な方法で提供・移転が行われるリスク
以下の方法により、原則としてインターネットから分離することで提供・移転を行わない体制とし、許可する場合についてもその範囲を特
定し適正性が確認できる運用を情報主管課により行っている。
・特定個人情報を扱うネットワークはインターネットに接続可能なネットワークと物理的に分離している。
・ネットワークを通じた外部機関への提供（住民基本台帳ネットワーク及びｅＬＴＡＸシステムからの入手）については、専用線を利用し、イ
ンターネットに接続できないようにした上で端末を限定し、特定の通信しかできないように制限している。
・庁内連携による業務システム間のデータ移転については、法令等に基づくものに制限をしており、操作履歴から「誰が」「どのような」操
作をしたか特定することができるようにしている。

○データ主管課の長が必要かつ適当であると認めるに当たり誤った判断を下すリスク
　税務職員は、地方税法第２２条により守秘義務が通常公務員に課されるものより重く規定されている。つくば市では、照会元の示す根
拠法令が市側の課税情報の開示を明示又は制度上開示を前提としているものを除き，照会に応じないよう厳格な解釈で運用している。

] 接続しない（提供）[] 接続しない（入手）[ ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

3） 課題が残されている
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3） 課題が残されている

 リスク４：　入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク

 リスクに対する措置の内容

<中間サーバー・ソフトウェアにおける措置>
・中間サーバーは，情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の入手のみを実施するた
め，漏えい・紛失のリスクに対応している。
・既存システムからの接続に対し認証を行い，許可されていないシステムからのアクセスを防止する仕
組みを設けている。
・情報照会が完了又は中断した情報照会結果については，一定期間経過後に当該結果を情報照会機
能において自動で削除することにより，特定個人情報が漏えい・紛失するリスクを軽減している。
・中間サーバーの職員認証・権限管理機能ではログイン時の職員認証の他に，ログイン・ログアウトを実
施した職員，時刻操作内容の記録が実施されるため，不適切な接続端末操作や，不適切なオンライン
連携を抑止する仕組みになっている。
<中間サーバー・プラットフォームにおける措置>
・中間サーバーと既存システム，情報提供ネットワークシステムとの間には高度なセキュリティを維持し
た行政専用ネットワーク（総合行政ネットワーク等）を利用することにより，漏えい・紛失のリスクに対応し
ている。
・中間サーバーと団体についてはＶＰＮ等の技術を利用し，団体ごとに通信回線を分離するとともに，通
信を暗号化することで漏えい・紛失のリスクに対応している。
・中間サーバー・プラットフォーム事業者の業務は，中間サーバー・プラットフォームの運用，監視・障害
対応等であり，業務上，特定個人情報へはアクセスすることはできない。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] 1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

]

3） 課題が残されている

 リスク５：　不正な提供が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

＜つくば市における措置＞（情報主管課及び委託業者において実施）
・つくば市と中間サーバー・プラットフォームは直接接続しておらず、データセンターに中間サーバーとの
連携機能を持ったサーバーを設置し、そのサーバーを介して接続することで外部からの脅威を防いでい
る。また、つくば市及びデータセンターの出口にはファイアウォールを設置した上で、【つくば市－データ
センター間】、【データセンター－中間サーバー・プラットフォーム間】はＶＰＮ（※４）によって接続してい
る。
・権限設定により、情報提供ネットワークシステムを通じた入手ができる者を制限している。また、端末は
静脈による生体認証によって操作者を特定している。

（※４）専用でない回線を暗号化等の技術を用いることにより、仮想の専用線として利用する技術

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
・中間サーバーの情報提供機能（※５）により、番号法上情報連携が認められた特定個人情報の提供要
求以外の提供を受け付けない。これにより、法律上認められた提供以外の提供を防止している。
・中間サーバーの情報提供機能により、情報提供ネットワークシステムに情報提供を行う際には、情報
提供ネットワークシステムから情報提供許可証と情報照会者へたどり着くための経路情報を受領し、照
会内容に対応した情報を自動で生成して送付することで、特定個人情報が不正に提供されるリスクに対
応する。
・特に慎重な対応が求められる情報については、自動応答を行わないように設定し、特定個人情報の提
供を行う際に、送信内容を改めて確認し、提供を行うことで、不正に提供されるリスクに対応する。
・中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを
実施した職員、時刻、操作内容の記録を実施し、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン連携
を抑止する仕組みとする。

（※５）情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の提供の要求の受領及び情報提供を行

 リスクへの対策は十分か [ 十分である 1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

 リスク３：　入手した特定個人情報が不正確であるリスク

 リスクに対する措置の内容

<中間サーバー・ソフトウェアにおける措置>
・中間サーバーは，特定個人情報保護委員会との協議を経て，総務大臣が設置・管理する情報提供
ネットワークシステムを使用して，情報提供用個人識別符号により紐付けけられた照会対象に係る特定
個人情報を入手するため，正確な照会対象者に係る特定個人情報を入手することが担保されている。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]
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]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である

 リスク７：　誤った情報を提供してしまうリスク、誤った相手に提供してしまうリスク

 リスクに対する措置の内容

<中間サーバー・ソフトウェアにおける措置>
・情報提供機能により，情報提供ネットワークシステムに情報提供を行う際には，情報提供許可証と情
報照会者への経路情報を受領した上で，情報照会内容に対応した情報提供をすることで，誤った相手に
特定個人情報が提供されるリスクに対応している。
・情報提供データベース管理機能により，「情報提供データベースへのインポートデータ」の形式チェック
と接続端末の画面表示等により情報提供データベースの内容を確認できる手段を準備することで，誤っ
た特定個人情報を提供してしまうリスクに対応している。
・情報提供データベース管理機能では，情報提供データベースの副本データを既存業務システムの原
本と照合するためのエクスポートデータを出力する機能を有している。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 リスク６：　不適切な方法で提供されるリスク

 リスクに対する措置の内容

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
・セキュリティ管理機能（※６）により、情報提供ネットワークシステムに送信する情報は、情報照会者か
ら受領した暗号化鍵で暗号化を適切に実施した上で提供を行う仕組みになっている。

（※６）暗号化・復号機能と，鍵情報及び照会許可用照合リストを管理する機能

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバーと既存システム，情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した
行政専用のネットワーク（総合行政ネットワーク等）を利用することにより、不適切な方法で提供されるリ
スクに対応している。
・中間サーバーと団体についてはＶＰＮ等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通
信を暗号化することで漏えい･紛失のリスクに対応している。
・中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者においては、特定個人情報に係る業務には
アクセスができないよう管理を行い、不適切な方法での情報提供を行えないよう管理している。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

＜選択肢＞

2） 十分である
＜選択肢＞

 情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うその他のリスク及びそのリスクに対する措置

<中間サーバー・ソフトウェアにおける措置>
・中間サーバーの職員認証・権限管理機能では，ログイン時の職員認証の他に，ログイン・ログアウトを実施した職員，時刻，操作内容
の記録が実施されるため，不適切な接続端末の操作や，不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。
・情報連携においてのみ，情報提供用個人識別符号を用いることがシステム担保されており，不正な名寄せが行われるリスクに対応し
ている。
<中間サーバー・プラットフォームにおける措置>
・中間サーバーと既存システム，情報提供ネットワークシステムとの間は，高度なセキュリティを維持した行政専用ネットワーク（総合行
政ネットワーク等）を利用することにより，安全性を確保している。
・中間サーバーと団体についてはＶＰＮ等の技術を利用し，団体ごとに通信回線を分離するとともに，通信を暗号化することで安全性を
確保している。
・中間サーバー・プラットフォームでは，特定個人情報を管理するデータベースを地方公共団体ごとに区分管理（アクセスで制限）してお
り，中間サーバー・プラットフォームを利用する団体であっても他団体が管理する情報には一切アクセスできない。
・特定個人情報の管理を地方公共団体のみが行うことで，中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者における情報漏え
い等のリスクを極小化する。

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている

41



＜選択肢＞
1） 特に力を入れて遵守している 2） 十分に遵守している ①NISC政府機関統一基準群

]

＜選択肢＞

1） 特に力を入れて整備している 2） 十分に整備している
＜選択肢＞

3） 十分に整備していない

3） 十分に周知していない

 ⑤物理的対策

 具体的な対策の内容

○サーバ室入退室の管理（情報主管課による措置）
以下により情報を保管するサーバへ接触できる者を限定または特定することにより、情報の保全を図っ
ている。
・サーバ室への入室の際は生体認証及びICカード認証を行っており、入室を情報主管課職員及び委託
業者のみに制限している。
・他課職員及び業者については入退室管理表に日付、所属、氏名、目的、入室時間、退室時間を記入し
た上で、入室を許可している。

○端末の盗難による漏えい対策（情報主管課による措置）
・業務システム用端末は本体にデータを保存できないようにしており、端末の故障によるデータ消失や、
盗難によるデータ漏えいを防いでいる。

○廃棄時の漏えい対策（情報主管課及び委託事業者による措置）
・ハードディスク等の記憶媒体の廃棄時は、磁気データ消去装置によるデータ消去を行った上で物理的
に破壊している。
・また、委託事業者との覚書において、データ記録媒体を破棄する際は、つくば市の指示又は許可を受
け実施するものとするとともに、廃棄にあたっては第三者に利用されることのないよう厳重に注意するこ
ととしている。

○滅失・毀損リスク対策（情報主管課及び委託事業者による措置）
・毎日夜間に業務システムにおける全てのデータをバックアップしており、データの滅失・毀損を防止して
いる。

<AI-OCR>
サービス事業者が設置するサーバに特定個人情報を含むデータを送信すると、データを他の目的に利
用される可能性がある。特にAIについては、解析機能を強化するための教師データが必要になるため、
本市の個人情報も使われる可能性があるというリスクがある。

本システムのサーバ群のうち、特定個人情報を含むデータが格納されるのはDBサーバである。処理後
もDBサーバで保存する目的は、ユーザが処理結果について確認し、誤りを修正するため、元データ及び
解析データを並列して表示させる必要があるからである。
DBサーバにおいては、ユーザが確認し、処理結果をダウンロードしてしまえばDBサーバ上に記録する
必要はない。そのため、①職員の操作により削除できること、②手動で削除をしなくとも、職員が処理に
必要な数日間保持されたのち自動的に削除される機能、③本市のデータを教師データとして用いないこ
との、３つの条件を満たすサービスを選定することで、目的外利用等のリスクを防ぐことができる。

 ③安全管理規程

 ④安全管理体制・規程の職
員への周知

十分に行っている

[

[

[

]

]十分に周知している

十分に整備している

3） 十分に行っていない
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
＜選択肢＞

2） 十分に周知している1） 特に力を入れて周知している
＜選択肢＞

2） 十分に整備している1） 特に力を入れて整備している

 ②安全管理体制

 ７．特定個人情報の保管・消去

 リスク１：　特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク

[

[

]

]

政府機関ではない

十分に整備している

4） 政府機関ではない3） 十分に遵守していない

3） 十分に整備していない
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]

] 1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
＜選択肢＞

 その他の措置の内容

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 ⑩死者の個人番号 [ 保管している

 具体的な保管方法
・データセンタ内のサーバで管理しており、生存者の個人番号と同様の方法にて安全管理措置を実施し
ている。

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

1） 保管している 2） 保管していない
＜選択肢＞]

 ⑨過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか

[ 発生なし

 その内容

 再発防止策の内容

 ⑦バックアップ

 ⑧事故発生時手順の策定・
周知 3） 十分に行っていない

1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
＜選択肢＞]

＜選択肢＞
1） 発生あり 2） 発生なし]

3） 十分に行っていない

 ⑥技術的対策

 具体的な対策の内容

＜住民税システムにおける措置＞
・住民税システムは，庁内のみの独立したネットワークにのみ搭載されており，外部接続していない。
・eLTAXシステム等，外部接続のシステムには，ファイアウォールを設置している。
・アクセスの監視とアクセスログの取得・点検について規定をしている。
＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
①中間サーバー・プラットフォームではＵＴＭ（コンピュータウイルスやハッキングなどの脅威からネット
ワークを効率的かつ包括的に保護する装置）等を導入し、アクセス制限、侵入検知及び侵入防止を行う
とともに、ログの解析を行う。
②中間サーバー・プラットフォームでは、ウイルス対策ソフトを導入し、パターンファイルの更新を行う。
③導入しているＯＳ及びミドルウェアについて、必要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。

十分に行っている

十分に行っている

十分に行っている

[

[

[

3） 十分に行っていない
2） 十分に行っている1） 特に力を入れて行っている

＜選択肢＞
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 手順の内容

特定個人情報を含む課税資料は、現年度および過去７年分の最大計８年間分の履歴を保管し、順次破
棄することとしている。課職員により、ごみ収集所へ直接搬入し、手作業で廃棄を行っている。

<AI-OCR>
本システムのサーバ群のうち、APサーバ・文字認識サーバにはデータを残さない仕組みのため、特定個
人情報を含むデータが格納されるのはDBサーバである。これは、ユーザが処理結果について確認をし、
誤りを修正するための元データ又は解析データとして表示させる目的である。
このデータは５日間保持されたのち自動的に削除されるため、必要以上に保存されることはない。

 リスク２：　特定個人情報が古い情報のまま保管され続けるリスク

 リスクに対する措置の内容
・住民税システムに存在する賦課情報は，各種申告情報に基づき，更新・賦課を行った上で，住民に対
して税額通知を行い，住民側でも確認を行うため、古い情報のまま保管され続けることはない。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

1） 定めている 2） 定めていない

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

＜選択肢＞

＜選択肢＞]

]

 リスク３：　特定個人情報が消去されずいつまでも存在するリスク

 消去手順 [ 定めている

 特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

 その他の措置の内容

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞
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 具体的なチェック方法

 具体的な内容

情報セキュリティ監査計画書に基づき，以下の観点で情報政策担当課による内部監査を定期的に実施
し，監査結果を踏まえて体制や規定を改善する。
なお，監査は，情報セキュリティに関する研修を受けた職員が実施する。
・評価書の記載事項と運用形態のチェック
・個人情報保護に関する規定，体制準備
・個人情報保護に関する人的安全管理措置
・職員の役割責任の明確化，安全管理措置の周知・教育
・個人情報保護に関する技術的安全管理措置
＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
・運用規則等に基づき，中間サーバー・プラットフォームについて，定期的に監査を行うこととしている。

Ⅳ　その他のリスク対策 ※

 １．監査

 ①自己点検 十分に行っている[ ＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

]

＜つくば市における措置＞
・端末は退庁時には鍵のかかるロッカーにしまう又はワイヤーロックで机に固定することで盗難を防止している。
・年に１回、情報セキュリティに関する職場環境確認を実施しており、個人情報が記載されている書類やパスワードが書かれたメモが放
置されていないかなどを確認し、問題点については該当者及び全庁に周知し、是正を求めている。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバー・プラットフォームを活用することにより、統一した設備環境による高レベルのセキュリティ管理（入退室管理等）、ITリテラ
シの高い運用担当者によるセキュリティリスクの低減、及び技術力の高い運用担当者による均一的で安定したシステム運用・監視を実
現する。

・評価書の記載内容通りの運用ができているかについて、国のチェックリスト等を活用し，年に1回の頻
度で各業務主管課でチェックを実施する。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
・運用規則等に基づき、中間サーバー・プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に対し、定期的
に自己点検を実施することとしている。

十分に行っている 従業者に対する教育・啓発

 具体的な方法

＜つくば市における措置＞
・つくば市情報セキュリティポリシーに基づき、毎年、新規採用職員、所属の長及び部署ごとの情報担当
者に対し集合研修を実施し、情報セキュリティ意識の啓発及び情報セキュリティ対策の必要性について
周知している。研修は原則年に１回とし、制度改正等があった場合については、随時実施を検討する。
研修の内容は以下のとおり。
　【内容】
・新規職員向け・・・つくば市における情報システムの概要や情報セキュリティ対策、個人情報を扱う市役
所職員の心構え、業務上発生し得るセキュリティ事故の事例や基本的な防止方法など
・所属の長向け・・・つくば市における情報セキュリティ対策、所属の長としての主な責務など
・情報担当者向け・・・つくば市における情報セキュリティ対策、セキュリティ事故対応など
・他自治体で発生した個人情報の漏えいや紛失などのセキュリティ事故について、週に２回程度、イント
ラネットシステムにおいて掲示し職員に周知することで、つくば市での発生を抑止している。

・市民税課においては、４月当初に新規採用職員及び異動者を対象とした窓口対応の研修を行ってお
り、この中で地方税法22条における守秘義務についても触れて周知をしている。
　また、国税連携システムを用いるに当たり、課員への年1回のセキュリティ研修が義務付けられてい
る。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバー･プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に対し、セキュリティ研修等を実施す
ることとしている。
・中間サーバー･プラットフォームの業務に就く場合は、運用規則等について研修を行うこととしている。

3) 十分に行っていない
1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている
＜選択肢＞

3) 十分に行っていない
2) 十分に行っている1) 特に力を入れて行っている]十分に行っている[

 ２．従業者に対する教育・啓発

 ②監査

[ ]

＜選択肢＞

 ３．その他のリスク対策
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 ①連絡先

〒305-8555
茨城県つくば市研究学園一丁目１番地１
つくば市　財務部市民税課
つくば市　総務部総務課
029-883-1111

 ②対応方法
・問い合わせの受付時に受付票を起票し ，対応について記録を残す。
・情報漏えい等の重大な事案に関する問い合わせについて，関係先に事実確認を行うための標準的な
処理期間を設ける。

Ⅴ　開示請求、問合せ
 １．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 ①請求先

〒305-8555
茨城県つくば市研究学園一丁目１番地１
つくば市　財務部市民税課
029-883-1111

 ②請求方法

【開示請求】
つくば市個人情報保護条例第15条に基づき、保有個人情報開示請求書に必要事項を記入し、財務部市
民税課に書面で直接又は郵送で請求する。
【訂正請求】
つくば市個人情報保護条例第29条に基づき、保有個人情報訂正請求書に必要事項を記入し、財務部市
民税課に書面で直接又は郵送で請求する。
【利用停止請求】
つくば市個人情報保護条例第37条に基づき、保有個人情報利用停止請求書に必要事項を記入し、財務
部市民税課に書面で直接又は郵送で請求する。
【請求様式】
総務部総務課に備えてある所定の用紙又は、つくば市ホームページからダウンロードする。
（本人が請求する場合）
本人であることを証明するための書類（個人番号カード、運転免許証等）の確認が必要となる。
（法定代理人が請求する場合）
法定代理人であることを証明するための書類（個人番号カード、運転免許証、戸籍謄本、登記事項証明
書等）の確認が必要となる。
（任意代理人が請求する場合）
任意代理人であることを証明するための書類（個人番号カード、運転免許証、委任状及び印鑑登録証明
書等）の確認が必要となる。
（費用負担）
つくば市個人情報保護条例第27条に基づき、写しの作成に要した費用と、郵送で請求する場合は送付
に要する費用とし前納とする。
※詳細はつくば市のホームページを参照

任意の書式においても記載事項を網羅していれば，開示・訂正・利用停止請求を受け付ける。 特記事項

 ③手数料等

 ⑤法令による特別の手続

 ２．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

 ④個人情報ファイル簿の公表

 個人情報ファイル名

 公表場所

 ⑥個人情報ファイル簿への不
記載等

1) 行っている 2) 行っていない
＜選択肢＞]

（手数料額、納付方法：

[

[

無料

行っていない

2) 無料1) 有料
＜選択肢＞

）

]
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4) 特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない（任意に全項目評価を実施）
3) 基礎項目評価の実施が義務付けられる（任意に全項目評価を実施）
2) 基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる（任意に全項目評価を実施）
1) 基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる
＜選択肢＞

 ４．個人情報保護委員会の承認　【行政機関等のみ】

 ①提出日

 ②個人情報保護委員会によ
る審査

 ③結果

Ⅵ　評価実施手続

 ①方法

無し
 ③期間を短縮する特段の理
由

 ２．国民・住民等からの意見の聴取

 ②実施日・期間 令和５年２月１日～令和５年３月２日

特定個人情報保護評価書の意見聴取を広報紙及び市ホームページにより住民等に行った。

 １．基礎項目評価

 ①実施日

 ②しきい値判断結果

[ ]

 ①実施日

 ②方法

 ④主な意見の内容
意見無し

無し
 ⑤評価書への反映

 ３．第三者点検
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（別添３）変更箇所
提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期
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移転先一覧（別紙２）　

№
移転先部署

名

別表第
一
項番

１法令上の根拠 ２用途 ３移転する情報
４対象と
なる本人
の数

５本人の範囲 ６移転方法 ７時期・頻度

1 資産税課 16 地方税法20条の11 納税義務者管理 業種，事業場所，個人事業主
１万人以
上１０万
人未満

所有者，納税義務者
庁内連携シ
ステム

異動の都度

2 納税課 16 地方税法 収納データ管理 氏名，住所，課税状況等
１０万人
以上１００
万人未満

納税義務者
庁内連携シ
ステム

随時

3 社会福祉課 15 生活保護法29条 所得の確認 所得額
１万人未
満

要保護者及び被保護者（廃
ケース含む）等

庁内連携シ
ステム

保護の決定，変更
等の都度

4 社会福祉課 63
中国残留法人等の円滑な帰国
促進及び永住帰国後の自立の
支援に関する法律

収入調査 所得額、所得割額等
１万人未
満

支援給付者
庁内連携シ
ステム

年一回

5 高齢福祉課 41
老人福祉法，つくば市老人福
祉法施行細則

自己負担額の算定 所得額、所得割額等
１万人未
満

虐待等により生活環境上問
題があり，かつ経済的に困
窮していると判断すべき申請
者

庁内連携シ
ステム

申請の度度

6 こども政策課 37
児童福祉手当法施行規則第１
条

手当額の判定 所得額，控除額，扶養人数等
一万人未
満

受給者，配偶者，扶養義務
者

庁内連携シ
ステム

認定，現況，各種
変更届出時

7 こども政策課 56
児童福祉手当法施行規則第１
条の４，第１１条

所得制限範囲内の判
定

所得額，控除額，扶養人数等
１万人以
上１０万
人未満

受給者，配偶者
庁内連携シ
ステム

認定（随時），現況
（年一回）受給状
況に変更があった
場合（随時）

8
国民健康保
険課

30
国民健康保険法，つくば市国
民健康保険税条例

国保税算定等
収入額，所得額、被扶養者等
住登外課税対象者情報

１万人以
上１０万
人未満

国民健康保険被保険者，擬
制世帯者

庁内連携シ
ステム・そ
の他

随時

9 医療年金課

番号法
第９条第
２項に基
づく条例

つくば市医療福祉費支給条
例，つくば市医療支給条例施
行規則

所得制限該当確認 所得額，控除額，被扶養者等
１万人以
上１０万
人未満

受給者，所得判定対象者
庁内連携シ
ステム

申請，更新時

10 医療年金課 59
高齢者の医療の確保に関する
法律

後期高齢者医療保険
料算定，医療費一部負
担金算定等

収入額，所得額，課税所得等
１万人以
上１０万
人未満

後期高齢者医療被保険者及
び同一世帯員

庁内連携シ
ステム

資格取得喪失変
更等の都度

11 医療年金課 31 国民年金施行令第１条の２ 国民年金届出，申請等
収入額，所得額，課税所得，被
扶養者など

１万人以
上１０万
人未満

国民年金被保険者，受給者
庁内連携シ
ステム

申請の都度

12 介護保険課 68
介護保険法，介護保険法施行
法，介護保健法施行令

介護保険料算定等
収入額，所得額，課税所得額，
被扶養者等

１万人以
上１０万
人未満

被保険者及び世帯員
庁内連携シ
ステム

毎月

13 健康増進課 10，49

地方税法
つくば市税条例，つくば市税条
例施行規則
母子保健法第21条の４

階層認定
収入額，所得額，所得割額，所
得税額

１万人未
満

養育医療給付事業申請者
庁内連携シ
ステム

申請受付時

14 障害福祉課 8
児童福祉法施行規則第18条の
６

障害児通所支援負担
上限額を算定するため

所得額，所得割額等
１万人未
満

受給者と同一世帯に属する
者の市町村民税課税状況

庁内連携シ
ステム

申請の都度

15 障害福祉課 12 身体障害者福祉法第38条
行政措置に要する費
用の算定のため

所得額，所得割額等
一万人未
満

措置対象者及び扶養義務者
庁内連携シ
ステム

申請の都度

16 障害福祉課 34 身体障害者福祉法第27条
行政措置に要する費
用の算定のため

所得額，所得割額等
１万人未
満

措置対象者及び扶養義務者
庁内連携シ
ステム

申請の都度

17 障害福祉課 47
特別児童扶養手当等の支給に
関する法律第20・23条

支給制限確認のため 所得額，控除額等
１万人未
満

受給者，配偶者，扶養義務
者

庁内連携シ
ステム

申請及び認定，所
得状況届の提出
の都度

18 障害福祉課 84 障害者総合支援法第76条 自己負担額の算定 所得額，所得割額等 １万人未満
受給者､受給者の配偶者，生
活維持者等

庁内連携シ
ステム

申請の都度

19 障害福祉課 84
障害者総合支援法第78条
つくば市障害者日常生活用具
給付事業実施要綱

自己負担額の算定 所得額，所得割額等 １万人未満受給者､受給者の保護者等
庁内連携シ
ステム

申請の都度

20 障害福祉課 84
障害者総合支援法施行規則第
35条

自己負担額の算定 所得額，所得割額等 １万人未満受給者､受給者の保護者等
庁内連携シ
ステム

申請の都度



№
移転先部署

名

別表第
一
項番

１法令上の根拠 ２用途 ３移転する情報
４対象と
なる本人
の数

５本人の範囲 ６移転方法 ７時期・頻度

21 障害福祉課 84
つくば市障害者移動支援サー
ビス利用費助成金支給要綱第
５条第1項

自己負担額の算定 所得額，所得割額等
１万人未
満

受給者の世帯全員
庁内連携シ
ステム

申請時

22 障害福祉課 84
つくば市障害者日中一時預か
りサービス利用助成金支給要
綱第５条第１項

自己負担額の算定 所得額，所得割額等
１万人未
満

受給者の世帯全員
庁内連携シ
ステム

申請時

23 障害福祉課 84
つくば市重度身体障害者訪問
入浴サービス利用費助成金支
給要綱第５条第１項

自己負担額の算定 所得額，所得割額等
１万人未
満

受給者の世帯全員
庁内連携シ
ステム

申請時

24 障害福祉課 84 つくば市障害者センター条例
利用料免除用件の確
認

所得額，所得割額等
１万人未
満

受給者，家族
庁内連携シ
ステム

申請時

25 障害福祉課 84
障害者総合支援法施行規則第
７条

障害福祉サービスの
給付費の利用者負担
上限額の算定

所得額，所得割額等
１万人未
満

受給者及び配偶者（受給決
定者が障害児の保護者であ
る場合は当該保護者と同一
世帯の者）

庁内連携シ
ステム

申請の都度

26 幼児保育課 94

児童福祉法，子ども子育て支
援法，つくば市市立児童館条
例，つくば市市立児童館条例
施行規則

入所児童の保育料算
定
放課後児童室使用量
免除決定

所得額，所得割額，課税状況
１万人未
満

保護者の所得確認
庁内連携シ
ステム

申請や変更があっ
たとき

27 住宅政策課 19 公営住宅法（第34条）

公営住宅法による公営
住宅の管理に関する
事務であって主務省令
に定めるもの

市県民税課税情報
１万人未
満

入居者等
庁内連携シ
ステム

申請の都度



 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

[ ] その他 （ ）

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

 提供先22 都道府県教育委員会又は市町村教育委員会

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表第二（第３８項）

 ②提供先における用途 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

[ ] その他 （ ）

 提供先21 文部科学大臣又は都道府県教育委員会

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表第二（第３７項）

 ②提供先における用途
特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関す
る事務であって主務省令で定めるもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 国家公務員共済組合法による短期給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 提供先23 国家公務員共済組合

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表第二（第３９項）



 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

] 紙

[ ] その他 （ ）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

 ②提供先における用途
国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支給、保険料の納付に関する処分又は保険料その他
徴収金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

 提供先26 厚生労働大臣

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表第二（第４８項）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

] 紙

[ ] その他 （

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

 提供先25 市町村長又は国民健康保険組合

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表第二（第４２項）

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途
国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法による年金である給付の
支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 提供先24 国家公務員共済組合連合会

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表第二（第４０項）



] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

[ ] その他 （ ）

 提供先27 市町村長

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表第二（第５３項）

 ②提供先における用途
知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関
する事務であって主務省令で定めるもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

 提供先29 都道府県知事等

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表第二（第５７項）

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表第二（第５４項）

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途
住宅地区改良法による改良住宅の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対
する措置に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 提供先28 住宅地区改良法第二条第二項に規定する施行者である都道府県知事又は市町村長

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[ ] 電子メール [



 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 老人福祉法による福祉の措置に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

 提供先32 市町村長

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表第二（第６１項）

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途
地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法による年金である
給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

 提供先31 地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表第二（第５９項）

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 地方公務員等共済組合法による短期給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 提供先30 地方公務員共済組合

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表第二（第５８項）



 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途
母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦について
の便宜の供与に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

 提供先35 都道府県知事又は市町村長

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表第二（第６４項）

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途
母子及び父子並びに寡婦福祉法による償還未済額の免除又は資金の貸付けに関する事務であって主務
省令で定めるもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

 提供先34 都道府県知事

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表第二（第６３項）

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 老人福祉法による費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 提供先33 市町村長

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表第二（第６２項）



 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は昭和六十
年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるも
の

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

 提供先38 都道府県知事等

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表第二（第６７項）

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

 提供先37 厚生労働大臣又は都道府県知事

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表第二（第６６項）

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 提供先36 都道府県知事等

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表第二（第６５項）



 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 児童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

] 紙

[ ] その他 （

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

 提供先41 市町村長（児童手当法第十七条第一項の表の下欄に掲げる者を含む。）

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表第二（第７４項）

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律による職業転
換給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

 提供先40 厚生労働大臣又は都道府県知事

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表第二（第７１項）

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 母子保健法による費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 提供先39 市町村長

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表第二（第７０項）



 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 専用線

[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] フラッシュメモリ [ ] 紙

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

10万人以上100万人未満 ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満

照会を受けたら都度

 提供先44
特定優良賃貸住宅の提供の促進に関する法律第十八条第二項に規定する賃貸住宅の建設及び管理を行
う都道府県知事又は市町村長

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表第二（第８５の２項）

 ②提供先における用途
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による賃貸住宅の管理に関する事務であって主務省令で定
めるもの

[

 提供先43 厚生労働大臣

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表第二（第８４項）

 ②提供先における用途
昭和六十年法律第三十四号附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給
するものとされた年金である保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 専用線

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

 ②提供先における用途
高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 提供先42 後期高齢者医療広域連合

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表第二（第８０項）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

5） 1,000万人以上

[ ] フラッシュメモリ [

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

 ⑦時期・頻度

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

[

[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] その他 （ ）

[



 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

[ ] その他 （ ）

] 紙

[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

] 専用線

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[

[ ] 紙

[ ] その他 （ ）

[ ] フラッシュメモリ

 ②提供先における用途
平成八年法律第八十二号附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給する
ものとされた年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

10万人以上100万人未満 ]

）

 ⑦時期・頻度

 提供先46 厚生労働大臣

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表第二（第９１項）

] フラッシュメモリ [ ] 紙

[ ] その他 （

[
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

照会を受けたら都度

] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ⑥提供方法

[ ○

[

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 提供先45 都道府県知事等

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表第二（第８７項）

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満

 ②提供先における用途

照会を受けたら都度

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表第二（第９２項）

 ⑦時期・頻度

 提供先47
平成八年法律第八十二号附則第三十二条第二項に規定する存続組合又は平成八年法律第八十二号附
則第四十八条第一項に規定する指定基金

平成八年法律第八十二号による年金である長期給付又は年金である給付の支給に関する事務であって主
務省令で定めるもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞

[ 10万人以上100万人未満 ]

5） 1,000万人以上

[ ] フラッシュメモリ

 ②提供先における用途 中国残留邦人等支援給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ③提供する情報



[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

5） 1,000万人以上

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

厚生労働大臣

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表第二（第１０１項）

 ②提供先における用途

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満

]

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合
法等を廃止する等の法律附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するも
のとされた年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [

）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙
 ⑥提供方法

] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[ ] 電子メール [

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

 提供先50

[ ○

[

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 提供先49 都道府県知事又は保健所を設置する市の長

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表第二（第９７項）

 ②提供先における用途

 ③提供する情報 住民税関係情報

] その他 （ ）

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ]

 提供先48 市町村長

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表第二（第９４項）

2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満

＜選択肢＞

5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途
介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって主務省
令で定めるもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

] 専用線

[

]

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による費用の負担又は療養費の支給に関す
る事務であって主務省令で定めるもの

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞

[

[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

] その他 （



）

 ⑦時期・頻度

] フラッシュメモリ [ ] 紙

[ ] その他 （

] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

 提供先53 独立行政法人日本学生支援機構

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表第二（第１０６項）

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 専用線

[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

照会を受けたら都度

 提供先52 独立行政法人農業者年金基金

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表第二（第１０３項）

 ②提供先における用途

独立行政法人農業者年金基金法による農業者年金事業の給付の支給若しくは保険料その他徴収金の徴
収又は同法附則第六条第一項第一号の規定により独立行政法人農業者年金基金が行うものとされた平成
十三年法律第三十九号による改正前の農業者年金基金法若しくは平成二年法律第二十一号による改正前
の農業者年金基金法による給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

[ ] その他 （ ）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ②提供先における用途

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合
法等を廃止する等の法律による年金である給付（同法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の
実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付を除く。）若しくは一時金の支給又は特例業務負担
金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 提供先51 農林漁業団体職員共済組合

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表第二（第１０２項）

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

 ⑦時期・頻度

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

5） 1,000万人以上

照会を受けたら都度

 ⑥提供方法

[ ○

[

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ②提供先における用途 独立行政法人日本学生支援機構による学資の貸与及び支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ③提供する情報

[ ] フラッシュメモリ [



 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途
高等学校等就学支援金の支給に関する法律による就学支援金の支給に関する事務であって主務省令で定
めるもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

 提供先56 文部科学大臣、都道府県知事又は都道府県教育委員会

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表第二（第１１３項）

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 専用線

[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）
 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[

3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ]
2） 1万人以上10万人未満

 ⑦時期・頻度

 提供先55 都道府県知事又は市町村長

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表第二（第１０８項）

 ②提供先における用途
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生
活支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

] 情報提供ネットワークシステム [

 ②提供先における用途
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

10万人以上100万人未満 ]

[ ] 紙

[ ] その他 （ ）

] 専用線

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

 提供先54 厚生労働大臣

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表第二（第１０７項）

照会を受けたら都度

[ ] フラッシュメモリ

[

[
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満



 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途
子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実
施に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

 提供先59 市町村長

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表第二（第１１６項）

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 平成二十三年法律第五十六号による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

 提供先58 平成二十三年法律第五十六号附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表第二（第１１５項）

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律による職業訓練受講給付金の支給に関
する事務であって主務省令で定めるもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 提供先57 厚生労働大臣

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表第二（第１１４項）



[ ] その他 （ ）

 ⑦時期・頻度 随時

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 提供先62 市町村長

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表第二（第１２１項）

 ②提供先における用途
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による特定公的給
付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途
難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する事務であって主務省令で定め
るもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

 提供先61 都道府県知事

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表第二（第１２０項）

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途
年金生活者支援給付金の支給に関する法律による年金生活者支援給付金の支給に関する事務であって
主務省令で定めるもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 提供先60 厚生労働大臣

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表第二（第１１７項）



 ⑦時期・頻度 随時

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

個人住民税課税対象者のうち所得税の更生または修正が必要となる者

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

[ ○ ] その他 （ 国税連携システム ）

 提供先65 国税庁長官

 ①法令上の根拠 番号法第19条第10号

 ②提供先における用途 所得税の課税資料として

 ③提供する情報 確定申告書

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[  1万人以上10万人未満 ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ⑦時期・頻度 随時

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

つくば市に対して電子申告を行った者のうち，つくば市にて本人確認を行った者

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

[ ○ ] その他 （ LGWAN ）

 提供先63 地方税共同機構

 ①法令上の根拠 番号法施行規則第２条第４項

 ②提供先における用途 納税者等から提出された申告書等データの本人確認のため

 ③提供する情報 個人番号，識別番号（納税者ID），ファイル区分（登録，削除）

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ⑦時期・頻度 随時

] 紙

[ ○ ] その他 （ 国税連携システム ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

個人住民税課税対象者のうち所得税の更生または修正が必要となる者

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 所得税の更正決定、修正申告の勧奨等

 ③提供する情報 扶養控除関係情報等

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 提供先64 国税庁長官

 ①法令上の根拠 番号法第19条第10号



つくば市財務部市民税課

個人住民税の賦課に関する事務
全項目評価書 概要

資料７
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１ どういう業務か

評価書記載部分

全項目評価書Ⅰ１②に記載



１ どういう業務か

市税業務全体の概要

3

課税

• 税目により、相手方の提出または市が収集した資料に基づいて市が計算

をして賦課決定をしたり、相手が自ら計算した申告を受け付けるなどし、

納税義務者が納税すべき税額が確定します。

収納

• 納税義務者が自主的に納付してきた税金を受領し、その内容についての

管理をします。

徴収

• 納税義務者が自主的に納付しないものについて、納付を促したり、滞納

処分を行うことで滞納をなくします。



１ どういう業務か

市税業務全体の概要

4

市民税

• 個人住民税

• 軽自動車税

• 入湯税

• たばこ税

• 法人市民税

資産税

• 固定資産税

• 都市計画税

国保税

• 国民健康保険税



１ どういう業務か

業務の全体像

◼目的：個人住民税*1は、地域に住む住民などが広く共同して負担しあうもの（地域社会の会費）で

あり、一定額以上の収入のある住民に対して課税する。

◼概要：地方税法及びその他地方税に関する法律、行政手続における特定個人を識別するための番号

の利用等に関する法律、つくば市税条例等に基づき、つくば市が住民や国税庁から提出された申告

情報*2、給与支払者や年金支払者から提出された支払報告書を収集し、個人住民税を計算及び賦課

決定し、納税通知する。賦課決定又は賦課決定後においても、必要に応じ税務調査*3を実施し、公

平・公正な賦課決定又は賦課の更正を行う。また、住民からの要請に応じ、賦課された個人住民税

情報から課税証明書や所得証明書を発行する。(業務の概要図参照）

⚫ *1：個人県民税および個人市民税を合わせて、個人住民税と呼び、市が一括して課税しています。

⚫ *2：住民税申告書および税務署から情報提供される確定申告書があります。

⚫ *3：主に申告もれや所得や控除の計算誤り、過大な扶養控除の確認を行います。賦課決定後に調査し税額更

正するものもあります。

5



6

１ どういう業務か（業務の概要図）



２ 個人情報をどう取り扱うか

評価書記載部分

全項目評価書Ⅱ２③④３⑧に記載



２ 個人情報をどう取り扱うか

◼誰の個人情報を取り扱うのか

１月１日つくば市在住の住民全員

⚫ 原則１月１日住民登録のある住民の個人情報であるが、住民登録がなく、生活実態がつくば市にある住民も

含まれます。（住民登録外課税）

⚫ 現年度課税分を含めて前８年分の賦課更正を行う可能性があるため、最長8年分の個人情報を保管する。

（過去に遡及し申告がなされた所得等の更正により、過去分の住民税の賦課更正をする。）

◼どんな個人情報を取り扱うのか

⚫ 主な記録項目：個人番号、住民税賦課情報、１月１日世帯情報、年金特別徴収情報、宛名情報、収納情報、

口座振替情報

⚫ 全ての記録項目：別添2参照
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２ 個人情報をどう取り扱うか

◼住民税申告書、確定申告書、給与支払報告書等（以下、申告書等）に関すること

⚫ 申告書等を受け取ったら、住民基本台帳上の情報と結びつけ、すべての資料を人ごとに名寄せをする。市の

住民基本台帳上にいない方については、該当市区町村と調整をする。

⚫ 名寄せしたもので、給与・年金の額を合算し、控除等の間違いがないかなどを確認する。

⚫ 医療保険関係情報、障害者福祉関係情報、生活保護・社会福祉関係情報、介護・高齢者福祉関係情報、雇用

・労働関係情報から非課税者、減免対象者、各種の控除を把握する。

⚫ これらの情報に基づき、住民等に対する個人住民税の税額を決定し、納税通知書を作成して交付する。

⚫ 各市町村が賦課決定した後で、扶養されている人の住民税関係情報を参照し、不適切な扶養控除については

是正する。

◼給与所得者の異動に関すること

⚫ 個人住民税を給与から天引きしている人が、退職・休職・転職等の事情で、給与から天引きができなくなっ

た場合に、この対象者の雇用主が提出する給与所得者異動届出書に基づき、給与天引きの中止、転勤先での

給与天引き引継ぎ又は本人への納税通知書を送付する。

9



２ 個人情報をどう取り扱うか

個人情報ファイルの取扱いの委託

◼例月処理

⚫ 何を委託するのか：システムの運用、当初賦課処理、eLTAXの運用管理

⚫ どこに委託するのか：株式会社茨城計算センター

⚫ 再委託するのか：再委託はしない

◼封入封緘業務

⚫ 何を委託するのか：５月に通知する特別徴収税額通知書を特別徴収事業所（会社等）別の封筒へ封入し封緘

⚫ どこに委託するのか：株式会社茨城計算センター

⚫ 再委託するのか：再委託はしない

◼申告関連

⚫ 何を委託するのか：課税情報のエントリー、当初賦課処理

⚫ どこに委託するのか：株式会社茨城計算センター

⚫ 再委託するのか：再委託する

10

→ 全項目評価書Ⅱ４に記載



３ 目的外入手
リスク対策について

評価書記載部分

全項目評価書Ⅲ２リスク１に記載



３ 目的外入手リスク対策について

どんなリスク？

◼利用目的範囲外の特定個人情報を入手してしまうと、本来不必要な特定個人情報であるため、不
正利用につながる恐れがある。

◼確認事項

⚫業務に不必要な情報を入手できるようになっていないか。

◼主な対策

⚫不必要な情報を入手しないような様式を定める

12



３ 目的外入手リスク対策について

対策

◼不必要な特定個人情報を入手するリスク

⚫各種申告については、本人又は本人が申告した内容に基づき税務署が送付・回送してくるもので
あって、市はこれを受付するものであるから、市側が対象外者の情報を積極的に入手することはな
い。

⚫給与支払報告書等の事業所から提出されるものついては、全国的に利用されている様式を用い
ており、事業所が不要な情報を記載してくることは考えにくい。

⚫住民からの申告情報の入手については、必要な情報のみを記載する様式が地方税法で規定され
ており、記載要領を提示して、住民が不必要な情報を記載しないようにしている。

⚫職員による扶養控除の確認については、本市が課税する扶養者の情報と，調査対象者である
被扶養者の情報や扶養者との関係性を明らかにした上で、調査対象市町村に照会をかけなけれ
ば回答が得られないため、職員が無関係な対象外者の情報を入手することはできない。

◼入手の際に不必要な特定個人情報が漏えい・紛失するリスク

⚫窓口に設置している端末には覗き見防止フィルターを使用し、覗き見による情報漏えいを防止して
いる。

⚫紙媒体による課税資料は，事務処理の段階ごとにパスワードを入力しないと立ち入ることのできな
い書庫に保管場所を定めており，漏えい・紛失を防止している。
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４ 過剰紐付け対策について

評価書記載部分

全項目評価書Ⅲ３リスク１に記載



４ 過剰紐づけ対策について

どんなリスク？

◼特定個人情報が過剰に集約・使用されてしまうと、対象者について、業務に必要な範囲を超えて情報
を得ることができ、人のプライバシーを不正に暴いてしまう恐れがある。特定個人情報が、使用目的を
超えて取り扱われないよう、また、業務に必要のない情報と併せて取り扱われないように対策を講ずる。

◼確認事項

⚫業務担当者が業務に不必要な特定個人情報にアクセスできるようになっていないか。

◼主な対策

⚫業務システムにおける権限設定

→ 全項目評価書Ⅲ３リスク１に記載
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４ 過剰紐づけ対策について

対策

◼宛名管理システムにおける対策

⚫業務担当者以外が宛名管理システムにアクセスできないように権限の設定をしている。

⚫権限の設定に特定個人情報へのアクセス可否を追加し、業務担当者以外からの特定個人情報
へのアクセスが行えないようにしている。

⚫個人番号はデータベース格納時に暗号化し、画面に表示する際はログインしているユーザが特定
個人情報へのアクセス権限を有していることを確認後、復号化して表示している。

⚫検索、照会、登録等の特定個人情報へのアクセスについては、「いつ」、「誰が」、「何の目的で」を
記録している。

◼事務ごとのシステムにおける対策

⚫担当業務ごとに必要なシステムを切り分け、それ以外のシステムにはアクセスできないように設定し
ている。

⚫業務担当者以外が宛名管理システムにアクセスできないように権限の設定をしている。

⚫権限の設定に特定個人情報へのアクセス可否を追加し、業務担当者以外からの特定個人情報
へのアクセスが行えないようにしている。
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５ 無権限者使用対策について

評価書記載部分

全項目評価書Ⅲ３リスク２に記載



５ 無権限者使用対策について

どんなリスク？

◼特定個人情報を取り扱うことが必要な者以外（事務担当者以外の者や退職者や異動者などの以
前は取り扱う必要があったが今はない者など）が、特定個人情報にアクセスできてしまうと、不正利用
される恐れがある。そのため、特定個人情報を取り扱うことが必要な者だけがアクセスできるように必要
な対策を講ずる。

◼確認事項

⚫特定個人情報を取り扱う必要がない者がアクセスできないように制限、制御されているか。

◼主な対策

⚫適切なユーザ管理及びユーザ認証

→ 全項目評価書Ⅲ３リスク２に記載
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５ 無権限者使用対策について

対策

◼ユーザ認証の管理 → 生体認証

⚫個人ごとにユーザＩＤを割り当て、ユーザＩＤに紐づけて職員の生体情報を登録している。その上
で、「端末を起動するとき」及び「業務システムを起動するとき」に生体認証を行っている。また、端
末は一定時間操作を行わないと画面ロックがかかるように設定しており、解除にも生体認証を行う
ことでなりすましを防止している。

◼アクセス権限の発効・失効の管理

⚫業務システムの利用に当たっては、情報主管課長に所属長から申請があった職員にのみアクセス
権限を付与している。会計年度任用職員の場合は、雇用通知書の写しを確認し、雇用期間内
で申請のあった期間に限りアクセスできるように権限を付与している。

⚫権限を有している職員の異動・休職・退職等の情報を随時確認し、発生した場合には権限の変
更又は該当する職員のアクセス権限を即日失効する。

⚫年度切り替え時には、全職員のアクセス権限を失効させた上で、再度、新しい所属の所属長から
情報主管課長に申請があった職員にのみアクセス権限を付与している。
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６ 委託先の不正対策について

評価書記載部分

全項目評価書Ⅲ４に記載



６ 委託先の不正対策について

どんなリスク？

◼委託先が特定個人情報を扱う場合、委託元で取り扱う場合と比べ、委託元の監督が及びにくく、知ら
ない間に不正利用される恐れがある。そのため、委託先が特定個人情報を適切に取り扱うことを確認
・担保し、監督義務を適正に履行するために必要な対策を講ずる。

◼確認事項

⚫委託先の業者が不正に利用しないように適正に監督義務を履行しているか。

◼主な対策

⚫委託契約書への情報セキュリティ要件の記載

→ 全項目評価書Ⅲ４に記載
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６ 委託先の不正対策について

対策

◼委託先における不正対策

⚫特定個人情報の取扱いに係る委託契約を行う場合、委託事業者との間で次の情報セキュリティ要
件を明記した契約を締結する。

▪「番号法の遵守」、「秘密保持義務の遵守」、「目的外使用・第三者への提供の禁止」、「安
全な情報管理の整備、報告」、「つくば市の調査権の明記」、「情報の返還、廃棄、消去」、「
情報の複製の禁止」、「委託作業場所の特定」、「委託先における特定個人情報の取扱者へ
の監督・教育」、「事故の報告義務」、「再委託の制限」

◼再委託先における不正対策

⚫以下の２点を契約書に明記している。

▪再委託する場合は、あらかじめ書面による当市の承認を得なければならない。

▪再委託先についても、委託者と同様の義務を負う。

◼特定個人情報ファイルの閲覧者・更新者の制限

⚫アクセス権限を付与する従業員を必要最低限に限定し、アクセス権者の報告を求めている。
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７ 不正提供・不正移転対策
について

評価書記載部分

全項目評価書Ⅲ５リスク１に記載



７ 不正提供・不正移転対策について

どんなリスク？

◼特定個人情報が不正提供及び不正移転されると、知らない間に特定個人情報が流通し、第三者に
不正利用される恐れがある。そのため、特定個人情報の提供・移転については、法律で認められたも
のに限定し、それ以外の提供・移転が行われないように必要な対策を講ずる。

◼確認事項

⚫特定個人情報の提供及び移転に関するルールを定めているか、また、ルール遵守を確認する手段
が整備されているか。

◼主な対策

⚫特定個人情報の提供及び移転に関するルールの策定

→ 全項目評価書Ⅲ５に記載
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７ 不正提供・不正移転対策について

対策

◼特定個人情報の提供・移転に関するルール

⚫特定個人情報の提供・移転を行う場合は、データ利用課の長がデータ主管課の長に対してその
目的、法的根拠等を明示して申請を行い、データ主管課の長が必要かつ適当であると認めた場
合に限り許可している。

⚫税務情報については、そもそも地方税法22条による強力な守秘義務の規定があるため、法に明
記されていたり、制度設計上の許容がない限り提供ができない。

◼その他の措置

⚫外部デバイスの制限

▪端末への外部媒体の接続はシステムで原則禁止しており、やむをえない場合には情報主管
課長の許可を得た媒体のみ接続を許可している。 また、媒体の接続履歴として、「誰が」「ど
のような」操作をしたかをり随時記録している。

⚫ネットワークの分離

▪特定個人情報を扱うネットワークはインターネットに接続可能なネットワークと物理的に分離し
ている。
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８ 情報提供ネットワークによる
不正提供対策について

評価書記載部分

全項目評価書Ⅲ６に記載



８ 情報提供ネットワークによる不正提供対策について

どんなリスク？

◼情報連携が始まり、情報提供ネットワークシステムを使用して、他の自治体・行政機関・日本年金機
構などと特定個人情報の授受がなされうるため、不正入手及び不正提供対策として必要な対策を講
ずる。

◼確認事項

⚫中間サーバ・ソフトウェア及び情報提供ネットワークシステムは不正入手、不正提供が行われない
ようなシステムになっているか。

◼主な対策

⚫中間サーバ・ソフトウェア及び情報提供ネットワークシステムによる不正入手、不正提供防止対策

→ 全項目評価書Ⅲ６に記載
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８ 情報提供ネットワークによる不正提供対策について

対策

（１）目的外入手防止対策

◼中間サーバー・ソフトウェアにおける対策

⚫番号法上認められた情報連携以外の照会は、中間サーバーの情報照会機能（※１）では受
け付けない。

（※１）情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の照会及び照会した情報の

受領を行う機能。

⚫中間サーバーの職員認証・権限管理機能（※２）では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン
・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操
作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。

（※２）中間サーバーを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能

や特定個人情報へのアクセス制御を行う機能。
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８ 情報提供ネットワークによる不正提供対策について

対策

（２）不正提供防止対策

◼つくば市における対策

⚫つくば市と中間サーバー・プラットフォームは直接接続しておらず、データセンターに中間サーバとの連
携機能を持ったサーバーを設置し、そのサーバーを介して接続することでセキュリティを確保している
。つくば市とデータセンター間、データセンターと中間サーバー・プラットフォーム間はＶＰＮ（※１）
によって接続している。

（※１）専用でない回線を暗号化等の技術を用いることにより、仮想の専用線として利用する

技術。

⚫システムの権限管理により、アクセス権限を持つ職員のみ処理できるようにしている。また、生体認
証により操作者を特定することで、なりすましを防止している。
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８ 情報提供ネットワークによる不正提供対策について

対策

（２）不正提供防止対策

◼中間サーバー・ソフトウェアにおける対策

⚫中間サーバーの情報提供機能（※２）により、情報連携が認められた特定個人情報の提供要
求以外の提供を受け付けない。

（※２）情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の提供の要求の受領及び情

報提供を行う機能。

⚫中間サーバーの情報提供機能により、情報提供ネットワークシステムに情報提供を行う際には、情
報提供ネットワークシステムから情報提供許可証と情報照会者へたどり着くための経路情報を受
領し、照会内容に対応した情報を自動で生成して送付することで、特定個人情報が不正に提供
されるリスクに対応する。

⚫特に慎重な対応が求められる情報については自動応答を行わないように自動応答不可フラグを設
定し、特定個人情報の提供を行う際に、送信内容を改めて確認し、提供を行うことで、センシティ
ブな特定個人情報が不正に提供されるリスクに対応する。

⚫中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウ
トを実施した職員、時刻、操作内容の記録を実施し、不適切な接続端末の操作や、不適切なオ
ンライン連携を抑止する仕組みとする。
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９ 漏えい・滅失・毀損防止
対策について

評価書記載部分

全項目評価書Ⅲ７に記載



９ 漏えい・滅失・毀損防止対策について

どんなリスク？

◼特定個人情報が漏えいしてしまうと、無関係の者に知られたり、使用されたり、なりすまされたり等のリス
クがある。また特定個人情報が滅失・毀損してしまうと、正しい処理がなされずに、個人に深刻な損害
を与える恐れがある。

◼確認事項

⚫情報の漏えい・滅失・毀損を防止するような対策が行われているか。

◼主な対策

⚫サーバ室の入退室管理

⚫バックアップ処理の実施

→ 全項目評価書Ⅲ７に記載
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９ 漏えい・滅失・毀損防止対策について

対策

各特定個人情報ファイル共通

◼情報機器の管理

⚫サーバ室への入室は、生体認証及びICカード認証を行っており、入退室管理表に記録することで
入退室者管理を行い、容易に情報の持ち出しができないようにしている。

⚫既存住基システムの端末は本体にデータを保存できないようにしており、端末の故障や盗難があった
場合にも、データが消失、漏えいしないようにしている。

⚫定期的にデータのバックアップを行っている。

⚫機器の廃棄時にはデータ消去ソフトの使用又は物理破壊を行い、確実な廃棄を行っている。

◼帳票類の管理

⚫提出された特定個人情報を含む課税資料は、廃棄する際には焼却処分を行っている。
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10 従業員に対する教育・啓発

評価書記載部分

全項目評価書Ⅳ２に記載



10 従業員に対する教育・啓発

方法

◼つくば市における措置

⚫つくば市情報セキュリティポリシーに基づき、毎年、新規採用職員に対し集合研修を実施している。
また、職員に対して情報セキュリティ意識の啓発及び情報セキュリティ対策の必要性について周知し
ている。

⚫毎年年度当初に、新規採用職員、所属長及び部署ごとの情報担当者に対し研修を実施し、情
報セキュリティに係る危険性及び影響等について説明を行っている。

◼中間サーバ・プラットフォームにおける措置

⚫中間サーバ・プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に対し、セキュリティ研修等を実施する
こととしている。

⚫中間サーバ・プラットフォームの業務に就く場合は、運用規則等について研修を行うこととしている。
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→ 全項目評価書Ⅳ２に記載



11 開示請求・問合せについて

評価書記載部分

全項目評価書Ⅴに記載



11 開示請求・問合せについて

◼特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

⚫ 請求先

つくば市 財務部市民税課

茨城県つくば市研究学園一丁目１番地１

029-883-1111

⚫ 請求方法

指定様式を定め、書面の提出により開示・訂正・利用停止請求を受け付ける。

◼特定個人情報ファイルの取り扱いに関する問合せ

⚫ 連絡先

つくば市 財務部市民税課

つくば市 総務部総務課

茨城県つくば市研究学園一丁目１番地１

029-883-1111

⚫ 対応方法

問合せがあった場合、問合せの内容及び対応の経過について記録を残す。

→全項目評価書Ⅴに記載
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４情審第 32号  

令和５年(2023年)１月 27日  

 

 つくば市長  

 五十嵐 立青 様 

 

つくば市情報公開・個人情報保護審査会  

会長  横 田 由 美 子        

 

つくば市情報公開・個人情報保護審査会条例第２条の規定に基づく 

   調査審議の結果について(答申)                            

 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第 28

条の規定に基づく特定個人情報保護評価について、下記のとおり答申します。 

 

記 

 

１ 対象特定個人情報保護評価書 

   住民基本台帳に関する事務 全項目評価書 

 

２ 審査会の結論 

上記の全項目評価書は、特定個人情報保護評価指針（令和４年４月１日個人情

報保護委員会改訂）の審査の観点に照らし、適合性及び妥当性ともに基準を満た

していると判断するが、別紙の委員付言を参照し、評価書記載内容の充実に更に

努めることを期待したい。 

 

 

 

別紙 



つくば市情報公開・個人情報保護審査会委員付言
住民基本台帳に関する事務

【別紙 】

委員A 委員B 委員C 委員D 委員E

評価書
Ⅰ１②

２

特定個人情報ファイルを取り扱う事務やその
事務において使用するシステムについて、基
本情報を具体的に分かりやすく記載している
か。

〇 △ 〇 〇 〇 ・どの部分を市民窓口が行っているのか、もう少し分かりやすくした方がいいのではないかと思う。

評価書Ⅱ
２③④
３⑤

特定個人情報を取り扱う事務において、誰の
個人情報を何のために、どのように取り扱う
か、具体的に分かりやすく記載しているか。

〇 〇 〇 〇 〇

評価書Ⅱ４
何をどこに委託するのかが、分かりやすく記載
されているか。また、再委託の有無が分かりや
すく記載されているか。

〇 〇 〇 〇 〇

どのようなリスクが想定されるか、分かりやすく
記載されているか。

〇 〇 〇 〇 〇

リスクを軽減するために講じている対策を具体
的に記載しているか。（システムや人的作業ご
とにおけるリスク対策が記載されているか。）ま
た、その対策は個人の権利利益の侵害の未然
防止、住民の信頼の確保という目的に照らし
妥当なものか。

〇 〇 〇 〇 〇

どのようなリスクが想定されるか、分かりやすく
記載されているか。

〇 〇 〇 〇 〇

リスクを軽減するために講じている対策を具体
的に記載しているか。（システムや人的作業ご
とにおけるリスク対策が記載されているか。）ま
た、その対策は個人の権利利益の侵害の未然
防止、住民の信頼の確保という目的に照らし
妥当なものか。

〇 〇 〇 〇 〇

どのようなリスクが想定されるか、分かりやすく
記載されているか。

〇 〇 〇 〇 〇

リスクを軽減するために講じている対策を具体
的に記載しているか。（システムや人的作業ご
とにおけるリスク対策が記載されているか。）ま
た、その対策は個人の権利利益の侵害の未然
防止、住民の信頼の確保という目的に照らし
妥当なものか。

〇 〇 〇 〇 〇

委員付言
評価結果

目的を超えた紐
付け、事務に必要
のない情報との
紐付けが行われ
るリスク

評価書Ⅲ３
リスク１

住民基本台帳に関する事務
評価記載部

分
点検内容

２.評価対象事務の記載内容（特定個人情報保護評価の対象となる事務の内容の記載は具体的か。当該事務における特定個人情報の流れを併せて記載しているか。）

３.委託に関しての記載は具体的か。

4.リスク対策について

目的外の入手が
行われるリスク

評価書Ⅲ２

権限のないもの
（元職員，アクセ
ス権限のない職
員等）によって不
正に使用されるリ
スク

評価書Ⅲ３
リスク２



つくば市情報公開・個人情報保護審査会委員付言
住民基本台帳に関する事務

【別紙 】

委員A 委員B 委員C 委員D 委員E
委員付言

評価結果
住民基本台帳に関する事務

評価記載部
分

点検内容

どのようなリスクが想定されるか、分かりやすく
記載されているか。

〇 〇 〇 〇 〇

リスクを軽減するために講じている対策を具体
的に記載しているか。また、その対策は個人の
権利利益の侵害の未然防止、住民の信頼の
確保という目的に照らし妥当なものか。

〇 〇 〇 〇 〇

どのようなリスクが想定されるか、分かりやすく
記載されているか。

〇 〇 〇 〇 〇

リスクを軽減するために講じている対策を具体
的に記載しているか。（システムや人的作業ご
とにおけるリスク対策が記載されているか。）ま
た、その対策は個人の権利利益の侵害の未然
防止、住民の信頼の確保という目的に照らし
妥当なものか。

〇 〇 〇 〇 〇

どのようなリスクが想定されるか、分かりやすく
記載されているか。

〇 〇 〇 〇 〇

リスクを軽減するために講じている対策を具体
的に記載しているか。また、その対策は個人の
権利利益の侵害の未然防止、住民の信頼の
確保という目的に照らし妥当なものか。

〇 〇 〇 〇 〇

特定個人情報の
漏えい・滅失・毀
損リスク

リスクを軽減するために講じている対策を具体
的に記載しているか。

〇 〇 〇 〇 〇

特定個人情報が
古いまま保管され
続けるリスク

リスクを軽減するために講じている対策を具体
的に記載しているか。

〇 〇 〇 〇 〇

研修 評価書Ⅳ２
リスクを軽減するために講じている対策を具体
的に記載しているか。

〇 〇 〇 〇 〇

評価書Ⅴ
特定個人情報に関する開示請求・問合せにつ
いて適切な問合せ先が記載されているか。

〇 〇 〇 〇 〇

その他特筆すべき事項がある場合
７.特記事項

委託先による特
定個人情報の取
扱いに関するリス
ク

評価書Ⅲ４

不正な提供・移転
が行われるリスク

評価書Ⅲ５

情報提供ネット
ワークによる不正
提供に対するリス
ク

評価書Ⅲ６

評価書Ⅲ７

５.従業員に対する教育・啓発

６.特定個人情報に関する開示請求等・特定個人情報ファイルに関する問合せについて



令和５年(2023年)

総務課

特定個人情報保護評価（PIA）
制度について



1

１．特定個人情報保護評価（PIA）とは
（１）概要

• 国の行政機関や地方公共団体等が、特定個人情報ファイル
（※）を取り扱う事務における当該特定個人情報ファイル
の取扱いについて、漏えいその他の事態を発生させるリス
クを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措
置を講ずることを宣言するもの。（行政手続きにおける特
定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第
28条）

• 特定個人情報保護評価の詳細は、「特定個人情報保護評価
に関する規則」及び「特定個人情報保護評価指針」で定め
られている。

• つくば市では、上記規則及び指針に基づき、特定個人情報
ファイルを取り扱う上でシステムを使用し、対象人数の総
数が1,000人以上の事務について評価書を作成し、公表し
ている。

※ 個人番号・個人情報を含む情報の集合体であって、個人情

報を検索することができるように体系的に構成したもの

番号法

特定個人情報
保護評価

特定個人情報保護
評価指針

つくば市の
対応

個人のプライバシー等の
権利利益の保護

特定個人情報保護評
価に関する規則

番号制度に対する懸念を踏まえた制度上の保護措置の一つ



2

「特定個人情報ファイル」とは

★個人番号利用事務で、シス
テムを使用して業務を行って
いる場合は、「特定個人情報
ファイルを保有」しているこ
とになる。

★個人番号と個人情報を
Excelで管理している場合も
同様。

１．特定個人情報保護評価（PIA）とは
（２）特定個人情報ファイル



3

特定個人情報ファイルを取り扱う事務のうち、次に掲げる事務は特定個人情報保護評価の実施
が義務付けられない。

➢ 職員又は職員であった者等の人事、給与、福利厚生に関する事項又はこれら準ずる事項を
記録した特定個人情報ファイルのみを取り扱う事務

➢ 手作業処理用ファイル（紙ファイルなど）のみを取り扱う事務

➢ 対象人数が1,000人未満の事務
（→ 1,000人未満のため実施しない旨を計画管理書に記載する）

１．特定個人情報保護評価（PIA）とは
（３）実施対象

紙ファイルのみを取り扱う事務を対象としていない理由：

漏えい事故等が発生した場合、紙媒体は電子データに比べて被害拡大
の範囲が狭く、また拡大のスピードが遅いため。



4

【見直し】
評価実施機関は、少なくとも１年に１回、公表した特定個人情報保護評価書の記載事項を実
態に照らして見直し、変更が必要か否かを検討するよう努めるものとする。
（特定個人情報保護評価に関する規則 第14条）

【再実施】
一定期間（５年）経過前に、特定個人情報保護評価を再実施するよう努めるものとする。
（特定個人情報保護評価に関する規則 規則第15条）
（特定個人情報保護評価指針 第６ ２（４））

１．特定個人情報保護評価（PIA）とは
（４）特定個人情報保護評価書の見直し・再実施



5

以下のフロー図に従い、しきい値判断を実施する。

＊対象人数が1,000人以上となった場合、新たに評価書を作成する必要がある。

２．しきい値判断
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３．評価書の公開



４．つくば市における第三者点検

「基礎項目評価書」
作成

「重点項目評価書（案）」
作成

第三者点検（審査会）

「重点項目評価書」
作成

総務課へ提出

「全項目評価書（案）」
作成

住民等の意見聴取

第三者点検（審査会）

「全項目評価書」
作成
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個人住民税の賦課に関する事務 全項目評価書

変更点 特定個人情報保護評価書において必要な対応

対象人数 保有するマイナンバーの対象人数が30万人を超えたため、従来の重点項目評価

書ではなく、新たに全項目評価書の作成が必要になりました。

全項目評価書になったことで、マイナンバーの取り扱いについてより詳細な記載が

追加されています。

全項目評価書作成の経緯は以下のとおりです。



全項目評価書の記載項目

Ⅰ 基本情報

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要

Ⅲ リスク対策

Ⅳ 開示請求、問合せ

Ⅴ 評価実施手続

追加項目

9

重点項目評価書とほぼ同様の記載

４.特定個人情報ファイルを取り扱う理由
が追加

３.特定個人情報の入手・使用
４.特定個人情報ファイルの取り扱いの委託
６.特定個人情報の保管・消去
の項目がより詳細に記載

リスク対策の内容が細かく分かれる

２.特定個人情報の入手
４.特定個人情報ファイルの取扱いの委託
５.特定個人情報の提供・移転
に追記あり

全項目評価書における主な追加

担当課独自のシステムや記載内容を中心に点検をお願いします
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会 議 録 

会議の名称 令和５年度第４回つくば市情報公開・個人情報保護審査会 

開催日時 令和５年(2023 年)11 月 27 日(月) 開会 10:00 閉会 11:00 

開催場所 つくば市役所 ２階 203 会議室 

事務局（担当課） 総務部総務課 

 

出 

席 

者 

 

委員 磯山会長、中田委員、野中委員、堀委員 

事務局 沼尻課長、高野課長補佐、稲毛田係長、宮本主任、伊藤主任 

その他 (特定個人情報保護評価の制度全般担当) 

総務課：糸賀主査、田中主任 

(評価書作成担当) 

市民税課：髙野課長、横田課長補佐、今井係長、岡部係長 

(情報セキュリティ関連担当) 

情報政策課：三輪係長 

公開・非公開の別 ■公開 □非公開 □一部公開  傍聴者数   ０名 

非公開の場合はそ

の理由 

 

議題 個人住民税の賦課に関する事務における特定個人情報保護

評価書の記載事項についての調査審議 

会

議

次

第 

１ 開会  

２ 座長の選出 

３ 特定個人情報保護評価に関する第三者点検 

  個人住民税の賦課に関する事務 

４ 今後の予定 

５ 閉会 

〈審議内容〉 
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○事務局 

本日はお忙しい中、御出席いただきありがとうございます。進行を務めます、

総務課長の沼尻です。どうぞよろしくお願いします。 

今回の審査会では、第３回審査会で御審議いただきましたが、調査審議時間

が不足しておりましたので、改めて個人住民税の賦課に関する事務の PIA につ

いて御審議をお願いいたします。 

早速ではございますが、次第の２、座長の選出及び３、特定個人情報保護評

価に関する第三者点検に移らせていただきます。次第に従って進めまして、11

時半の終了を予定しております。限られたお時間ではありますがよろしくお願

いいたします。 

では、以降の議事進行は磯山会長にお願いいたします。なお、委員の皆様の

お手元にマイクを御用意しておりますので、御発言の際には必ずマイクの御使

用をお願いいたします。それでは会長よろしくお願いします。 

○会長 

ただいまより、令和５年度第４回つくば市情報公開・個人情報保護審査会を

開きます。 

まず初めに、つくば市情報公開・個人情報保護審査会条例第６条により、委

員の互選にて座長を決めることになっておりますが、引き続きの事案ですので、

私が座長を務めさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

〈一同異議なしの声〉 

〇座長 

では、本審査会の座長を務めさせていただきます。本日の委員の出席数は４

名であり、本審査会の開催要件である委員数７名の半数以上の出席を満たして

おり、会は成立しております。今回は第３回に引き続き、個人住民税の賦課に

関する事務の PIA に関する調査審議となります。また、本審査会は、つくば市

附属機関の会議及び懇談会等の公開に関する条例第４条に規定する、非公開と



 

- 3 - 

 

することができる会議に該当しないため、配付資料及び会議録も含め、公開と

して進めて参ります。 

それでは次第の３、特定個人情報保護評価に関する第三者点検に入ります。

事務局から審査会の進め方及び点検の方法について説明をお願いします。 

○事務局 

審査会の進め方について御説明いたします。この後、評価書の担当部署から、

点検対象である評価書の内容説明がございます。その際、お手元には前回審査

会で配布いたしました、資料７の概要資料と資料５の点検報告書を御準備くだ

さい。 

前回の審査会の流れとしまして、資料５の点検報告書上の項目立てに沿う順

番で１項目ずつ説明し、途中で委員の皆様からの御意見、御質問を伺いながら

進めていたところです。 

その中で、資料５の４リスク対策に関する部分については、これまでに点検

していただいた他の評価書と重複する部分が多いため、変更項目である「目的

外の入手が行われるリスク」、「委託先による特定個人情報の取扱いに関する

リスク」、「不正な提供・移転が行われるリスク」の３項目のみの説明とさせて

いただき、このうち「目的外の入手が行われるリスク」までの説明を終えたと

ころです。 

続いて、点検の方法について説明します。資料４の特定個人情報保護評価の

第三者点検における審査の観点を御覧ください。こちらに適合性と妥当性とい

う、大きく分けて二つの観点が記載されていますが、適合性については審査会

前に総務課において審査をした上で審査会に臨んでおりますので、この審査会

では、主に妥当性について、事務の内容の記載やリスク対策の点検、審議をお

願いいたします。なお、その妥当性については、資料５の点検報告書を基に点

検を行っていただければと思います。 

点検報告書の記載方法は、評価欄には○、△、×を、御意見がある場合は、右
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側の意見欄に御記載ください。 

資料の最後に別紙として、以前のものになりますが今回と同様の全項目評価

書の答申及び点検報告書を取りまとめたものを添付しましたので、審議、記入

の際の参考にしていただければと思います。 

なお、この点検報告書については、本日提出いただくものではなく、評価及

び御意見を記入いただいたものを、２週間後までに提出いただくこととします。

会議終了後に改めて様式をメールでも送付させていただきますので、お配りし

ているものには、会議中にメモ等を自由に記載していただいて構いません。提

出方法等については、会議の最後にまた御説明いたします。 

最終的には、皆様からいただいた点検報告書を基に、事務局において会長と

御相談しながら答申案を作成いたします。点検方法についての説明は以上です。 

○座長 

ありがとうございました。ここまでで何か御質問ありますでしょうか。よろ

しいですか。 

それでは、評価書の点検に進みたいと思います。まずは前回から時間も空き

ましたので、前回御説明いただいた部分について簡単に御説明をお願いいたし

ます。 

○市民税課 

市民税課の今井と申します。 

前回御説明したところについて簡単に振り返らせていただきます。まず、今

回の評価書について、どのような業務かになります。市民税課の業務では、課

税の業務を行っています。課税の業務は、税目によって相手の提出又は市が収

集した資料に基づいて、市が計算をして賦課決定をしたり、相手が自ら計算し

た申告を受け付ける等して、納税義務者が納税すべき税額を確定するという部

門になります。 

市民税課で取り扱っている税目は、個人住民税、軽自動車税、入湯税等があ
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りますが、今回の評価項目の対象はこの中の個人住民税となります。 

個人住民税の課税業務ですが、目的は、地域に住む住民等が広く共同して負

担しあう地域社会の会費的性質がある個人住民税を、一定額以上の収入がある

住民に対して課税することになります。地方税法に基づき、納税通知書を発行

し、計算した税額を住民の方に納付いただくものになります。 

業務の概要図はこのようになっています。住民、各自治体や給与支払者等と

連携して業務を行っております。 

次に、個人情報をどう取り扱うかの点について御説明いたします。まず、取

り扱う個人情報について、誰の個人情報を取り扱うかという点ですが、これは

１月１日現在、つくば市に在住している住民全員になります。ただし、住民登

録がない方についても、生活の実態がつくば市にあるということが認定されれ

ば、住民登録外課税という業務を行いますので、住民登録がある方のみという

わけではありません。また、現年度課税を含めて、過去８年間分の賦課更正を

行う可能性があるため、現住民に限るわけではありません。 

次に、どんな個人情報を取り扱うかですが、個人番号や住民税の賦課情報、

世帯情報、年金の特別徴収情報、宛名情報、収納情報、口座振替の情報等になり

ます。また、住民税申告書、確定申告書、給与支払報告書等、住民の方や給与支

払者から賦課に関する課税の情報が書かれた資料を取り扱うことになります。 

取り扱う内容についてですが、給与所得者の異動に関することということで、

住民税の納付の方法の一つとして給与天引きがありますので、その方の勤務地、

退職者という情報を取り扱います。 

個人情報ファイルの取扱いの委託についてですが、例月処理としてシステム

の運用を委託しています。また、納税通知書の封入封緘業務や、申告資料の紙

からデータに起こす作業等を委託しています。 

次に、目的外入手リスク対策について御説明いたします。こちらについてで

すが、前回御説明したのが変更前のものになりますので、変更点につきまして
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同課岡部から改めて説明をさせていただきます。 

市民税課の岡部と申します。よろしくお願いいたします。 

前回お話ししました目的外入手リスクの対策についての内容に加えまして、

今回、重点項目評価書から全項目評価書への移行となって、変更、追加となっ

た箇所にポイントを絞って御説明をさせていただきます。 

まず、どのようなリスクに対する記載かといいますと、利用目的範囲外の特

定個人情報を入手してしまいますと、本来不必要な特定個人情報であるために、

不正利用等に繋がる恐れがあるといったリスクがございますので、そのリスク

に対する対策について記載をしております。資料６の 34 頁、35 頁、実際の評価

書を御覧いただけますでしょうか。こちらの評価書 34 頁の２特定個人情報の入

手の項目になります。こちらの項目自体は、重点項目評価書の際にも記載はあ

った部分ですが、今回、全項目評価書になったことによって、リスク２、リスク

３の記載が追加となっております。 

リスク２については、不適切な方法で入手が行われるリスクについてです。

このリスクに対する措置の内容といたしましては、企業や年金保険者から支払

報告書が提出されますが、その提出にあたっては、専用線を経由して入手する

とともに、外部媒体の使用を必要最低限に制限し、リスクを防いでおります。 

また、リスク３の入手した特定個人情報が不正確であるリスクの措置といた

しましては、住民の方から申告書等が提出される際には、御本人様にマイナン

バーカード等の身分証明書の提示をしていただいた上で、よく窓口で聞き取り

を行い本人確認を行っております。その本人確認に基づきまして、宛名管理シ

ステムと照合することにより、間違いのないよう個人情報の紐づけを行ってお

ります。また、他団体からの申告情報の入手につきましては、１件１件、基本４

情報の氏名、住所、生年月日、性別の情報に基づいて、つくば市の課税対象者と

合致するかを確認しております。 

リスク１とリスク４については、前回の重点項目評価書にも記載がございま
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したので、説明を省略させていただきます。前回の内容については以上になり

ます。 

○座長 

ただいま説明があった部分について質問、確認事項等がございましたらお願

いいたします。 

〇野中委員 

「前回」というのを何度かここまで御説明いただいていると思いますが、「前

回」というのは資料の最後に別紙としてある、住民基本台帳に関する事務の評

価ということですか。 

○市民税課 

「前回」というのは、前回の会議で説明した個人住民税の賦課に関する事務

のことです。 

〇野中委員 

ありがとうございます。 

資料６の 34 頁、リスク２の不適切な方法で入手が行われるリスクに対する措

置の内容として、企業及び年金保険者からの支払報告書の情報は、専用線を経

由して入手すると記述がございましたが、この専用線というのは具体的にどの

ような仕組みになっているものですか。 

○市民税課 

仕組みというお答えになっているか分からないですが、地方税共同機構とい

う団体で運営をしている eLTAX というシステムがございまして、そこの回線を

通して、そのような資料は提供いただいている状況になります。 

○野中委員 

分かりました。ありがとうございます。 

○座長 

他にはよろしいですか。 
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○堀委員 

対象者ですが、最長８年分の個人情報を保管するとありますが、これは一律

８年分保管しているのでしょうか。あるいは、最長ということなので、長く保

管されない個人情報もあるのでしょうか。 

○市民税課 

こちらで登録のある課税情報については、すべて８年分保管をしております。 

○堀委員 

分かりました。ありがとうございます。 

○座長 

他にございますでしょうか。 

では、資料５の４リスク対策について、残りの説明を市民税課からお願いい

たします。 

○市民税課 

資料５の点検報告書の裏面にある、リスク対策のうち、変更項目になります、

一番上の「委託先による特定個人情報の取扱いに関するリスク」について説明

をさせていただきます。 

まず、どのようなリスクに関する記載かといいますと、いろいろな業務委託

をしているものがございますが、委託先が特定個人情報を扱う場合、委託元で

取り扱う場合と比べ、委託元の監督が及びにくく、知らない間に不正利用され

てしまうリスクが生じてきます。そのため、委託先が特定個人情報を適切に取

り扱うことを確認、担保し、監督責任を適正に履行するために必要な対策を講

じておりますので、そのような記載となっております。 

具体的には、資料６の 37 頁の評価書を見ていただき、４特定個人情報ファイ

ルの取扱いの委託という項目についてです。こちらについても、重点項目評価

書にも記載はありましたが、今回、全項目評価書に移行したことに伴いまして、

こちらの真ん中に、特定個人情報の提供ルール、特定個人情報の消去ルールに
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ついてを追加で記載しております。 

まず、特定個人情報の提供ルールについてですが、こちらについてはルール

を定めており、まず上段の、委託先から他者への提供に関するルールの内容及

びルール遵守の確認方法です。ルールの内容といたしましては、再委託先等の

他者への特定個人情報の提供の際には、再委託の必要性、選定基準、再委託先

での管理方法、再委託先のセキュリティ管理体制等の報告を受けまして、問題

がない場合に限り承認をしております。そのルール遵守の確認方法については、

委託先による再委託先の管理が、ルール通りに実施されているのかということ

を、委託先より報告を受けております。 

次に下段の、委託元と委託先間の提供に関するルールの内容及びルール遵守

の確認方法になります。まずルールの内容といたしましては、委託先へ特定個

人情報を提供する際には、暗号化した上で提供しております。また、データの

搬送においては、施錠が可能なケースに電子媒体を格納した上で実施すること

を義務づけております。この２点について、漏えい防止や媒体搬送の安全確保

は契約事項で定められておりますので、遵守の確認といたしましては、業務完

了報告書で確認をしております。 

続いて、特定個人情報の消去ルールについてです。こちらのルールも定めて

おり、ルールの内容といたしましては、委託先が委託業務を終了した後、発注

者と協議の上、個人情報が記載された媒体については直ちに発注者に返却をし

ていただく、もしくは確実な方法で廃棄、消去をしていただくという旨を契約

書に明記をしております。確認方法といたしましては、こちらも契約事項とな

っておりますので、業務完了報告書にて、適切にそのようなことがなされたか

を確認しております。全項目評価書への移行に伴って追加となった部分は以上

になります。 

○座長 

ただいま説明があった部分について質問、確認事項等ございましたらお願い
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いたします。 

○中田委員 

御説明ありがとうございました。特定個人情報の提供ルール等の中身につい

ては十分把握できました。 

質問ですが、実際委託先から他者への提供をするという再委託の話ですが、

これは具体的に現在行われていますか。 

○市民税課 

業務によっては再委託しているところもございます。基本的に委託先は、す

べて茨城計算センターへの委託になっており、再委託先については、茨城計算

センターのグループ会社が主な再委託先となっております。 

○中田委員 

その再委託の際には、ここに書いてあるような形で内容については確認、承

認をしているということですか。 

〇市民税課 

はい、そうです。 

○中田委員 

承認をする部署は、どこになりますか。 

要するに、しっかりと定まっていて、特定の責任を持った方が行っている形

ですか。 

〇市民税課 

基本的には契約をした担当部署で承認をしております。 

業務によって情報政策課で委託している部分と、市民税課で委託している業

務と分かれておりますので、契約をした部署によって承認をしているところで

す。 

○中田委員 

ありがとうございます。 
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他のところですが、終わった後に業務完了報告書が出てくるわけですが、こ

ちらについては、報告書を受け、中身についても確認をし、問題がないという

ことを定期的に行っているのですか。 

〇市民税課 

そうです。業務が完了したら、必ずこの業務完了報告書を出していただきま

すので、そちらの内容を確認しております。 

〇中田委員 

分かりました。ルールがあって、それに従って実施しているということで認

識しました。ありがとうございました。 

○座長 

他にございますか。よろしいですか。では、次の部分の説明をお願いいたし

ます。 

○市民税課 

続きまして資料５点検報告書の、先ほど説明したところの下の段、「不正な

提供・移転が行われるリスク」について説明をさせていただきます。まず、どの

ようなリスクに関する記載かといいますと、特定個人情報が不正提供や不正移

転されると、知らない間に特定個人情報が流通してしまい、第三者に不正利用

されるようなリスクがあります。そのため、特定個人情報の提供、移転につい

ては、法律で認められたものに限定し、それ以外の提供、移転が行われないよ

うに必要な対策を講じていますので、そちらについての記載をしております。

評価書 38 頁、39 頁を御覧ください。38 頁の５特定個人情報の提供・移転の項

目になります。こちらについても、重点項目評価書の際も記載はありましたが、

全体的に内容が詳細になっておりますので、説明をいたします。 

まず、リスク１不正な提供・移転が行われるリスクについてです。こちらに

ついては、特定個人情報の提供・移転に関するルールや、措置の内容について

は、重点項目評価書の時にも記載がございましたので、説明を割愛させていた
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だき、特定個人情報の提供・移転の記録について説明いたします。 

こちらについては記録をもちろん残しておりまして、具体的な方法としまし

ては、先ほど申し上げました eLTAX システムや、国税庁と連携しております国

税連携システムとのデータ連携のシステムにおいて、操作した動作記録、ユー

ザーID、誰が、いつ、誰の情報を、どんな目的で操作したのかという記録を残し

ております。また、共用データベースシステムにおいても、操作した動作記録

を残しております。こちらの記録した情報については、特定個人情報の保管期

間の定めの通り、管理保管をしております。 

続いて、リスク２不適切な方法で提供・移転が行われるリスクについてです。

リスクに対する措置の内容といたしましては、不正なアクセスに対してアクセ

スを許可していない、指定した端末、アクセスルートでのみ提供できる制御を

行っております。また、提供については、番号法関係法令でどのような情報を

提供していいかというものは定められておりますので、定められたものに該当

するかどうか確認の上、該当されたもののみ提供を行っております。また、庁

内の各部署への移転につきましては、情報政策担当課に届け出のあった事項、

方法についてのみ行えるように制御をしております。 

続いて、リスク３誤った情報を提供・移転してしまうリスク、誤った相手に

提供・移転してしまうリスクについてです。まず、リスクに対する措置の内容

といたしましては、国税連携システムや、記載の表記が昔の協議会名になって

しまっているのですが、現在は地方税共同機構という団体になっており、地方

税共同機構の eLTAX システムの連携については、限定された環境で行っており、

情報の提供や収受についてもあらかじめ定められた方法で行っておりますの

で、誤った情報、誤った相手とのやりとりはない状況になっております。 

また、共用データベースシステムを使用するデータについても、あらかじめ

仕様を定めていまして、その仕様に基づいてデータ提供、収受をしております

ので、誤った情報、誤った相手とのやりとりはない状況になっております。ま
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た、情報連携する相手先は、法令で定められた機関又は市が認めた機関に限定

し、さらに相手方との通信では相互の認証を行っており、認証できない相手先

との連携は認めておりません。そのようなリスクに対する措置を行っておりま

す。その他のリスク及びリスクに対する措置、39 頁につきましては重点項目評

価書にも記載がございましたので説明を省略させていただきます。以上になり

ます。 

○座長 

ただいま説明があった部分について質問、確認事項等ございましたらお願い

いたします。 

○堀委員 

特定個人情報のリスク１特定個人情報の提供・移転に関するルールで、承認

や許可の手続きが必要ということですが、これはそもそもシステム上そういう

権限を付与しない限り、そういう動作ができないということなのでしょうか。

あるいは、文書で何かを残しておくという趣旨なのでしょうか。 

要するに、この提供や移転に関して、新たにその権限を付与しないとシステ

ム上できないという形になっているのか、あるいはそうではなく、できるのだ

けれども、別の手続きとして申請承認の手続きをシステム外で行っているのか、

そこを確認させてください。 

○市民税課 

システムで制御されておりまして、移転については紙でデータ利用の申請を

していただいた上で、承認しております。 

○堀委員 

システム上そういう制御がされていて、プラスアルファでそういう紙ベース

での承認や申請書という手続きも両方で実施しているということですね。分か

りました。 

○座長 
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他にございますか。よろしいでしょうか。 

資料５の点検報告書の４リスク対策については、説明があった３項目以外は、

先ほど事務局から説明があった通り、これまで審議していた他の評価書と同じ

内容になっておりますので、担当課からの説明は一部割愛となります。５、６、

７も重点項目から変更がないため、説明は割愛となりますが、質問等ありまし

たらお願いいたします。よろしいですか。 

前回会議で出ました資料７、35 頁の従業員に対する教育・啓発の具体性とい

うところに関してはいかがでしょうか。 

○情報政策課 

情報政策課から回答させていただきます。情報政策課の三輪と申します。 

こちらは、説明が概要資料に基づいて説明をさせていただいたという都合上、

簡略的な説明になっておりましたが、資料６、本編の 45 頁に具体的なものに関

しては記載がされております。こちらに関しましては、重点項目評価書の時代

から特に変えておりませんので、御指摘に関しては満たしているものと考えて

おります。以上です。 

○座長 

御質問、御意見等ありましたらお願いいたします。相対的なものでも結構で

すので、報告書を上げるにあたって何か御質問等あれば、よろしいですか。点

検報告書を書くにあたっての質問でも結構です。 

○堀委員 

先ほどのところに戻って資料６評価書の 38 頁で、もう１回確認させていただ

きたいのが、特定個人情報の提供、移転に関しては、記録を残しているだけで

はなくて、上長の方の承認がない限り、そもそもシステム上動かせない仕組み

になっているということでよろしいですか。 

○市民税課 

 はい。 
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○堀委員 

それであれば書いてあるのかもしれないのですが、これだけ読むとその辺の

権限の承認みたいなところが、何か文書で行っているような感じのようにも読

めなくもないので、システム上何重ものチェックが働いていて、個人では動か

せませんよということが書かれているといいのかと思いました。 

○座長 

他にございますか。よろしいですか。 

○野中委員 

資料５の点検報告書の中で、前回及び今回の会議の中で具体的に御説明をい

ただいていない、以前の重点項目評価書と重複しているので説明を省略された

という部分をもう一度御指摘ください。 

○事務局 

資料５の第三者点検報の４リスク対策についての「目的を超えた紐付け、事

務に必要のない情報との紐付けが行われるリスク」、「権限のないもの（元職

員、アクセス権限のない職員等）によって不正に使用されるリスク」、裏面にい

きまして「情報提供ネットワークによる不正提供に対するリスク」、「特定個人

情報の漏えい・滅失・毀損リスク」、「特定個人情報が古いまま保管され続ける

リスク」、５従業者に対する教育・啓発、６特定個人情報に関する開示請求等・

特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合わせについて、７特記事項は、変

更ないので省略しております。 

○野中委員 

ありがとうございます。よく分かりました。 

○座長 

質問ですが、こちらの回答するときには、説明ない部分についても検討した

上で、意見を出した方がよろしいですか。それとも省略した部分は、前回同様

ということなので、なしでもよろしいですか。 
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○事務局 

評価書全体を今回審査していただくという形になりますので、今回説明して

いない部分についても、見ていただけたらと思います。特段御意見がなければ、

変更がないものについては何も記載していただかなくて大丈夫です。 

○堀委員 

リスクの分析の中で情報提供ネットワークシステムの接続という箇所と、そ

れ以外の部分があると思いますが、業務の概要図だと、この下の真ん中にある

情報提供ネットワークシステムと市民税課との黄色の矢印のやりとり部分が、

この情報提供ネットワークシステムとの接続という部分で、その他に情報提供

ネットワークシステムを通じた提供除くと書かれているような部分というの

は、それ以外の例えば地方税共同機構やそれ以外の黄色の矢印でのやりとりを

指しているということでよろしいでしょうか。 

要するに、それぞれの説明がどこの部分を指しているのかというところです。 

○市民税課 

そうです。 

資料５の４の中の「情報提供ネットワークによる不正提供に対するリスク」

という評価書 39 頁の６番に該当する部分についてが、この概要図の下にありま

す、他団体との情報の提供をしている情報提供ネットワークシステムについて

の記載になっております。 

○堀委員 

それ以外は、それ以外の黄色の部分のところがそれぞれ説明されているとい

うことですね。 

〇市民税課 

そうです。 

〇堀委員 

分かりました。 
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〇座長 

他にはよろしいですか。 

それでは概ね意見も出尽くしたかと思いますので、評価書についての審議を

終了し、進行を事務局にお返しいたします。 

○事務局 

ありがとうございました。それでは次第の４、今後の予定について説明させ

ていただきます。本日説明がありました事務については、第三者点検報告書に、

評価及び御意見を御記入いただき、12 月 11 日（月）までに提供をお願いいたし

ます。点検報告書の様式につきましては、本日この後メールでも委員の皆様に

送付しますので、それに御入力いただき、返送していただいても結構です。ま

た、お配りしている点検報告書に直接記入いただき、FAX、郵送等での提供でも

結構です。皆様大変お忙しい中恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。 

また、答申についてですが、本日の会議内容及び委員の皆様から提出いただ

く点検報告書を基に、会長と御相談しながら事務局において答申案を作成いた

します。その答申案を審議する次回の会議について、１月中旬から下旬頃の開

催をしたいと思っております。 

後程日程調整のメールを送らせていただきますので、御協力のほどよろしく

お願いいたします。今後の予定については以上となります。 

本日は前回に引き続きまして御審議いただき、誠にありがとうございました。

今後もこの審査会の適正な運用に、御理解と御協力を賜りますようお願い申し

上げます。 

それではこれをもちまして、令和５年度第４回つくば市情報公開・個人情報

保護審査会を閉会いたします。 
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